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 平成２６年第３回白馬村議会定例会議事日程 

平成２６年９月５日（金）午前１０時開議 

 

（第１日目） 

１．開 会 宣 告 

   日程第 １ 諸般の報告 

   日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

   日程第 ３ 会期の決定 

          会 期 自 平成２６年９月 ５日 

              至 平成２６年９月２４日 

   日程第 ４ 村長あいさつ 

   日程第 ５ 議案第３８号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増

加及び規約の変更について 

   日程第 ６ 議案第３９号 白馬村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部

を改正する条例について 

   日程第 ７ 議案第４０号 白馬村福祉医療費給付条例の一部を改正する条例について 

   日程第 ８ 議案第４１号 平成２５年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて 

   日程第 ９ 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号） 

   日程第１０ 議案第４３号 平成２６年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号） 

   日程第１１ 議案第４４号 平成２６年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   日程第１２ 議案第４５号 平成２６年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号） 

   日程第１３ 認定第 １号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について 

   日程第１４ 認定第 ２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算認定について 

   日程第１５ 認定第 ３号 平成２５年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

   日程第１６ 認定第 ４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

   日程第１７ 認定第 ５号 平成２５年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

   日程第１８ 認定第 ６号 平成２５年度白馬村水道事業会計決算認定について 
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   日程第１９ 決算特別委員会の設置について 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会（第１日目） 

 

１．日  時  平成２６年９月５日 午前１０時より 

２．場  所  白馬村議会議場 

３．応招議員 

 第 １ 番   加 藤 亮 輔 第 ７ 番   篠 﨑 久美子 

 第 ２ 番   津 滝 俊 幸 第 ８ 番   太 田   修 

 第 ３ 番   松 本 喜美人 第 ９ 番   田 中 榮 一 

 第 ４ 番   伊 藤 まゆみ 第１０番   太 谷 正 治 

 第 ５ 番   太 田 正 治 第１１番   北 澤 禎二郎 

 第 ６ 番   太 田 伸 子 第１２番   横 田 孝 穗 

４．欠席議員 

    なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

村 長  下 川 正 剛  副 村 長  太 田 文 敏 

教 育 長  横 川 宗 幸  総 務 課 長  平 林  豊 

観 光 課 長  篠 崎 孔 一  教育課長兼スポーツ課長  松 澤 忠 明 

会計管理者・室長  窪 田 高 枝  上 下 水 道 課 長  酒 井  洋 

農 政 課 長  横 山 秋 一  税 務 課 長  太 田 洋 一 

健 康 福 祉 課 長  吉 田 久 夫  建 設 課 長  山 岸 茂 幸 

住 民 課 長  矢 口 俊 樹  総務課長補佐兼総務係長  松 澤 孝 行 

６．職務のため出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長  横 川 辰 彦     

７．本日の日程 

  １）諸般の報告 

  ２）会議録署名議員の指名 

  ３）会期の決定 

  ４）村長あいさつ 

  ５）議案審議 

   議案第３８号から議案第３９号まで（村長提出議案）説明、質疑、討論、採決 

   議案第４０号から議案第４５号まで（村長提出議案）説明、質疑、委員会付託 

   認定第１号から認定第６号まで（村長提出議案）決算特別委員会に付託 

８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

   １．議案第３８号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規
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約の変更について 

   ２．議案第３９号 白馬村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

   ３．議案第４０号 白馬村福祉医療給付条例の一部を改正する条例について 

   ４．議案第４１号 平成２５年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

   ５．議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号） 

   ６．議案第４３号 平成２６年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

１号） 

   ７．議案第４４号 平成２６年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   ８．議案第４５号 平成２６年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号） 

   ９．認定第 １号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について 

  １０．認定第 ２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定

について 

  １１．認定第 ３号 平成２５年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

  １２．認定第 ４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  １３．認定第 ５号 平成２５年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

  １４．認定第 ６号 平成２５年度白馬村水道事業会計決算認定について 
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開会 午前１０時００分 

１．開会宣告 

議長（横田孝穗君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより平成２６年第３回白馬村議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

２．議事日程の報告 

議長（横田孝穗君） 本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

△日程第１ 諸般の報告 

議長（横田孝穗君） 日程第１ 諸般の報告をいたします。 

 最初に、監査委員から平成２６年５月分、６月分、７月分の一般会計、特別会計、水道事業会

計の例月出納検査報告書が提出されております。 

 また白馬村長から、平成２５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告があり

ました。内容につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって

報告にかえさせていただきます。 

 次に、北アルプス広域連合議会及び白馬山麓環境施設組合議会の開催状況について報告いたし

ます。北アルプス広域連合議会平成２６年８月定例会が８月２８日及び２９日に行われました。

内容につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告にか

えさせていただきます。 

 また、白馬山麓環境施設組合議会平成２６年第３回定例会が８月２５日に行われました。内容

につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告にかえさ

せていただきます。 

 続いて、白馬村教育委員会から平成２５年度対象事業の白馬村教育に関する事務の管理及び執

行状況の点検及び評価報告書が提出されました。内容につきましては、お手元に配付いたしまし

た報告書のとおりですので、これをもって報告にかえさせていただきます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 次に、本定例会において受理いたしました請願並びに陳情は、お手元に配付いたしました請願

文書表並びに陳情文書表のとおりですが、この文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託

いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、請願文書表並びに陳情文書表のとおりそれぞ

れ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

△日程第２ 会議録署名議員の指名 
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議長（横田孝穗君） 日程第２ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第１１９条の規定により、第５番太田正治議員、第６番太田伸子議員、第７番篠﨑久

美子議員、以上３名を指名いたします。 

△日程第３ 会期の決定 

議長（横田孝穗君） 日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、別紙平成２６年第３回白馬村議会定例会日程予定表の

とおり、本日から９月２４日までの２０日間と決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から９月２４日までの

２０日間と決定いたしました。 

△日程第４ 村長あいさつ 

議長（横田孝穗君） 日程第４ 村長より招集の挨拶を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） おはようございます。平成２６年第３回白馬村議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましては、ご多忙中の中、ご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 今年の夏は台風１２号の影響で四国地方の太平洋側では８月１日から５日まで総降水量が多い

ところで１，０００ミリを超え、台風１１号の影響で四国地方から東海地方にかけて８月７日か

ら１１日までの総降水量が５００ミリから１，０００ミリの大雨となりました。また、前線や

湿った空気の影響で１９日夜から２０日未明にかけて広島市を中心に猛烈な雨により土砂災害が

発生し、全壊２４件、半壊４１件、一部損壊６０件、７２名の方がお亡くなりになっています。

ご冥福をお祈りするとともに、被災された方々には心からお見舞いを申し上げるところでありま

す。 

 広島市の土砂災害危険箇所は多くが警戒区域に指定されておらず、避難対策がおくれたとの指

摘を受け、政府は土砂災害防止法の改正案を秋の臨時国会に提出する方針であります。土砂災害

防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、災害の発生するおそれのある区域を都道府県が

警戒区域、特別警戒区域に指定し、避難態勢の整備や開発を行う制限など土砂災害の防止のため

に対策を推進するよう定めております。 

 本村においては、土石流警戒区域７９カ所、土石流特別警戒区域５５カ所、急傾斜地警戒区域

１６７カ所、急傾斜特別警戒区域１５５カ所が土砂災害の防止法に基づく区域指定がされており

ます。土砂災害警戒情報は、長野県・長野地方気象台から大雨による土砂災害の危険度が高まっ

たときに発表されますが、広島市のように局地的集中豪雨は降雨予測が非常に難しいことから、

気象予測情報に頼るのではなく、降り始めをいかに早く捉えるかが迅速な対応を行う上で重要と

考えます。特に、真夜中の集中豪雨は避難するにも危険が伴いますので、住民への情報伝達方法

など再確認をしてまいりたいと思います。 
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 次に、夏期の観光客の入込数ですが、７月は台風８号により、南木曽町ではＪＲ中央線が不通

となった影響を受け、平地では１４万４，９００人、前年対比９３．５％でしたが、登山者数は

信州山の日が制定された効果もあり７，９００人、前年対比１０１．３％でした。８月の入込数

は、まだまとまっておりませんが、関係者にお聞きしたところ、天候不順の日が多く、前年対比

で４割ほど減少しているとのことであります。 

 こうした状況の中で、８月３１日まで２カ月にわたって開催した白馬Ａｌｐｓ花三昧を初め、

８月１３日の白馬の夏祭り、１４日の八方尾根夏祭り、１５日のＹＯＳＡＫＯＩ・花・白馬、

２４日の夏の終わりコンサートなど村内各地でイベントが催され、大勢のお客さまにお越しいた

だきました。それぞれのイベントにご尽力をいただきました関係者の皆さまに感謝を申し上げる

ところであります。 

 中央線が不通になったことにより、村では大町市、小谷村と連携し、７月２５日から８月８日

までの１５日間、松本、大町、白馬、小谷を結ぶ無料シャトルバスを１日１往復の運行を行いま

した。また、安曇野市から小谷までの６市町村で構成する大糸線ゆう浪漫委員会では、８月

１１日、１２日の２日間、東京有楽町駅前において街頭キャンペーンを開催したところでありま

す。 

 観光局では観光協会や商工会と共同して、紅葉、温泉、秋の味覚のＰＲや特産品などのプレゼ

ントを行うＢＩＧ ＡＵＴＵＭＮ白馬・紅葉・三昧を今月２０日から１１月３日まで実施するこ

とにいたしました。観光事業者の皆様多数のキャンペーンに参加をいただき、夏の不振を少しで

も挽回できるよう取り組んでまいりたいと思います。 

 白馬村観光地経営計画策定事業の進捗状況でありますが、先月、村民に向けて計画の背景、計

画策定のポイント、今後の進め方についてお知らせをいたしました。策定委員会は、第１回目の

開催を今月１７日に行い、１０月中にはワーキンググループによる計画素案づくりに着手してま

いります。また、市場に対する調査や地域交流資源調査、住民意識調査の追加分析作業を行って

まいります。 

 長野県が進める、山岳高原を活かした世界水準の滞在型観光地づくりの研究事業でモデル地域

の選定を受けた大町市、白馬村、小谷村の３市村では３市村の行政、観光団体、観光関連事業者、

有識者などで構成する北アルプス３市村ブランド構築委員会を設置し、先月１１日に第１回目の

委員会を開催いたしました。今年度はエリアとして目標や戦略の設定作業を進めるとともに、次

年度の事業計画を立てていくことになっております。 

 全国の市町村では、ふるさと納税をすると、それぞれの地域の記念品、特産品、宿泊券、さま

ざまな施設の優待券などを贈呈しております。本村では、平成２５年度ふるさと白馬村を応援す

る寄附金が６４０万円という決算で、現在のところ多額の寄付者のみ記念品を贈っている状況で

あります。今のところ、特典とクレジット返済による利便性が有効な手段だと思いますが、村独
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自の手法も検討するよう指示をしてありますので、大手企業などと共同し、白馬の魅力を発信し

てまいりたいと考えております。 

 次に、大町市源汲地区の建設計画が進められている一般廃棄物処理施設につきましては、現在、

北アルプス広域連合において、年度内の施設本体の着工に向けて事務処理を進めているところで

あります。村においても、ごみ収集体制の確立や分別ルールの徹底、ごみ減量化の取り組みをさ

らに進めていくために、ごみ処理対策委員会で検討をしてきているところであります。一定の方

向性が出た段階で村民の皆さまにもお示しをし、ごみの分別、収集についてご協力をいただくこ

とになりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、平成２７年度から始まる５年間で計画期間における幼児期の教育、保育、地域の子育て

支援に基づいて位置づける子ども・子育て支援事業計画につきましては、先月２５日に第２回の

会議を開催し、子育て支援施策に向けたニーズ調査結果から判断する各種施策の見込み量の検討

に入っており、委員の皆様からのご議論をいただきながら、各種施設の充実を目指して計画策定

を進めてまいります。 

 本年４月１日から消費税引き上げによる反動減を緩和し、景気の下振れリスクに対応するなど、

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金につきましては、７月１日から両申請の受け付け

を開始し、いずれも対象者は現時点ということでご説明を申し上げますが、先月末現在で臨時福

祉給付金対象者１，３８０名のうち８５３名、子育て世帯臨時特例給付金対象者５５１名のうち

４４９名の申請請求手続をいただきました。 

 ８月１８日の初回の給付につきましては臨時福祉給付金６８６名、子育て世帯臨時特例給付金

４０６名の給付手続が終了をしており、今後も申請請求にあわせて順次給付手続を進めてまいり

ます。この支給手続につきましては、本年１０月１日が最終日となりますので、まだ手続が済ん

でいない方に対しましては、「広報はくば」等を通じて早急に申請手続をお願いをしているとこ

ろであります。 

 農政関係では、先月２７日に農水省が発表をいたしました８月１５日現在の長野県産米の作柄

概況は、田植え時期から７月にかけおおむね天候に恵まれ「やや良」とのことでありますが、

８月に入り台風１１号、続いてお盆以降、前線の活発化に伴う長雨と悪天候が続き、当地域の水

稲及びソバの生育にどのような影響が出るのか、心配をしているところであります。先日、村内

主要農家の方に聞いたところ、作況はもとより全国各地で取り引きが始まった米の相場速報によ

ると、昨年より２，５００円安、３，０００円安といった活字が乱れ飛び、大変厳しい状況であ

るということで、改めて農家、中でも米生産を中心としている生産者には、経営安定化が困難な

状況を実感したところであります。 

 今年度、国の農業政策転換の目玉事業である多面的機能支払事業では、取り組みが手間取って

おりましたが、前向きに取り組みを検討いただけた地区や農業法人、担い手農家のご努力により、
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ようやく協定面積が固まりつつ、当初は旧制度の農地・水保全管理支払交付金事業に比べ倍増程

度を目標にしておりましたが、さらに上乗せが見込められる状況となり、村の負担金は今回の補

正予算に計上しております。 

 建設関係では、交付金事業で実施をしております村道舗装修繕工事につきましては、本年度計

画している箇所の発注を終え、工事に着手をし、橋梁の長寿命化修繕計画の水神宮橋ほか３橋梁

の修繕工事のため、詳細設計を発注しております。また、繰越事業の橋梁修繕工事につきまして

は、３橋梁のうち１橋梁が完了し、２橋梁の完成に向け工事が進められております。 

 教育関係では、学校環境整備事業の小中学校の改修工事につきましては、夏休みの期間を利用

して、南小学校の北校舎屋根の塗装と外壁ベランダ補修工事、北小学校の北校舎１階の床張りか

え、中学校の換気扇交換と遮熱塗装の手すりのかさ上げを行いました。また、主幹指導主事より

指示のあった陳列棚のガラス飛散防止のフイルムの張りつけと転倒予防対策を実施しております。 

 また、以前から話が出ております学校給食共同調理場の改修ですが、昭和５９年に建設されて

から、児童・生徒に安全・安心な給食を提供してまいりましたが、建物の老朽化や作業効率の悪

さなどが問題になっていることから、新しい学校給食センター建設に向け、早急に調査検討委員

会を設置し、望ましい施設や設備、管理運営などについて検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、白馬高校の将来を考える会では、先月２６日に県の教育委員会に地元案を提出してまい

りました。今後は、より具体的な支援内容について検討をしていくことになっております。 

 また、スポーツ関係では、スノーハープの１工区多目的コースの改修工事の進捗状況は、８月

末の現在３５％であり、メーン会場につきましては一昨年実施をした雨水排水工事により、水は

けが劇的な変化が見られ、雨がやめば利用できる状態となっておりますので、大勢の方にご利用

いただきたいと思っております。 

 先月２３日と２４日に開催いたしました２０１４ＦＩＳサマーグランプリ白馬大会につきまし

ては、２日間延べ入場者数８，７００人を超え、国際スキー連盟から高い評価をいただいたとこ

ろであります。 

 次に、下水道関係では白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書の客観性を担保する

ために、地方共同法人日本下水道事業団に検証、評価を委託したいと考えています。その経費と

して補正予算８９万円余りを計上してあります。委託業務の内容といたしましては、徴収手続の

点検・見直し、受益者負担金条例及び附属規程の見直しであり、検証結果については平成２７年

第１回議会定例会で報告をいたしたいと考えております。 

 供用開始から２０年が経過をしている下水道浄化センターにつきましては、主要施設の耐震診

断が終了し、今後、診断結果をもとに耐震補強の検討及び更新施設の実施設計業務を進めてまい

ります。 
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 次に、平成２５年度白馬村普通会計歳入歳出決算状況であります。歳入総額６９億

９，４０５万６，０００円、歳出総額６７億５６７万１，０００円となっております。 

 一般会計の歳入総額は４９億５，２０９万３，０００円、歳出総額は４７億３，４９２万

５，０００円で、翌年度への繰り越すべき財源１，９６９万２，０００円を除いた実質収支額は

１億９，７４７万６，０００円であります。 

 収入の３０．４％を占める村税の収入総額は、１５億３３０万４，０００円で、前年度に比べ

４，５００万２，０００円余り、約３．１％増加し、現年度分の徴収率は９４．９％、滞納繰越

分の徴収率は１７．６％、全体では前年度を３．６ポイント上回る６８．２％という結果であり

ます。 

 なお、固定資産税を中心として１，４８２万３，５８７円を税法上の規定により不納欠損処分

とし、収入未済額６億８，７０７万１７９円という状況になっております。 

 観光産業を取り巻く経営状況は依然厳しく、第一抵当権者である金融機関が不良債権の回収整

理に積極的なため、効果的な滞納処分ができない状況であります。今後は滞納者の担税力を見極

め、徴収不能事案は執行停止処分をしていくことも必要であると考えております。 

 収入の３５．８％を占める地方交付税１７億７，１５０万８，０００円で、前年比に比べ

１，２９８万１，０００円、０．７％の増となっております。 

 国民健康保険事業勘定特別会計の歳入総額は１２億３，８９２万８，０００円、歳出総額は

１１億８，４８９万円で、実質収支額は５，４０３万８，０００円であります。 

 また、後期高齢者医療特別会計の歳入総額は６，７８１万１，０００円、歳出総額は

６，７７６万４，０００円で、実質収支額は４万７，０００円であります。 

 下水道事業特別会計の歳入総額は７億２２３万８，０００千円、歳出総額は６億８，５１５万

４，０００円で、翌年度へ繰り越すべき財源６００万円を除いた実質収支額は１，１０８万

４，０００円であります。なお、受益者負担金４５９万８，０８０円、下水道使用料２８万

５，４００円の不納欠損処分をしてあります。 

 また、農業集落排水事業特別会計の歳入総額は３，２９８万３，０００円、歳出総額

３，２９３万７，０００円で、実質収支額は４万６，０００円であります。 

 水道事業会計の収益的収入は２億８，５６５万２６５円、収益的支出は２億６，２８７万

４，８１１円であり、資本的収入は９４７万４，９１２円、資本的支出は７，７３５万

４，５４０円で、不足する６，７８７万円余りは、消費税及び地方消費税資本的収支調整額・損

益勘定留保資金で補塡をしてあります。 

 財政力指数は０．４４８で、前年度より０．００９ポイント減少し、実質公債費比率は３カ年

平均で１３．２％、単年度数値は１２．３７％であり、新規発行債の抑制などにより、年々減少

している状況であります 



 

― 11 ―  

 財政構造の弾力性を判断する指標であります経常収支比率は７９．２％で、前年度比３．３ポ

イント減となっております。また、将来負担比率は１７．２％で、早期健全化基準を大きく下

回っている状況であります。 

 監査委員からのご意見もありましたが、限られた一般財源を効果的に事業に反映するために、

事務事業の取捨選択を行うなど健全財政の維持に努めてまいります。 

 次に、平成２６年度一般会計補正予算は３，６６４万６，０００円を追加し、総額を４９億

１，３７３万３，０００円とするものであります。 

 今回の補正では予防接種法の改正により、幼児への水ぼうそう予防接種、６５歳以上の高齢者

への高齢者肺炎球菌が定期接種化され、平成２６年１０月１日より追加実施となるため、

３４６万４，０００円を計上いたしました。 

 水ぼうそうの予防接種は１歳から３歳の幼児に加え、５歳未満の幼児も定期接種として認める

ため、３４７名が対象となります。このために村内の医師のご協力をいただきながら、集団接種

の回数を６回増やすことで対応してまいりたいと考えております。 

 高齢者肺炎球菌予防接種は、６５歳以上高齢者を５年間かけて５歳刻みで対象としていくため、

今年度は５７４名が対象となり、そのうち接種を希望者される方に実施することとなります。な

お、高齢者インフルエンザ予防接種と同様に大北管内医療機関での個別接種として２，０００円

の自己負担をいただき、残りを村が助成することとしております。 

 白馬山麓環境施設組合で運営しているし尿処理は、公共下水道の普及や将来的な人口動態を考

慮して、早急に今後の運営形態を検討していかなければならない時期と考え、４３０万円を計上

し、し尿処理計画策定経費を計上いたしました。 

 また、１０月２６日、信州シェアスペース、銀座ＮＡＧＡＮＯが東京銀座にオープンをし、

１１月８日から１週間、「北アルプス山麓Ｗｅｅｋ ｉｎ銀座」と銘打ち、大北５市町村が施設

のイベントスペースを借り上げ、特産品の販売紹介、観光ＰＲを展開する予定であります。特に

１１月１０日は「白馬村フェア」を企画しており、これらの経費１５１万６，０００円を計上し

てあります。 

 次に、固定資産税の関係では、住宅用地に対する軽減措置が正しく処理されていない土地が一

部存在し、過大に徴収していたため、補塡金を４００万円、村税還付金及び還付加算金４５０万

円を計上しております。 

 また、給与所得等特定の所得の所得税については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を

源泉徴収をすることとされておりますが、全国の自治体において報酬料金や通勤手当、委員手当

などの支払いの際に所得税、復興特別所得税が適切に徴収をされていない事案が発生している旨、

県から注意喚起及び税務署から自己点検するよう行政の指導がありました。 

 そこで、平成２２年１月から平成２６年８月までの源泉徴収の自己点検をした結果、本村にお
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きましても、建築士、測量士など個人事業主に対する支払いについて源泉徴収漏れがあることが

判明いたしました。源泉所得税２４１万４，０００円、延滞税及び不納付加算税３０万円を計上

してあります。 

 今後このような誤りが起こらないよう事務処理体制を強化し、職員の知識、技術の向上に努め、

再発防止に万全を期してまいりたいと考えております。 

 本定例会に上程します案件は議案８件、決算認定６件であります。議案等につきましては、担

当課の長に提案説明をさせますので、慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げ、本定例会の

開会に当たり挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） これより議案の審議に入ります。 

 なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規定により、１議員１議題につき

３回まで、また、会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることができないと

定められておりますので申し添えます。 

 お諮りいたします。日程第５ 議案第３８号並びに日程第６ 議案第３９号は、会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これについて採決いたしま

す。この採決は起立によって行います。 

 議案第３８号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに賛成の

方の起立を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、日程第５ 議案第３８号の委員会付託を省略する件

は可決されました。 

 したがって、議案第３８号は委員会付託を省略し、質疑、討論、採決をすることに決定いたし

ました。 

 次に、議案第３９号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに賛

成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、日程第６ 議案第３９号の委員会付託を省略する件

は可決されました。 

 したがって、議案第３９号は委員会付託を省略し、質疑、討論、採決することに決定いたしま

した。 

△日程第５ 議案第３８号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及

び規約の変更について 

議長（横田孝穗君） 日程第５ 議案第３８号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の増加及び規約の変更についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 議案第３８号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数

の増加及び規約の変更につきましてご説明いたします。 

 地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、平成２６年１０月１日から佐久市、軽井沢町、

立科町及び御代田町で組織する新たな一部組合、佐久市・北佐久郡環境施設組合が加入すること

を認め、長野県町村公平委員会共同設置規約の一部を別紙のとおり変更するため、同条第３項の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

 別紙をご覧ください。規約の一部改正は別表中「川西保健衛生組合」の次に「佐久市・北佐久

郡環境施設組合」を加えるものであります。これにより、現在の加入団体数５４団体から５５団

体になります。 

 この規約の施行日は平成２６年１０月１日であります。 

 説明は以上であります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３８号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更

については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

△日程第６ 議案第３９号 白馬村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

議長（横田孝穗君） 日程第６ 議案第３９号 白馬村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 議案第３９号 白馬村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の

一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 

 村長及び副村長に支給する給料の月額を特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、平成２６年９月

５日から同日以降、最初の任期の終了の日まで村長が２５％減額の６０万円、副村長が約１２％
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減額の５７万９，０００円とするものであります。 

 説明は以上であります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３９号 白馬村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

△日程第７ 議案第４０号 白馬村福祉医療費給付条例の一部を改正する条例について 

議長（横田孝穗君） 日程第７ 議案第４０号 白馬村福祉医療費給付条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口住民課長。 

住民課長（矢口俊樹君） 議案第４０号 白馬村福祉医療費給付条例の一部を改正する条例につき

ましてご説明をいたします。 

 議案を２枚おめくりいただきまして新旧対照表をご覧ください。今回の改正は国の法律の名称

が旧来の母子及び寡婦福祉法から母子及び父子並びに寡婦福祉法に変わることに伴いまして、条

例第２条第３号及びその下の第４号の中にうたわれた法律の名称等の部分を新たな法律名に置き

かえるものでございます。 

 条例の施行日につきましては、法律の施行に合わせまして平成２６年１０月１日としておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第８ 議案第４１号 平成２５年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

議長（横田孝穗君） 日程第８ 議案第４１号 平成２５年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余
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金の処分についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 議案第４１号 平成２５年度白馬村水道事業会計利益の処分につい

てご説明申し上げます。 

 地方公営企業法第３２条２項の規定により、議会の議決を求めるものでございまして、平成

２５年度の未処分利益剰余金の処分につきましては、前年度繰越利益剰余金４４１万

９，４３７円に当年度の純利益２，２０９万１０２円を合わせた２，６５０万９，５３９円でご

ざいまして、当年度未処分利益剰余金２，６５０万９，５３９円のうち６００万円を減債積立金

に、１，８００万円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残額の２５０万９，５３９円は翌年

度繰越利益剰余金として処分しようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第９ 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号） 

議長（横田孝穗君） 日程第９ 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）につき

ましてご説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，６６４万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を４９億１，３７３万３，０００円とするものであります。 

 ７ページ、歳入明細をご覧ください。減収補塡特別交付金は額の確定により２９万

５，０００円の減額。国庫補助金は、地域活性化に向けた事業に対して交付される、がんばる地

域交付金６７０万４，０００円の増額。対象件数の増による臨時福祉給付金２，２１４万

１，０００円の増額であります。 

 ８ページ、県補助金の農業基盤整備促進事業補助金は、補助金の減及び補助対象外経費の増に

よるものであります。 

 繰入金は、ふるさと白馬村を応援する基金から八方尾根植生回復事業に６５万円を予定してお

ります。 

 ９ページ、雑入８１５万８，０００円の増額は、頂上宿舎、天狗山荘、八方池山荘の雪害によ

る損害保険料、個人事業主からの源泉徴収所得税返還金、北アルプス広域連合からの平成２５年

度還付金、八方尾根パイプライン修繕に伴う負担金であります。 
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 村債の減額は農業基盤整備促進事業費の減によるものであります。財源の不足分として普通交

付税１６４万８，０００円と繰越金４，５４８万４，０００円を計上しております。 

 １０ページ、歳出明細をご覧ください。総務管理費６３２万円の増額の主なものは、多目的研

修集会施設の空調及び漏水による給水管の敷設がえ、マイマイガ対策に伴う動力噴霧器２台の購

入、太地町３０周年記念行事、建築士・測量士等に対する支払いについて源泉所得税徴収漏れ

２４１万４，０００円と、それに伴う延滞税及び不納加算税であります。 

 １１ページ、徴税費９１２万４，０００円の増額は、固定資産税の住宅用地特例措置の更正に

係る補塡金と還付金及び還付加算金が主なものであります。 

 スポーツ事業費６８万４，０００円の増額は、落雷によるジャンプ競技場スタートタワーの消

防設備の修繕であります。 

 社会福祉費１２７万４，０００円の増額の主なものは、障害者自立支援法に基づき障がい者の

生活を支えるサービス及び用具の支給に対する給付費であります。 

 １２ページ、児童福祉費１４８万２，０００円の増額は、子育て相談支援センターの運営経費、

しろうま保育園の障がい児入園に伴う経費、村外の保育園への入所経費等であります。 

 １３ページ、臨時福祉給付金２，２１４万２，０００円の増額は、対象世帯の大幅な増による

者で、全体で１，５００件を予定しております。 

 福祉衛生費３４８万円の増額は水ぼうそう、高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種化に伴う医療

医薬材料費と委託料が主なものであります。 

 １４ページ、清掃費３５３万円の増額は、クリーンコスモ姫川の今後の管理運営計画策定経費

が主なものであります。 

 １５ページ、農業委員会費３８４万円の増額は、農地法の改正に伴う農地基本台帳のシステム

改修費であり、農業振興費１１０万１，０００円の増額は、「信州北アルプス山麓Ｗｅｅｋ ｉ

ｎ銀座」白馬フェアにかかる経費であります。 

 農地費の多面的機能支払交付金２０７万５，０００円の増額は、継続団体の面積増と新規に

５団体が増えることによるものであります。工事請負費４，１００万円の減額は、県補助金の大

幅な減によるものであります。 

 １６ページ、観光総務費４８万３，０００円の増額は、「信州北アルプス山麓Ｗｅｅｋ ｉｎ

銀座」白馬フェアでのＨＡＫＵＢＡガレットＰＲ経費であります。 

 観光施設整備費６７２万円の増額は、頂上宿舎、天狗山荘、避難小屋の雪害による修繕、八方

第２ケルン公衆トイレからうさぎ平１０９までのパイプラインの修繕、長野県山岳環境保全事業

採択に伴う小遠見山登山道周辺整備、猿倉荘給水管布設工事費であります。 

 観光振興負担金は、土砂災害による中央西線の運休に伴い、緊急対策として北アルプス山麓ア

クセス便の運行費用に対する村負担金分であります。 
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 観光浄化対策関係団体負担金は、八方尾根植生回復事業に対する負担金の増額であります。 

 １７ページ、道路橋梁費９１７万９，０００円の増額は舗装、道路側溝、歩道等維持補修及び

原材料と和田野地区水路敷の調査測量費であります。 

 １８ページ、都市計画費２３万５，０００円の増額は、大出公園のマイマイガ駆除に要する経

費であります。 

 小学校費１７１万３，０００円の増額の主なものは、南北小学校の建物定期調査、マイマイガ

除去費用であります。 

 １９ページ、中学校費８４万３，０００円の増額は除雪機の修繕、建物定期調査、マイマイガ

駆除費用であります。 

 社会教育費１０９万５，０００円の増額は、大宮山城跡の復元に要する経費であります。 

 ２０ページ、保健体育費７９万７，０００円の増額は、北部グラウンドナイター照明、グリー

ンスポーツトイレ、Ｂ＆Ｇプールの換気扇電動シャッターの修繕であります。 

 次に４ページになりますが、地方債補正は農業基盤整備事業費の減額により、限度額を

９５０万円とするものであります。 

 説明は以上であります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１０ 議案第４３号 平成２６年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号） 

議長（横田孝穗君） 日程第１０ 議案第４３号 平成２６年度白馬村国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口住民課長。 

住民課長（矢口俊樹君） 議案第４３号 平成２６年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正

予算（第１号）につきましてご説明いたします。 

 本補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９万８，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を１２億３，８９７万８，０００円とするものであります。 

 続きまして５ページをお開きください。歳入予算につきましては、８款１項１目の繰越金を

１０９万８，０００円追加するものであります。 

 次に、６ページの歳出明細をご覧ください。１款１項１目一般管理費につきましては、７８万

８，０００円の増額をお願いするものでありまして、内訳はジェネリック医薬品普及啓発のため

の消耗品費及び高額療養費等の見直しに伴うシステム改修費用の追加でございます。その下、
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２項１目賦課徴税費につきましては、３１万円の増額をお願いするものでありまして、本年度か

ら行っております保険料の軽減措置に係るシステムの改修費用及び過年度分固定資産税の還付に

連動し、国保税資産割の返納額を計上させていただくものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１１ 議案第４４号 平成２６年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議長（横田孝穗君） 日程第１１ 議案第４４号 平成２６年度白馬村下水道事業特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 議案第４４号 平成２６年度白馬村下水道事業特別会計補正予算

（第１号）についてご説明申し上げます。 

 第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９万８，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６億６，８６７万４，０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、先ほど村長挨拶にもあったとおり、受益者負担金事務改善報告書の客観性を担

保するため、外部の専門機関に事務手続の点検及び見直しに関する業務を委託するものが８９万

６，０００円と受益者負担金にかかわる減免分の補塡費用として２０万２，０００円を計上した

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１２ 議案第４５号 平成２６年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号） 

議長（横田孝穗君） 続いて、日程第１２ 議案第４５号 平成２６年度白馬村水道事業会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 議案第４５号です。平成２６年度白馬村水道事業会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、水道事業にかかわる課題と実務の研修会に参加するための参加負担金と旅費

２名分１０万４，０００円でございます。収益的支出の支出でございまして、１款１項営業費用

４目の総係費におきまして１０万４，０００円の増額でございます。 
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 説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第４０号から議案第４５号までは、お手

元に配付いたしました平成２６年第３回白馬村議会定例会常任委員会等付託書のとおり、それぞ

れ所管の常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、議案第４０号から議案第４５号までは、常任

委員会等付託書のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時０６分 

議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより認定案件の審議に入ります。 

 お諮りいたします。 

 日程第１３ 認定第１号から日程第１８ 認定第６号までを一括議題といたしますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第６号までは一括議題と

することに決定いたしました。 

△日程第１３ 認定第１号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について 

△日程第１４ 認定第２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

認定について 

△日程第１５ 認定第３号 平成２５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

△日程第１６ 認定第４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

△日程第１７ 認定第５号 平成２５年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

△日程第１８ 認定第６号 平成２５年度白馬村水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

議長（横田孝穗君） 最初に、日程第１３ 認定第１号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決

算認定についての説明を求めます。それでは平林総務課長。 
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総務課長（平林 豊君） 認定第１号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定につきまし

てご説明いたします。 

 私からは、歳入全般と議会、監査、総務課所管の歳出につきまして、その概要を説明し、その

他の歳出につきましては、担当課等の長が順次説明をしてまいります。それでは、平成２５年度

歳入歳出決算書８０ページをご覧ください。 

 歳入総額が４９億５，２０９万３，０００円、歳出総額が４７億３，４９２万５，０００円で、

歳入歳出差引額は２億１，７１６万８，０００円、繰越明許費繰越額は１，９６９万

２，０００円、実質収支額は１億９，７４７万６，０００円、地方自治法第２３３条の２の規定

による基金繰入金は８，０００万円であります。 

 ５ページをご覧ください。まず歳入でありますが、村税は１５億３３０万４８５８円で、内訳

は村民税が３億６，２５０万３，９５４円、固定資産税が１０億９２４万１，５４４円、軽自動

車税が２，４０１万５，７２３円、村たばこ税が７，３４４万３，００２円、入湯税が

３，４１０万６３５円であります。不納欠損額が１，４８２万３，５８７円、収入未済額が６億

８，７０７万１７９円であります。 

 ６ページ、地方譲与税が６，９３０万５，０００円、地方消費税交付金が１億１，４１１万

９，０００円、７ページになりますが、自動車取得税交付金が１，９６４万７，０００円、地方

特例交付金が９８９万７，０００円、地方交付税が１７億１，１５０万８，０００円であります。 

 ８ページ、分担金及び負担金は４，２６６万８，６７９円で、分担金は道路改良に伴う地元分

担金１８０万７，０００円、負担金の主なものは老人福祉施設入所者負担金４３６万

２，４６０円、保育園保育料及び延長一時土曜及び休日保育料負担金３，２５０万８，５４０円

であります。 

 使用料及び手数料は６，９５８万３０６円で、使用料の主なものは９ページになりますが、ス

ノーハープ使用料１３２万１，５００円、ジャンプ競技場リフト使用料３，１７６万

８，９００円、ケーブルテレビＩＲＵ契約利用料４２９万６，３２０円、ケーブルテレビ施設保

守費等指定管理者負担分利用料５３５万３，８８５円、デマンドタクシー使用料２２７万

９，４００円、オリンピック記念館入館料２１４万６２０円、公有財産占用料６６６万

３，９８１円、ウイング２１等体育施設使用料７７１万２，６００円であり、手数料の主なもの

は戸籍住民票、印鑑証明等交付手数料４０６万９，８００円であります。 

 １０ページ、国庫支出金は４億７５８万６，９９３円で、国庫負担金の主なものは児童手当負

担金９，７４７万６，３３２円、国民健康保険保険基盤安定負担金４５５万６，９４５円、障害

者自立支援給付負担金４，１４３万１，３０４円、農地農林施設災害復旧負担金１，５４０万

５，０００円であります。 

 国庫補助金の主なものは１１ページ、浄化槽整備事業補助金４２７万３，０００円、道路改良
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等に伴う社会資本整備総合交付金４，３５１万６，０００円、地方道更新防災等対策事業補助金

３，８００万円、建設機械整備事業補助金２，４００万円、伝統的構造物郡保存対策事業補助金

６１０万３，０００円、小水力等農業水利施設利活用支援事業助成金５９８万５，０００円、農

業基盤整備促進事業補助金１，５６２万円。１２ページ、地域経済活性化雇用創出臨時交付金

７，５３９万３，０００円であります。 

 国庫委託金の主なものはナショナルトレーニングセンター委託金１，７０６万４，０１０円で

あります。 

 県支出金は２億５，７５５万３，６８７円で、県負担金の主なものは児童手当負担金

２，２２３万９，３３２円、国民健康保険保険基盤安定負担金３，４８６万６，２５３円、後期

高齢者医療基盤安定負担金１，４００万４，１９２円、障害者自立支援給付負担金２，１１２万

３，７８６円であります。 

 １３ページ、県補助金の主なものはオリンピック施設起債償還費等補助金７１９万

２，０００円、緊急雇用創出事業補助金１，３０７万８，０００円、地域発元気づくり事業補助

金５１１万２，０００円、身障者医療給付事業補助金８７７万６，０００円、地域福祉総合助成

金４２６万９，０００円、乳幼児医療給付事業補助金３２９万２，０００円、安心こども基金事

業補助金４２２万１，０００円、飛びまして１４ページ、合併浄化槽整備事業補助金４２７万

３，０００円、中山間地域等直接支払事業交付金４７２万円、農地集積協力金２４０万

７，０００円、森林整備地域活動支援交付金２５９万５，０００円、林道改良事業補助金

３０５万９，０００円。１５ページ、地籍調査事業補助金４５３万円、経営体育成交付金

７８０万５，０００円、電源立地地域対策交付金４４３万２，０００円であります。 

 県委託金の主なものは、ジャンプ台管理委託金３，８５１万７，０００円、県民税徴収委託金

１，５３３万８，６７６円、１６ページ、参議院議員選挙事務委託金５９８万６，３５９円であ

ります。 

 財産収入２，２４９万１８円の主なものは、村有地貸付収入３７６万１，５９１円、山小屋貸

付収入１，０００万円、村有地売払収入３４０万４３３円であります。 

 １７ページ、寄附金６９３万６，７００円は、ふるさと白馬村を応援する寄附金１２件と一般

寄附であります。 

 繰入金５，３７０万円は、スキースポーツ育成振興基金から２００万円、１８ページ、ふるさ

と白馬村を応援する基金から８７０万円、義務教育施設整備基金から３，２００万円、福祉基金

から１，１００万円の繰り入れであります。繰越金は１億３，３４０万３３７円であります。 

 諸収入１億４，６０９万８７円の主なものは、村税延滞金２，４９８万４，５７０円、

１９ページになりますが、商工振興資金預託金回収金２，０００万円、健診手数料３２３万

２００円、衛生手数料３２３万５，１６４円、ごみ袋販売手数料９０６万８，７５０円、粗大ご
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み処理手数料７９８万１，２５６円、消防団員退職報償金２４４万７，０００円、損害保険料

１，１０６万４，１８７円、介護給付金３１７万３，８６０円、市町村振興協会市町村交付金

５８１万２，６３６円、コミュニティ事業助成金２４０万円、２０ページ、スポーツ拠点づくり

推進事業助成金４００万円、北アルプス広域介護保険負担金精算分４５８万円、北アルプス広域

連合過年度還付金４７５万円、介護保険地域支援事業受託金２，４１１万４，０００円、次世代

自動車振興センター等補助金３１２万円であります。 

 村債は、臨時財政対策債１億円、一般単独事業債２，２９０万円、辺地対策事業債

４，９５０万円、公共事業債９，９００万円、地域活性化事業債３，７６０万円、地方道路等整

備事業債４７０万円、林道施設災害復旧事業債１６０万円であります。 

 次に２２ページ、歳出でありますが、議会費７，４２４万５１５円は、議員１２名の報酬、手

当、職員２名及び臨時職員１名分の人件費が主なものであります。 

 総務管理費の一般管理費２億１，０１３万３，３３３円は、特別職２名、一般職員１２名及び

臨時職員２名分の人件費が主なものであります。 

 ２５ページ、財産管理費４，３１０万６，６７３円は、庁舎等の維持管理経費が主な内容で、

庁舎管理賃金４８４万円余り、燃料費６２６万円余り、光熱水費６１７万円余り、電話設備の改

修、ガス漏れ警報器交換、トイレ排水修理などの修繕費３０７万円余りで、建物災害共済保険料

５０１万円余り、神城駅乗車券販売業務委託料３００万円、書類保管庫、空気清浄機、車椅子の

購入費３１８万円余り、２６ページ、公用車３台の購入費３１２万円余りであります。 

 交通安全対策費４８万円は、交通安全協会への補助金で、防犯対策費４０万円は防犯協会への

補助金であります。 

 姉妹都市提携費２１５万７，４８１円は、静岡県河津町、和歌山県太地町との交流経費であり

ます。 

 企画費５，４６４万３，２５２円の主な内容は２７ページになりますが、ユーテレの番組制作

委託料３８５万円余り、電柱添架料６３４万円余り、いこいの杜賃借料７５０万円、ウィンドウ

ズＸＰのサポート終了に伴い、パソコン９５台、プリンター２１台の購入費９４２万円余り、北

アルプス広域経営費負担金に９３２万５，０００円、地域づくり事業補助金７３３万

８，０００円、コミュニティ事業補助金２４０万円、高速情報通信ネットワークＬＧＷＡＮ負担

金３３２万円余りであります。 

 ２８ページ、電算業務費２，５３８万５，４４９円の主な内容は、電算総合行政システム業務

委託料に１，１８０万円余り、システム共同化負担金１，１０５万８，０００円であります。 

 ３０ページ、選挙管理委員会費２８万５，０００円は、選挙管理委員の報酬が主なものであり

ます。 

 ３１ページ、明正選挙推進費６万８，７００円は、推進委員の報酬であります。無投票になり
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ましたが、村議会議員選挙に伴う経費が２３４万４，９４２円、衆議院議員選挙に伴う経費が

５９８万８，２９９円であります。 

 ３２ページ、統計調査総務費５０万６，４７６円は学校基本調査、工業統計調査、住宅土地基

本調査等の経費であります。 

 監査委員費６０万１，６１８円は、監査委員の報酬が主なものであります。 

 次に４９ページ、環境政策費５９９万７，２７５円は、ＥＶ高速充電器１台の設置及び維持管

理費と太陽光発電設備等の設備の補助金であります。 

 次に飛びまして６４ページ、非常備消防費２，３７３万１，４１４円の主な内容は、消防団員

の報酬６０７万９，０００円、消防団員等公務災害補償掛金５３０万円余り、消防団員出動賃金

５４８万５，０００円、消防団員退職報償費２３７万７，０００円であります。 

 ６５ページ、広域常備消防費１億２，６６５万６，７００円は、北アルプス広域連合への負担

金等であります。 

 消防施設費３９５万８，９５０円の主な内容は、３基の消火栓設置と１基の取りかえ工事

１５９万円余り、消火栓管理負担金１５０万円であります。 

 防災費１，１９９万４，４２６円の主なものは、庁舎多目的集会施設耐震診断業務委託料であ

ります。 

 次に７８ページ、公債費６億２，０１９万６，８６６円は長期債元金及び利子等一時借入金利

子であります。平成２５年度末の地方債現在高は５１億３，４０４万８，３７８円となっており

ます。 

 諸支出金９，９４７万２，９２１円は財政調整基金、減債基金、ふるさと白馬村を応援する寄

附金に基づく積立金及び地域情報ほか施設基金への積立金であります。 

 次に８１ページ、公有財産に関する調書でありますが、奈良井公園整備に伴う用地取得により

約５．２ヘクタールの土地が増えております。 

 ８２ページ、アルプスケーブルビジョン株式会社への出資金５００万円は、倒産により出資金

の回収ができないため減額してあります。 

 平成２５年度末基金の現在高は、財政調整基金が８億７，００７万円余り、減債基金が３億

３，４７２万円余り、福祉基金が１億４，３７２万円余り、義務教育施設整備基金が

７，８２３万円余りで合計１５億２，５８１万８，６５４円となっております。 

 私からの説明は以上であります。 

議長（横田孝穗君） 次に、窪田会計室長。 

会計管理者（窪田高枝君） では、会計室関係についてご説明をいたします。 

 ２７ページをお開きください。７目の会計管理費２７５万１，２９７円の主な内容について説

明をさせていただきます。 
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 １２節役務費１０５万９，０００円余りは、口座振替手数料、窓口収納の業務手数料でござい

ます。 

 １３節委託料６５万７，０００円余りは、源泉徴収システム等の電算委託料でございます。 

 ２８ページにまいりまして１９節負担金補助及び交付金７０万円余りは、大北農協役場出張所

の負担金でございます。 

 会計室関係については以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 次に、太田税務課長。 

税務課長（太田洋一君） 税務課関係につきましてご説明申し上げます。 

 ２８ページをお開きください。２項徴税費についてご説明申し上げます。１目税務総務費は

５，９０６万５，５７０円で、主な支出は９名分の職員の人件費でございます。 

 ２目賦課徴収費は３，８０１万７，６５９円の支出で、７節賃金ですが、３８２万

６，０００円余りで、臨時職員長期２名分、短期２名分の賃金でございます。 

 ２９ページをご覧ください。１３節委託料は１，６２３万７，０００円余りでございます。内

訳ですが、捜索・公売関係委託料は捜索のための施錠解除や公売のための不動産の評価、３つ下

の不動産鑑定評価委託料は公売のための土地の鑑定評価です。その１つ上の土地鑑定評価委託料

は、固定資産税評価がえのための土地の鑑定評価です。賦課収納業務電算委託料が９２７万

９，０００円で、各税の課税業務、収納業務にかかわる電算委託料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料は、１９１万７，０００円余りで、督促状はがきの圧着器、滞納整備

システムのリース料でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金９３０万円余りで、長野県地方税滞納整理機構の負担金が

５９９万５，０００円、振興公社補助金は事務職員１名分の人件費でございます。 

 ２２節補償補塡及び賠償金ですが、１９４万８，０００円余りで、固定資産税の住宅用地認定

誤り等による補塡金でございます。 

 ２３節償還金利子及び割引料は、村税還付金及び還付加算金で２５６万３，０００円余りでご

ざいます。 

 税務課関係の説明は以上です。 

議長（横田孝穗君） 次に、矢口住民課長。 

住民課長（矢口俊樹君） 続きまして住民課関係につきましてご説明をいたします。 

 決算書の３０ページをお開きください。３項１目戸籍住民基本台帳費は２，１５３万

２，５９３円で、窓口職員の人件費、戸籍住民基本台帳等の電算システムにかかる経費及びサー

バー共同化に伴う北アルプス広域連合への負担金が主な内容であります。 

 少し飛びまして４１ページをお開きください。３款１項６目住民総務費でございます。支出額

は２億９万７，３３８円でありまして、大きなものは１９節負担金補助及び交付金の中の後期高
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齢者医療療養給付費の負担金が５，９７６万５，１１３円、２０節扶助費の災害弔慰金５００万

円、２８節繰出金では国保事業特別会計へ９，７６９万５，０００円、後期高齢者医療特別会計

へ繰出金が１，９４７万５，０００円、それぞれ繰り出しとなっております。 

 その下の７目福祉医療費につきましては４，２２６万７，１００円の決算額であります。 

 次のページの２０節扶助費に記載がございますとおり、乳幼児、母子重度心身障がい者等への

給付額が３，８２８万円余りとなっておりますが、特に乳幼児につきましては、昨年対象年齢を

１５歳から１８歳まで引き上げましたが、支出規模としましては前年度とほぼ同額となっており

ます。 

 次に４５ページをご覧ください。３項１目年金総務費につきましては４４０万４，９９２円の

支出となっておりまして、年金担当職員の人件費が主なものであります。 

 その下の４款衛生費関係でございます。１項１目環境衛生費は５，８４８万５，６５８円の支

出でありまして、村で管理しております公衆トイレの維持管理費に関する経費、北アルプス広域

連合で進めております一般廃棄物処理施設の建設事業に対する負担金約１，５５１万円などが主

な内容となっております。 

 少し飛びまして４８ページをお開きください。２項１目の塵芥処理費でございます。支出額が

１億７，９３５万３，３８３円となっておりまして、ごみの収集運搬に対する経費のほか白馬山

麓環境施設組合で運営しております清掃センターの維持管理負担金１億２，６１２万

４，０００円、ごみ集積所設置に対する行政区への補助金３５９万円などが主な内容になってお

ります。 

 隣の４９ページ、２目し尿処理費につきましては、クリーンコスモ姫川の維持管理経費に対す

る負担金として７，４９１万１，０００円を支出しております。 

 以上で住民課関係の説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 次に、酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 衛生費の中で上下水道所管分についてご説明いたします。４６ペー

ジをご覧ください。 

 １９節でございます。合併処理浄化槽整備事業補助金でございますが、１，４３６万

６，０００円でございます。これは合併浄化槽の標準設置工事費の約４割を国、県、村で３分の

１ずつ補助するものでございまして、２５年度は５人槽２０基、７人槽６基、１０人槽１基、

２０人槽１基、３０人槽２基の３０基に補助金を支出いたしました。 

 説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 次に、吉田健康福祉課長。 

健康福祉課長（吉田久夫君） それでは、健康福祉課関係につきましてご説明をいたします。 

 ３５ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は７，４４５万
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６，３９６円で、職員の人件費や３６ページをお開きください。１９節負担金補助及び交付金と

して社会福祉協議会への運営補助金２，３６１万円が主なものでございます。 

 次に、２目老人福祉費は５，３３２万７，６６９円の支出となっており、１３節委託料として

乗り合いタクシーの運行、右のページになりますが、配食サービス及び昨年１０月から旧岳の湯

で開所いたしましたデイサービスセンターの開設準備に関する支出と２０節扶助費の養護老人

ホームなど福祉施設への入所及び短期入所に関する措置費が主なものでございます。 

 ３目障害者福祉費は９，６４３万９，８４４円で、主なものは３８ページをお開きください。

２０節扶助費の自立支援給付費８，０３０万円余りで、この内容は訓練給付といった就労支援へ

の給付が多くを占めており、そのほかには療養介護医療、介護給付や補装具の給付及び施設等へ

の通所にかかわる給付が主なものでございます。 

 ３９ページをご覧ください。４目社会福祉施設費は８，５３７万４，０１９円の支出で、

１５節工事請負費の岳の湯をデイサービスセンターとして用途を変更するための改築費

４，９００万円余りと１９節負担金補助及び交付金の中の北アルプス広域連合への鹿島荘の運営

費、特別養護老人ホーム等の建設及び建設償還費に対する負担金の合計３，１００万円余りが主

なものでございます。 

 なお、岳の湯の改築事業に伴い、飛んで８２ページをご覧いただきたいと思いますが、先ほど

総務課長もご説明を申し上げましたが、３の基金の決算年度中の増減におきまして、中ほどにご

ざいます白馬村福祉基金を１，１００万円、ご覧のとおり取り崩し、一般会計に繰り入れて事業

の財源に充ててございます。 

 ３９ページにお戻りをいただきたいと思います。ページの一番下では５目介護保険費といたし

まして１億６，６８３万１，６２１円の支出で、４１ページをお開きください、１９節負担金補

助及び交付金の中の北アルプス広域連合が行っている介護保険運営に対する負担金として１億

３，６００万円余りや、社会福祉協議会への地域包括支援センターの運営費用に対する負担金と

いたしまして１，２２０万円余りが主な支出の内容でございます。 

 次に４２ページをお開きください。２項児童福祉費１目児童福祉総務費は５８６万

１，９４１円の支出で、放課後児童クラブに関する支出となっており、そのほとんどが指導員の

人件費でございます。 

 次に、２目子育て支援費は１億４，２１５万４，６７３円の支出で、４３ページの２０節扶助

費の児童手当１億４，１９０万円余りが主なものでございます。 

 ３目保育所費は１億３，６６５万４，６１７円で、しろうま保育園と子育て支援ルームの運営

費でございます。支出の８割強が、正規保育士職員を初めとする嘱託職員、代替等を含む臨時職

員の人件費となっております。 

 少し飛びまして４６ページをお開きください。４款衛生費１項保健衛生費２目保健予防費は
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５，６２９万４，３６８円の支出で、主なものは職員の人件費と４７ページをご覧ください、

１３節の委託料で各種がん検診、乳幼児健診、各種予防接種などに関連する費用となります検診

等委託料２，２４０万円余りが主なものでございます。 

 同じく４７ページ、３目医療対策費は９２３万３，９２５円で、主なものは４８ページをお開

きください、１９節負担金補助及び交付金の休日や夜間の救急医療、及び冬期のスキー傷害診療

に対する負担金などが主なものでございます。 

 健康福祉課関係の説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 次に、横山農政課長。 

農政課長（横山秋一君） 次に、農政課関係でございます。 

 ４９ページをお願いいたします。最下段、５款農林業費の支出２億７，０９５万８，８２８円

の主な内容について説明をいたします。 

 １項農業費１目農業委員会費は１，１１４万１，６４１円の支出です。ページをおめくりくだ

さい、５０ページであります。担当職員の人件費、１４名の委員報酬、農政システムの電算委託

料が主な支出でございます。 

 ２目農業総務費は３，６３８万９，４１３円の支出で、農政課農政係職員の人件費が主な支出

でございます。その他団体負担金、農政係が使用しております公用車の経費もここに含まれてお

ります。 

 ３目農業振興費は３，３７９万９４２円の支出で、前年に比べ１，７００万円ほど増えており

ますが、これは村再生協議会から事業移管された経営体育成支援事業、施設の修繕工事、耕作放

棄地対策事業委託料などが主な増の理由となっております。 

 ５１ページをご覧ください。科目ごとに申し上げますと、１１節需用費は農政で管理している

神城多目的集会施設、農業体験実習館に係る光熱水費、燃料費。１３節委託料は、県の緊急雇用

創出事業を活用し、飯森地籍約７反の耕作放棄地解消に取り組んだ３９９万円のほか、白馬山米

カドミウム濃度調査委託が主な支出でございます。 

 １５節工事請負費１４７万円は、神城農産加工施設の屋根修繕工事です。 

 １８節備品購入費１５６万円は、紫米用乾燥機とみそこし器を購入したものであります。 

 ５２ページにかけて記載しております１９節の負担金・補助金２，２９０万８，０００円は、

担い手農家支援の経営体育成支援交付金７８０万５，０００円、中山間地域等直接支払交付金

６９１万７，０００円、村農業再生協議会の産地づくり対策事業交付金会計への負担金、同じく

再生協議会への経営安定対策の直接支払推進事業費補助金が主なものであり、さらに２５年度新

設の特産品開発団体支援補助がこの負担金・補助金の主なものであります。 

 ４目農地費であります。１億３，２８５万９２８円の支出は、農業基盤整備全般にかかる費用

でございます。１３節委託料９７７万３，０００円は、小水力発電施設導入検討のための調査委
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託と奈良井地籍農作業道測量設計委託が主な支出で、１４節使用料は農地や水路の修繕、土砂除

去等に係る重機借上料。 

 １５節工事請負費２，９９０万５，０００円は、通常の農業施設維持に係る工事のほか、奈良

井有効利用整備事業工事費として農作業道整備に２，５２９万２，０００円、造成等に３０２万

円支出したものであります。 

 １７節公有財産購入費３，８８５万５，０００円は奈良井地区整備事業の用地購入費で、

２５年度は約４．７ヘクタールの用地を取得しております。 

 ５３ページ、１９節負担金・補助金２，９７８万１，０００円は、県営の小水力発電施設整備

に対する負担金１，７３２万１，０００円、過去の土地改良事業における償還助成１，０３０万

５，０００円などが主な支出で、農業集落排水事業会計への操出金もこの農地費に含まれており

ます。 

 次に、５款２項林業費についての説明をいたします。１目林業振興費は２，９７４万

９，６００円の支出となっております。１節報酬は、２５年度から白馬猟友会で組織された鳥獣

被害対策実施隊員の報酬となっております。 

 ５４ページをお願いいたします。１３節委託料４４９万３，０００円は、カシノナガキクイム

シの被害木の伐倒駆除、林道細野線改良設計監督補助業務、森林ＧＩＳデータ整備などに関する

支出であります。 

 １５節工事請負費１，１３２万円は、林道細野線改良工事のほか、林道青鬼線等維持補修にか

かる支出であります。 

 １９節負担金・補助金８７０万９，０００円は、森林経営計画作成促進、森林整備の施業集約

化、作業路網の改良活動に対する森林整備地域活動支援交付金、間伐事業に対する村のかさ上げ

補助金、電気柵設置に係る有害鳥獣被害防止対策協議会負担金、ペレットストーブ購入補助が主

なものでございます。 

 続いて５５ページ、５款３項地籍調査費であります。１目地籍調査事業費は２，７０３万

６，３０４円で、地籍調査担当職員人件費及び臨時職員賃金等のほか、数値測量業務の委託料

７６９万７，０００円が主な内容で、平成２５年度は八方東側を中心とした北城１８区の調査に

新規で取りかかり、前年からの継続である北城１６区、１７区の調査とともに実施をしておりま

す。 

 次に、決算書のページに飛びますけれども、７７ページをお願いいたします。７７ページ下段、

１０款災害復旧費１項１目現年発生林道施設災害復旧費についての説明であります。支出額は

１，７３５万８，５００円で、７８ページにかけてご覧ください。平成２４年７月の豪雨による

林道白馬小谷東山線災害復旧事業で事業実施を２５年度に繰り越した２カ所に係る監督補助委託

料と工事費で１，７２１万２，０００円、及び平成２５年６月の豪雨による林道細野線災害復旧
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事業で復旧工事は本年度２６年度に繰り越しましたが、実施いたしました測量設計の委託料

１４万７，０００円を支出しております。 

 以上で農政課関係の説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 次に、篠崎観光課長。 

観光課長（篠崎孔一君） 観光課が所管いたします６款観光商工費につきまして説明をいたします。 

 説明書の５６ページからとなります。１項観光費１目観光総務費であります。主なものは人件

費と観光施設整備事業費の償還でございます。人件費に関しましては観光局の派遣及び兼務職員

を含めまして４名分となります。 

 １７の公有財産購入費は、長野県観光協会が事業主体で実施をいたしました山小屋の改修や登

山道整備事業費の償還金でございます。この中で天狗山荘改修の償還は、２５年度をもって終了

をいたしました。白馬岳の頂上宿舎ほか３施設、それから馬尻の解体撤去ほかの償還につきまし

ては３３年度までとなっております。 

 ５７ページ、２目観光施設整備費の関係でありますけれども、主なものは山小屋や登山道、観

光案内所、ノルウェービレッジ等の管理運営費用となります。 

 １１需用費、山岳観光施設修繕費の９３５万円余りは、雪害や風害によります山小屋の修繕、

平地観光施設の修繕費１１０万円余りは塩の道等の看板、観光局移転に伴う案内板の修繕、駅前

無料休憩所の改修が主なものでございます。 

 １３の委託料、山岳観光施設維持管理委託料２３６万円余りは、登山道整備、夏季の猿倉駐車

場の交通整理業務委託料、平地観光施設管理委託料等３８２万円余りは、白馬駅前の観光案内業

務や白馬駅前無料休憩施設開設経費が主なものでございます。 

 １５工事請負費、親海湿原木道改修工事、擬木への交換を延長５５メートル施工をいたしまし

た。 

 １７の公有財産購入費のノルウェービレッジ建物購入費５１３万円余りは、建物４棟のうち観

光情報館とミーティングルームで使用いたしました２棟の購入費の償還でございます。これは

２５年度をもって償還が終了いたしました。 

 ５８ページ、３目観光宣伝振興費であります。主なものは観光局を初め観光団体への負担金、

ナイトシャトルバスの運行、白馬村キャラクター事業、観光地経営計画策定事業に要した支出で

ございます。１３委託料、委託料５１８万円余りはナイトシャトルバスの運行業務委託料、業務

委託料２９８万円余りは白馬村キャラクターのホームページ、贈答用バッジの製作、観光地経営

計画策定に向けての住民意識調査集計業務委託料でございます。 

 １９負担金補助及び交付金は、観光局負担金が７，９７７万円、観光振興負担金４０８万円余

りは北アルプス観光連盟ほか１３団体への負担金でございます。 

 ４目の観光安全浄化対策費、主なものはスキー場安全対策事業、山岳美化活動、山岳トイレ維
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持管理、高山植物やライチョウ保護の活動費でございます。 

 １９負担金補助及び交付金の観光浄化対策関係団体負担金３４０万円余りは、八方尾根安全管

理協議会及び北アルプスを美しくする会への負担金でございます。 

 ５目観光特産費、主なものは道の駅白馬の施設管理費、それから敷地の借上料でございます。 

 ５９ページにいきまして、６目の遭難対策費でございます。主なものは登山相談所の開設、遭

難対策センターの管理、北アルプス北部遭難対策協議会及び白馬村遭難対策協議会の負担金でご

ざいます。 

 ２項商工費１目商工振興費、主なものは商工会への補助、融資制度に基づく保証料や預託金、

個人住宅等リフォーム補助金でございます。 

 １９負担金補助及び交付金で経営改善普及事業補助金７５０万円は、商工会への補助、個人住

宅等リフォーム事業補助金１，９２７万円余りの交付件数でございますけれども、１３４件でご

ざいました。 

 ６款観光商工費の説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） それでは、ここでただいまから１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 ０時５９分 

議長（横田孝穗君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 山岸建設課長。 

建設課長（山岸茂幸君） それでは、建設課関係につきましてご説明をさせていただきます。 

 決算書の６０ページをご覧いただきたいと思います。７款土木費につきましてご説明をいたし

ます。１項土木管理費１目土木総務費は、職員の人件費の支出が主なものでございます。 

 ２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費は、村道台帳補正委託料と借地料が主な支出でございます。 

 ２目道路維持費は、村道の維持補修と除雪に要した費用といたしまして２億７，１２５万円余

りを支出しております。７節の賃金、１１節需用費は村道除雪事業に係る支出で、６１ページの

最初の行の光熱水費は、村道の無散水消雪施設の電気料といたしまして４５５万円余り、道路照

明の電気料が２５３万円余り、修繕費は除雪用重機の修理代２４４万円余りがそれぞれ主な支出

でございます。１３節委託料の除雪委託料は、昨年度より約２，７６０万円減の１億

６，９０４万円余りの支出となりました。１４節使用料及び賃借料の重機借上料は、定置式の凍

結防止剤散布機６基の使用料が主な支出でございます。１５節工事請負費は、村道の穴埋めや道

路などの補修工事に要した支出でございます。１６節原材料費の除雪原材料費は道路凍結防止剤

の購入費で、次の行の原材料費は各行政区へ資材支給をいたしましたＵ字溝などの購入費でござ

います。１８節備品購入費は、２４年度からの繰越事業といたしまして国庫補助事業によるロー

タリー除雪車の購入費用でございます。 
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 次に、６２ページにまたがりますけれども、３目道路新設改良費は職員の人件費のほか、３つ

の橋梁修繕のための調査設計委託、村道５路線の舗装修繕工事などに２億２，９７０万円余りを

支出しております。 

 ６２ページをご覧いただきたいと思います。１３節委託料の測量設計委託料は、起債事業とし

て実施いたしました村道３１０１号線ほか４路線の改良工事のための測量設計委託料、補助事業

実施設計等委託料は、国庫補助事業で実施しました村道０１０５号線舗装修繕、楠川橋、やちは

ら橋、赤沢１号橋に関する測量設計委託料及び２４年度から繰越分の設計委託料が主な支出でご

ざいます。 

 １５節工事請負費は村道２２０１号線道路改良、村道２２０２号線舗装修繕及び２４年度から

繰越工事であります白馬大橋、楠川橋修繕などの国庫補助事業が主な支出でございます。１７節

公有財産購入費及び２２節補償補塡及び賠償金は、村道３１４４号線道路改良及び村道

０１０６号線歩道新設のための用地取得費及び補償費でございます。 

 繰越明許費でございますが、１３節委託料６８４万５，０００円、１５節工事請負費の１億

５，８００万円、２２節補償補塡及び賠償金の３１３万７，０００円は、国庫補助事業による村

道０１０５号線舗装修繕、楠川橋ほか２橋梁の橋梁修繕に要する費用でございます。 

 ４目交通安全施設整備費は、村道へのガードポストなどの設置費用が主な支出でございます。 

 ３項河川費１目河川総務費は、１３節委託料で直轄砂防５０周年記念として植樹をしました桜

の管理委託料を支出し、６３ページをご覧いただきたいと思います。１９節負担金補助及び交付

金として河川関係の５団体への負担金が主な支出でございます。 

 続きまして４項都市計画費１目都市計画総務費は、１３節委託料として２４年度から繰越事業

で実施をいたしました都市計画基礎調査関係の委託料が主な支出でございます。２目都市公園費

は平成１９年４月に開園しました大出公園の維持管理に要した支出でございます。 

 ６４ページにまたがりますが、５項住宅費１目住宅管理費は、村営住宅１６戸の維持管理に要

した支出でございます。 

 建設課関係は以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 次に、松澤教育課長兼スポーツ課長。 

教育課長兼スポーツ課長（松澤忠明君） それでは、教育課、スポーツ課の関係につきましてご説

明をさせていただきます。 

 決算書３３ページをご覧ください。２款総務費７項スポーツ事業費１目スポーツ事業総務費は

１，８９４万９，５８２円で、職員３名分と臨時職員１名分の人件費であります。 

 次に、２目施設管理費は１億４，６１８万３，２７７円で、ジャンプ競技場に８，２４５万円

余り、スノーハープに６，３７３万円余りの維持管理経費でございます。ジャンプ競技場修繕費

の主な内容は、助走速度計測表示機器修繕２７５万円余り、リフトの制動機オーバーホールに
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１６５万円余り、圧雪車点検修理に２７０万円余りでございます。 

 委託料の主な内容は、県よりジャンプ競技場管理委託料が４，７５０万円余り、雪どめネット

着脱業務委託料が７６６万円余り、光熱水費に１，０５２万円余りでございます。スノーハープ

修繕費の主な内容は、圧雪車点検修理に２０６万円余り、排水対策工事に伴う設計監理委託料が

１７２万円余り、工事請負費が４，２９４万円余りでございます。 

 なお、ジャンプ競技場維持管理に県委託金３，８５１万円余り、リフト使用料３，１７６万円

余りを充当し、スノーハープ工事関係で辺地債４，４６０万円余りを充当しております。 

 ３４ページをご覧ください。３目スポーツ事業振興費は３，８５２万９，９１７円で、主な内

容はスポーツ拠点づくり推進事業、全国小中学生マウンテンバイク大会が４００万円、白馬少年

スキー大会に３８０万円、各スキー大会等負担金補助が１，３８２万円余り、スキー選手育成事

業補助が１，０００万円でございます。各種スキー大会負担金は、サマーグランプリジャンプ、

第３６回長野県スキー大会週間等でございます。また、スポーツ功労賞を７名に、スキースポー

ツ育成振興奨励金を２２名に授与しております。 

 次に、ナショナルトレーニングセンター費は１，６７６万６，０８２円で、平成２５年９月

２日にジャンプ競技場とクロスカントリー競技場が文部科学大臣から指定されました。選手がト

レーニングをして、よりメダル獲得につながるための費用が国からいただけております。内容は

備品購入費として上半身トレーニングマシン５セット、タイム計測機器、パソコン等が主な支出

で、ソフト事業に充てられております。全額国の委託金でございます。 

 次に、９款の教育費ですが、決算書６６ページをご覧ください。 

 ９款教育費１項教育総務費１目教育委員会費１８６万８，０５５円で、主な内容は教育委員

４名の報酬と大北教育委員会連絡協議会等への負担金でございます。 

 ２目事務局費９，４１０万５，０１７円でございますが、教育長及び職員３名分の人件費と学

校環境整備事業工事費４，４８１万円余りで、主なものは南小ランチルーム床張りかえ６０３万

円余り、北小ジャンプ台塗装３７２万円余り、中学校グラウンド拡張１，５１５万円余り、また

３校の非構造部財耐震診断設計２２８万円余り、ウィンドウズＸＰサポート終了に伴う先生方の

パソコン更新２０８万円余りでございます。また、白馬幼稚園に就園奨励費補助金として４０名

分、６８２万円余りでございます。 

 ３目教職員住宅費は、５万８５円でございます。 

 ６８ページをお開きください。２項小学校費は６，１９９万９，３９５円で、１目学校管理費

は２，５３２万円余り、主な内容は用務員２名の賃金４５２万円余り、燃料光熱水費

１，３６９万円余り、修繕費３６７万円余りでございます。 

 次に、２目教育振興費は３，６６６万円余りで、主な内容は学校医報酬１０７万円余り、講師

７名分の賃金１，５３６万円余り、消耗品費５５３万円余り、教務備品購入費３０８万円余り、
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図書購入費１２９万円余りでございます。 

 ７０ページをご覧ください。３項中学校費３，８０２万７，００７円で、１項学校管理費は

１，１４９万円余りで、主な内容は用務員１名の賃金２２４万円余り、燃料光熱水費５３２万円

余りでございます。 

 次に、２目教育振興費は２，６５３万円余りで、主な内容は講師、外国語指導助手４名分の人

件費８５８万円余り、消耗品費３２７万円余り、教務備品費２０２万円余り、図書室司書１名分

３４５万円余りでございます。 

 ７２ページをお開きください。４項社会教育費は５，０６９万４２４円で、１目社会教育総務

費１，４４３万円余りで、主な内容は社会教育委員６名の報酬と職員２名分の人件費、

１，１７０万円余りでございます。 

 ウイング２１ホール自主公演委託料２００万円で、６月９日に自衛隊ふれあいコンサート、

７月１９日に日本の歌名曲コンサート、１２月１３日にサイ・イエングアンさんのクリスマスコ

ンサート３公演を実施いたしました。２目公民館費２２２万円余り。 

 ７３ページをご覧ください。３目、図書館費１，０２３万円余りの主な内容は、司書３名分の

人件費と図書６７７冊の購入費１２０万円でございます。 

 ７４ページをご覧ください。４目文化財保護費２，３７９万円余りは、青鬼の伝統的建造物分

保存地区補助として３物件の改修工事１，２４６万円余りとグリーンスポーツの歴民棟のトイレ

改修工事９９９万円余りでございます。 

 次に、５項保健体育費は９，０５７万２，４７３円で、１目保健体育総務費は９４３万円は職

員１名分の人件費と体育協会補助金が主な内容でございます。 

 ７５ページをご覧ください。２目体育施設費４，０６５万円余りはウイング２１臨時職員賃金

５７８万円余り、プール監視員賃金１９６万円余り、燃料光熱水費１，３４０万円余り、修繕費

５７８万円余り、ウイング２１保守管理委託５３５万円余りでございます。 

 ７６ページをご覧ください。３目学校給食費４，０４７万円余りは、共同調理場と南小の学校

給食にかかわる経費でございます。給食調理員１５名の賃金２，４３２万円余り、栄養士賃金

２４５万円余り、燃料光熱水費６０３万円余り、扶助費の準要保護児童援助金２３１万円余り、

これは４２名分でございます。 

 以上で教育課スポーツ課関係の説明を終了させていただきます。 

議長（横田孝穗君） 次に、日程第１４ 認定第２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１５ 認定第３号 平成２５年度白馬村後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についての説明を求めます。矢口住民課長。 

住民課長（矢口俊樹君） 認定第２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳

出決算認定につきましてご説明いたします。 
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 決算書の８６ページをお開きください。 

 まず、歳入の１款１項国民健康保険税につきましては、３億１，１６０万６，５３２円で、内

訳といたしましては一般被保険者分２億９，３０１万円余り、退職被保険者分１，８５９万円余

りとなりました。 

 なお、不納欠損額１０４万３，２４０円につきましては、破産等により換価財産がないことが

確認をされました９件を処分したものでございます。 

 ２款１項の国庫負担金は２億８４１万１，６４９円で療養給付、介護納付金、後期高齢者支援

金のほか、高額医療費共同事業、特定健診事業等に支払った費用に対する国の負担金でございま

す。 

 ８７ページ、３款の療養給付費等交付金は退職被保険者の医療費に対する交付金で

６，３０１万３，０８０円、その下の４款前期高齢者交付金は２億６，０７７万８，９４１円の

収入となりました。 

 ５款共同事業交付金は１億９５５万３，４５５円で、次の８８ページにありますとおり２項の

保険財政共同安定化事業に対する交付金が主なものでございます。 

 ７款１項の一般会計繰入金は９，７６９万５，０００円で、人件費や事務費のほか、保険基盤

安定事業や出産育児一時金等に対し、一定のルールに基づいて繰り入れたものでございます。な

お、本年度基金取り崩しによる繰り入れはございませんでした。 

 隣の８９ページ、９款諸収入のうち５５２万８０６円は、国保税の延滞金収入でございます。 

 少し飛びまして９０ページをお開きください。１０款県支出金は総額で７，２７９万

６，４２５円となっておりまして、１項の県負担金は高額医療費共同事業や特定健診に係るもの、

２項の県補助金は市町村間の財政均衡を図るための調整交付金でございます。 

 次に、歳出の説明に入ります。隣の９１ページをご覧ください。 

 １款１項総務管理費につきましては２，０５６万５，４３３円の支出でありまして、職員人件

費、電算システムの委託料などのほか、町税に係る経費も含まれた額でございます。 

 ９２ページをお開きください。２款保険給付費につきましては総額で７億１，９１７万

６，４９４円、前年比２８０万円ほどの増額となっております。内訳としましては、１項の療養

諸費が６億３，３７０万円余りで前年比６３０万円の増、２項高額療養費は７，６８６万円余り

で３８０万円ほどの減となっています。 

 隣の９３ページ、４項の出産育児諸費は７１１万３，５７０円で、１７件に対する出産育児一

時金であります。 

 ９４ページをお開きください。４款後期高齢者支援金は１億７，８９４万５，５５３円の支出

でございました。 

 隣の９５ページ、６款の介護納付金は８，６２７万２，１７７円で、介護保険第２号被保険者



 

― 35 ―  

の保険料分でございます。その下、７款の共同事業拠出金は１億３，９１１万５，３７５円で、

高額医療費共同事業に係るものが３，１８０万円余り、保険財政共同安定化事業に係るものが

１億７３０万円余りとなっております。 

 ９６ページをお願いいたします。８款１項１目の特定健康診査等事業費は１，０６３万

８，２５５円で、特定健診に係る受診率は４５．２％でありました。その下、２項の保健事業費

は人間ドック受診者の補助金でありまして、１５７件、２３５万５，０００円を支出してござい

ます。 

 ９７ページ、１０款２項国庫支出金等返納金は、平成２４年度に国から交付された負担金につ

いて２５年度に精算をし、２，４２５万２，６２５円を返納したものでございます。 

 ９８ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額は１２億

３，８９２万８，０００円、歳出総額は１１億８，４８９万円で、差し引き５，４０３万

８，０００円が実質収支額となり、平成２６年度への繰り越しとなります。 

 認定第２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定に関する説

明は以上でございます。 

 続きまして、認定第３号 平成２５年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

きましてご説明をいたします。 

 決算書の１０２ページをお願いいたします。 

 １款１項１目後期高齢者保険料は普通徴収、特別徴収を合わせまして４，８１４万

７，５００円でございました。 

 ３款の繰入金につきましては一般会計からの繰り入れ１，９４７万５，０００円でございます。 

 続いて、歳出を説明いたします。１０４ページをご覧ください。１款の総務費は８０万７３円

で、主は保険料徴収にかかる費用でございます。 

 ２款分担金及び負担金につきましては、被保険者から徴収した保険料と村として負担をすべき

医療給付費を合わせました６，６９６万３，１５６円を長野県後期高齢者医療広域連合に支払っ

たものでございます。 

 １０５ページの実質収支に関する調書をご覧ください。 

 歳入総額６，７８１万１，０００円、歳出総額６，７７６万４，０００円で、差し引き４万

７，０００円が実質収支額として２６年度への繰り越しとなります。 

 以上で、認定第３号 平成２５年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の説明を

終わります。 

議長（横田孝穗君） 次に、日程第１６ 認定第４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第１７ 認定第５号 平成２５年度白馬村農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第１８ 認定第６号 平成２５年度白馬村水道事業会計決
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算認定についての説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 認定第４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についてご説明いたします。 

 説明につきましては、決算書、事項別明細書で行いますので、決算書、まず１０８ページをご

覧ください。歳入から説明いたします。 

 １款の分担金及び負担金は下水道の受益者負担金等で、収入済額は１，１６５万６，３００円

で、不納欠損額は消滅時効によるものが４５９万８，０８０円、収入未済額は９０８万

９，１００円となっております。 

 ２款の使用料及び手数料は下水道の使用料金で、収入済額１億８，２５６万２２２円、不納欠

損額は所在不明等４名で２８万５，４００円、収入未済額は１，６５７万６，１９０円となって

おります。 

 ３款の国庫補助金ですが、浄化センター長寿命化計画調査及び東部地区の統合実施設計に伴う

社会資本整備総合交付金で５，２２６万５，０００円です。収入未済額６００万円ですが、社会

資本整備総合交付金で２６年度への繰越金でございます。 

 ４款繰入金は、一般会計の繰入金でございまして、一般会計の６３ページの操出金のところ

２億８，２７０万円でございます。 

 ５款の繰越金は、昨年からの繰越金で１，２８０万３，５４３円です。 

 ６款の諸収入の関係ですが、督促手数料、排水設備指定工事店の更新手数料等でございます。 

 １０９ページのほうになります。７款の関係でございますが、村債の関係につきましては財源

不足を補う下水道資本費平準化債が１億１，０００万円と２５年度に繰り越しをしました東部地

区統合事業の下水道事業債４，９６０万円でございます。 

 続きまして、歳出の説明を行います。隣のページです。 

 １款下水道費１項総務費１目一般管理費ですが、１３節委託料、浄化センターの長寿命化計画

調査業務、それから２３節受益者負担金還付金。次のページへいきます。２７節公課費の消費税

及び地方消費税といったものが主なものでございます。 

 ２目の施設管理費の関係でございますが、１１節需用費は浄化センターにポンプ施設にかかわ

る電気料、浄化センターの修繕費が主な支出でございます。１３節の委託料ですが、浄化セン

ターの運転管理委託と汚泥処理委託が主なものとなっております。 

 ２項の下水道建設費１目公共下水道建設費ですけれども、１５節、１１２ページのほうです。

１５節工事請負費は東部地区統合事業に伴う処理場の改修や管渠工事が主な支出です。１９節負

担金の共同排水設備設置等補助金は、ポンプ施設や下水道管を埋設のときに行った３件に対する

補助金でございます。 

 ２款の関係、公債費の関係でございますけれども、４億７，２２８万４，７１６円でございま
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して、すみません、起債の元利償還金でございます。３２年ごろまでは、公債費については多額

な状況が続くというふうに見込んでおります。 

 次のページをご覧ください。実質収支に関する調書の関係でございまして、歳入総額につきま

しては７億２２３万８，０００円、歳出総額が６億８，５１５万４，０００円ということです。

歳入歳出差引額が１，７０８万４，０００円ということでございまして、翌年度へ繰り越すべき

財源としまして繰越明許費が６００万円、実質収支額でございますが、１，１０８万

４，０００円、これが２６年度への繰越金ということでございます。 

 １１４ページ、１１５ページにつきましては財産に関する調書でございます。 

 以上で、下水道事業の特別会計の説明を終わりにいたします。 

 続きまして、１１６ページ以降でございますが、認定第５号 平成２５年度白馬村農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定について説明をいたします。 

 先ほど同様、事項別明細書で行います。決算書１１６ページをお開きください。歳入の説明か

らいたします。 

 １款の使用料及び手数料は、東部及び野平地区の農集排の使用料で８０３万３，０３０円と

なっております。 

 ２款の繰入金は、一般会計の繰入金で２，１３１万円となっております。 

 ３款繰越金ですが、昨年からの繰越金で１２３万６，６６２円。 

 ４款の諸収入２４０万４，２４８円は、東部及び野平地区からの起債償還にかかわる地元負担

金が主な収入となってございます。 

 すみません、歳出の関係にまいります。 

 １項農業集落排水事業費１目の関係ですが、一般管理費は農集排の使用料を徴収するために係

る事務費でございます。 

 ２目の関係、施設維持管理費ですが、１１節需用費ですが、やはり東部及び野平の処理場及び

管渠にかかわる電気料及び修繕費が主な支出となります。１２節の役務費ですが、汚泥処理費用

が主な支出です。１３節の委託料は、東部及び野平処理場の運転管理と保守管理の委託料が主な

支出でございます。 

 次のページになります。２項の公債費でございますが、２，４７０万４，７０４円で、起債の

元利償還金です。 

 次のページにいきます。実質収支に関する調書の関係でございますけれども、歳入総額

３，２９８万３，０００円、歳出総額が３，２９３万７，０００円、歳入歳出差引額及び実質収

支額は４万６，０００円となりまして、２６年度への繰越金となります。 

 次のページは、財産に関する調書でございます。 

 以上で、農業集落排水事業特別会計の説明を終わりといたします。 
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 さらに続きまして、認定第６号 平成２５年度白馬村水道事業会計決算の認定についてご説明

いたします。 

 決算書でございますが、１２３ページからになります。収益的収入及び支出では、水道事業収

益の決算額２億８，５６５万２６５円、水道事業費用の決算額は２億８，１８６万９，０００円

でございます。 

 次のページをお開きください。資本的収入及び支出の関係です。資本的収入の決算額は

７８３万９，０００円、資本的支出の決算額は７，７９１万９，０００円で、資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額でございますが、当年度分損益勘定留保資金などで補塡しており

ます。 

 次のページをご覧ください。損益計算書のほうでございます。内訳につきましては、すみませ

ん、後ほど、１３０ページ以降の収益費用明細書で後ほど説明させていただきます。 

 右側のほう、１２５ページの右側のところでございますけれども、３行目のところをご覧くだ

さい。これが当年度の純利益ということでございまして、２，２０９万１０２円となりました。

２５年度も利益を計上することができました。 

 次のページでございます。剰余金の計算書でございますが、先ほどの議案でもご説明いたしま

したが、未処分利益剰余金ですけど、２，６５０万９，５３９円のうち、減債積立金に６００万

円、建設改良積立金に１，８００万円を積み立てております。残りの２５０万９，５３９円を翌

年度の繰り越しといたします。 

 次のページをご覧ください。貸借対照表の関係でございます。今年度固定資産の年度中の増減

につきましては１３３ページのほう、固定資産明細書でご確認をいただきたいと思います。 

 流動資産の関係でございますが、３月３１日に決算いたしまして、その時点での現金預金でご

ざいますが、２億２，８６４万３，８６７円、未収金は３，７４０万４，１６１円となっており

ます。 

 流動負債ですが、未払い金が１，１０３万７，６２５円でして、未払い金の主なものは、３月

に使いまして、４月に支払いになるという電気料とか消費税などでございます。 

 資本金では、自己資本が３億６，８６８万８，４３２円、借入資本金の企業債借入残高は６億

１，８６４万６，７９０円でございます。 

 企業債につきましては、１３４ページのほうに明細書がございますので、ご覧いただきたいと

思います。 

 続きまして、事業報告書です。１２８ページです。左上段の表は、２４年度との数値の比較を

してございます。主要な建設改良工事につきましては右側下のほうに記載してありますので、ご

覧いただきたいと思います。 

 次のページですけれども、事業収入と事業費に関する事項につきまして、やはり２４年度との
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数値比較をしてございます。事業収入は前年度より１４０万１，３８１円の減額となりまして、

事業費は前年度より７８０万３，６４３円の減額ということになっております。 

 次のページをお開きください。収益費用明細の関係でございます。収入関係では、水道使用料

が２億６，１３７万２，９１９円で、総収入額の９６％ほどを占めております。営業外収益のほ

かの会計補助金は、落倉と嶺方の簡易水道事業起債償還金利子に対する一般会計からの補助金で

ございます。 

 支出の水道事業費用ですが、営業費用の浄水費は浄水場の管理運営に関する経費でございまし

て、支出額の主なものは、浄水場の管理に伴うものでございます。 

 配水及び給水費の関係ですが、各配水池及び配水管の維持管理などの経費でございます。支出

の大きなものですが、各配水池の電気料でございますが、１，４８９万４，５６８円ほどありま

す。ほかに浄水器の交換工事を初めといたしました漏水処理工事等の工事請負費、嘱託職員等の

人件費でございます。 

 １３１ページのほうです。総係費のほうですけれども、水道料金の賦課徴収にかかわる経費で

ございまして、本年度の減価償却額はですね、１億１，５５２万５，６４８円ほどです。営業外

費用の支払利息は、起債の利息分でございます。特別損失の過年度損益修正損２４４万

８，７６４円でございます。内容でございますが、漏水減免による使用料の還付、公営企業法改

正に伴う減価償却額の見直し、不納欠損金等となっております。 

 次のページをお開きください。資本的収支の明細書の関係です。資本的収入の主なものは、

５項出資金は簡易水道事業で借り入れた起債の元金の償還に対する一般会計からの出資金でござ

います。 

 資本的支出の１項建設改良費は、職員の人件費や道路改良に伴う送水管の布設がえ、老朽した

施設の改修工事費などが主な支出でございます。 

 ２項の企業債償還金ですが、５，５７８万５，５３８円となっております。 

 次のページですけれども、固定資産の明細書でございます。 

 最後のページになりますが、先ほど言いました企業債の明細書でございますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

 以上で、水道事業会計の説明を終わりといたします。 

議長（横田孝穗君） 以上で、認定第１号から認定第６号までの説明が終わりました。 

 ここで、小林代表監査委員に決算審査の結果等について報告を求めます。小林代表監査委員。 

代表監査委員（小林 勉君） それでは、決算審査の報告を申し上げます。 

 議会選出の太田監査委員と、私、小林の両名で、平成２５年度の普通会計、特別会計、企業会

計及び基金の運用状況につきまして、平成２６年８月５日から８日までの決算の審査を行いまし

た。 
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 提出された資料及び現地確認をし、実施した審査の範囲内においては、いずれも法令で定める

様式を基準として作成されており、それぞれ計数は関係帳簿と符合していて、正確であると認め

られました。また、基金は所期の目的に沿って運用されており、それぞれ適正に管理されている

ものと認められました。 

 なお、財務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されているものと認められま

した。詳細につきましては提出しました意見書のとおりであります。朗読は省略しますが、

１ページから１０ページに結果及び概要を記載してございますので、内容をご確認ください。 

 監査委員を代表して総括意見を申し上げます。意見書は１１ページをご覧ください。 

 長野オリンピックから１６年が経過し、インフラ整備のために起こした村債もおおむね償還が

終了しております。実質公債費も順調に減少しており、ようやく通常のベースの予算、決算規模

になったのではないかと感じております。今後においては共同調理場やジャンプ競技場の改修な

ど、多額の費用が必要な事業も予想されますので、中期、長期的な財政計画により事業を円滑に

進めていただきたいと思います。 

 白馬村の税収は固定資産税が主要な税目であり、景気に左右されづらい安定した税目ではあり

ますが、同時に急激な増収は見込めない税目でもあります。限られた一般財源を効果的に事業に

反映するために、今後も事務事業の取捨選択を行っていただきたいと思います。地方交付税が削

減された過去の時代から、予算編成に当たってはマイナスシーリングなどを行って健全財政の維

持に努力を続けられています。また、公共下水道受益者負担金などにおいては、過去には不適切

な事務処理もあったわけでありますが、行財政運営に携わる方は心を新たに萎縮することなく自

由な発想による積極的な施策を展開していただきたいと思います。 

 次に、特に意見要望があるものです。 

 最初に、税務課関係です。村税の徴収については滞納処分の強化などにより、全体徴収率で

３．６％を改善していることは評価に値するところであります。しかし、現年課税分の徴収率が

９４．９％であるので、今後の税収増は滞納繰越分の徴収率をいかに改善していくかにかかって

います。 

 ここ数年議論されていることは差し押さえ、参加差し押さえの類いの滞納処分をしても、時効

を中断して債権を保全するだけの効果で徴収率が上がるわけではなく、収入未済額が増加するば

かりで根本的な解決にはならないということであります。高額滞納者の中には担税力にこれ以上

期待できるとは思えない者も見られる状況の中で、金融機関や関係行政機関、特に優先する債権

を有する者と調整する中で債権整理を行わなければ、根本的な解決にはならない状況であります。

特に高額滞納者に対する村の方針を定め、積極的かつ効果的な滞納処分を行っていただくことを

要望するものであります。また、差し押さえ等の強制執行を行っていることは、広報などを通じ

て広く村民に周知をしていただければと思っております。 
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 次に、農政課関係です。国土調査事業については、八方地区等の課税に反映できる区域での調

査が早急に進むように、さらなる進捗を目指していただきたいと思います。 

 特産品開発に携わる団体へ補助などを行っており、農産物、農産加工品、加工物などで特産品

開発への研究が進められています。今後もさらなる特産品開発を進め、農業振興に結びつけてい

ただくよう事業を進めていただきたいと思います。 

 次に、観光課関係です。経済対策として３年度にわたって実施した住宅リフォーム補助事業は、

一定の成果を上げていることが認められました。経済刺激策として時限的な事業にしたことは理

解できますが、住宅リフォーム補助などの施策では経済効果ばかりでなく、村民福祉の充実と

いった観点から、ある程度継続的に展開してもよいのではないかと考えます。 

 白馬村観光局への負担金は局予算の６６％と大部分を占めています。観光局では社員も減少傾

向であり、村の負担金への依存度が大きくなっていますので、社員の確保、自主財源の確保を目

指していただきたいと思います。 

 次に、教育委員会関係です。共同調理場や本年度から改築を検討する委員会を立ち上げると聞

いています。また、ジャンプ競技場はアプローチ部分を改修するには多額の費用がかかるようで

す。いずれにしても、単年度の一般財源の負担が多額とならないように基金造成や特定財源の確

保など中長期的な計画のもとに検討し、事業を進めていただきたいと思います。 

 スノーハープ管理事業、ジャンプ競技場管理事業は村長部局から教育委員会部局に移管してい

ますので、予算編成に当たっては総務費から社会教育費に移動すべきではないかと考えます。 

 最後に、上下水道課関係です。公共下水道受益者負担金事務改善報告書にのっとり、適切な事

務処理をしていただきたいと思います。なお、不納欠損処理等は丁寧な説明を心がけていただき

たいと思います。 

 企業会計の水道事業会計ですが、人口減少などにより有収水量が減少傾向ではあります。また、

施設も老朽化が進み、近い将来に更新が見込まれております。現在、単年度で２，２００万円余

りの純利益が計上されているものの、資本的収支では損益勘定留保資金で６，７００万円余りの

補塡を行っている状況であります。新たな投資を行うためには水道料金の見直しなども検討せざ

るを得ないと思いますので、将来を見据えて早めの検討を行っていただき、企業会計の現状につ

いては広く村民に周知し、理解を得る努力を心がけていただきたいと思います。 

 以上、決算審査に当たりまして総括意見でございます。 

 財政健全化法に伴う判断比率の状況につきましては、説明を受け審査いたしましたので、あわ

せて意見書を提出いたしました。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

議長（横田孝穗君） 報告が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１９ 決算特別委員会の設置について 

議長（横田孝穗君） 日程第１９ 決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。認定第１号から認定第６号までは、いずれも平成２５年度の決算認定につ

いての案件でありますので、この審査につきましては、議長を除く議員全員を委員とする決算特

別委員会を設置をし、審査を付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第６号までの案件は、議

長を除く議員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査を行うことに決定

いたしました。 

 次に、初めの招集の挨拶の中で一部訂正したい旨の申し出が村長よりありますので、発言を許

可いたします。下川村長。 

村長（下川正剛君） 冒頭の挨拶で誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。臨時福祉

給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給手続の最終日と幼児への水ぼうそう予防接種、

６５歳以上の高齢者への高齢者肺炎球菌の追加実施日を１１月の１日と申し上げましたが、

１０月の１日でありますので、訂正をいたします。 

 また、税金の関係で徴収関係、第一抵当権者である金融機関が不良債権の回収整理に積極的な

ためと効果的な滞納処分ができない状況と申し上げましたが、積極的ではなく消極的なためであ

りますので、訂正をしておわびを申し上げます。 

議長（横田孝穗君） これで、本定例会第１日目の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日から９月１７日までを休会とし、この間、お手元に配付いたしました

日程予定表のとおり各委員会等を行い、９月１８日午前１０時から本会議を行いたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、明日から９月１７日までを休会とし、この間、

各委員会等を行い９月１８日午前１０時から本会議を行うことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労様でした。 

散会 午後 １時５８分 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会議事日程 

平成２６年９月１８日（木）午前１０時開議 

 

（第２日目） 

１．開 議 宣 告 

   日程第１ 一般質問 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会（第２日目） 

 

１．日  時  平成２６年９月１８日 午前１０時より 

２．場  所  白馬村議会議場 

３．応招議員 

 第 １ 番   加 藤 亮 輔 第 ７ 番   篠 﨑 久美子 

 第 ２ 番   津 滝 俊 幸 第 ８ 番   太 田   修 

 第 ３ 番   松 本 喜美人 第 ９ 番   田 中 榮 一 

 第 ４ 番   伊 藤 まゆみ 第１０番   太 谷 正 治 

 第 ５ 番   太 田 正 治 第１１番   北 澤 禎二郎 

 第 ６ 番   太 田 伸 子 第１２番   横 田 孝 穗 

４．欠席議員 

    なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

村 長  下 川 正 剛  副 村 長  太 田 文 敏 

教 育 長  横 川 宗 幸  総 務 課 長  平 林  豊 

観 光 課 長  篠 崎 孔 一  教育課長兼スポーツ課長  松 澤 忠 明 

会計管理者・室長  窪 田 高 枝  上 下 水 道 課 長  酒 井  洋 

農 政 課 長  横 山 秋 一  税 務 課 長  太 田 洋 一 

健 康 福 祉 課 長  吉 田 久 夫  建 設 課 長  山 岸 茂 幸 

住 民 課 長  矢 口 俊 樹  総務課長補佐兼総務係長  松 澤 孝 行 

６．職務のため出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長  横 川 辰 彦     

７．本日の日程 

  １）一般質問 
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開議 午前１０時００分 

１．開議宣告 

議長（横田孝穗君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより平成２６年第３回白馬村議会定例会第２日目の会議を開きます。 

２．議事日程の報告 

議長（横田孝穗君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

△日程第１ 一般質問 

議長（横田孝穗君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は７名です。本

日は通告された方のうち４名の方の一般質問を行います。 

 質問をされる議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問される

ようお願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につ

き３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長において、これを許可いたし

ますので申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第２番津滝俊幸議員の一般質問を許します。第２番津滝俊幸議員。 

第２番（津滝俊幸君） ２番、津滝俊幸。去る７月１３日に行われた白馬村の村長選挙の結果、下

川正剛さんが当選し、白馬村の新たなかじ取り役となりました。８月７日に登庁し、その日から

せわしく挨拶回りや日々の行事に追われ、多忙の毎日だとご推察申し上げます。副村長も太田文

敏さんに決まり、下川村政の体制が整いました。それから、はや１カ月が過ぎ、庁内も落ちつき

実務的に動く体制が整った今、住民の代表である村長ともう１つの住民の代表である議員がしっ

かりと対話をし、議論を重ね、それこそ下川村長のスローガンである白馬を明るく元気な村へと

すべく、今問題となっている行政課題を解決することに、時には厳しいことも申し上げることが

あるかと思いますが、未来の白馬のためにともに汗をかいていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 そこで、下川村長の政策につきまして、また今後の村政の方向について通告に従い一般質問を

していきたいと思っております。質問事項は３つほどございますが、まず初めに無電柱化につい

てお伺いをしたいと思います。 

 電線や電柱は、山岳景観の妨げになると誰でもが認識しているのが現状です。特に白馬駅前や

八方口地区、サンサンパークやオリンピック道路などを中心とした無電柱化について、長らく議

論のテーブルに上がるものの遅々として進んでいないのが現状です。行政としてこの問題につい
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て今後どのような考えを持って対応していくかお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 津滝俊幸議員の一般質問についてお答えを申し上げます。津滝議員からは今

回３つの質問がなされておりますが、まず初めに無電柱化についてであります。 

 白馬駅前や八方地区などを中心とした無電柱化について、行政として今後の対応策についての

ご質問ですが、津滝議員のご指摘のとおり電線類の無電柱化は、景観を観光資源の１つとする本

村にとって最も重要な事案であると考えております。 

 前村長が白馬駅前周辺の無電柱化について阿部知事に進言をしたところ、知事も賛同し、現地

機関である大町建設事務所に対し事業に向けての取り組みを指示をした旨、お聞きをしておりま

す。 

 また、昨年５月には白馬町区、白馬駅前の景観を考える会から白馬駅前の無電柱化に関する要

望書が提出をされております。 

 昨年１１月に平成３０年度までを計画期間とする長野県第７期無電柱化推進計画策定に向けて

の路線調査が行われ、白馬駅前周辺の国道１４８号及び県道白馬岳線を大町建設事務所とともに

候補路線として関係書類を提出しています。 

 無電柱化の整備手法といたしましては、地中化方式のほか裏配線方式、軒下配線方式がありま

すが、この２路線の歩道及び車道には無散水消火設備が埋設されていることから、裏配線方式、

軒下配線方式での整備を想定をいたしました。しかし、電気事業者からは地中化方式の共同溝以

外の手法での無電柱化は不可能、通信事業者からは豪雪地帯であることから裏配線方式は不可能

と想定され、また単独地中化区間の移転補償費用等が必要との回答がありました。 

 無電柱化を進めるには長野県計画に掲載され、その計画についての国の同意を要しますが、そ

の前段で電線管理者との合意形成が必須となってまいります。長野県といたしましては、現段階

で機能している歩道部の無散水消雪設備は撤去して、地中化を実施することは非常に難しいため、

すぐには無理であるわけでありますが、時期が来て可能な状況であれば、これを施工する方向で

考えたいという立場であるとのことであります。 

 今後の進め方については、道路管理者である長野県とともに引き続き検討してまいりたいと考

えております。また、細部については担当課の課長のほうからご説明があろうかと思いますが、

よろしくお願いをしたいと思います。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） ありがとうございました。今、村長からの説明ですと、大町建設事務所の

ほうへ村からは住民から出た要望書について取り上げていただいて、県ともいろいろ協議をして

いるということが説明されたかと思います。 
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 さきの新聞報道等でご覧になられた方もおられるかというふうに思いますけれども、国では、

信毎に載っていたんですけれども、国では国交省が緊急道路については電柱の新たな設置を禁止

するというようなことが方向を決めたというような記事が載っていました。緊急道路というのは、

災害等でそういった電柱が倒壊した場合、非常に通行の妨げになる、また緊急車両の通行の妨げ

になる、それから支援物資等の輸送が妨げられるというようなことで、防災の観点からそういう

ことはもうやめて、共同溝もしくは違った形で電線を撤去していく方向に進めていきましょうと

いうことが、既に国で論じられている状況です。 

 ちなみにですね、そのときの新聞の記事を見て私も思わずびっくりというか、こんなことに

なっているんだということがありました。いわゆる各都市別でですね、国交省がまとめているも

のなんですけれども、イギリスのロンドンではもう１００％無電柱化が進んでいるという状況で

す。パリ、香港に関しても同様です。台湾の台北では９５％、おとなりのソウルでは４６％、新

興国のインドネシアのジャカルタでは３５％というようなことで、外国を見れば相当の無電柱化

率が普及しているという状況です。日本はどうなのかということなんですけれども、東京２３区

の中では７％、わずか７％です。大阪に限っては５％というようなことで、非常に日本では無電

柱化が進んでいないというのが現状かと思います。 

 民間のいわゆる団体で、白馬村にも無電柱化を進めましょうというような会があるんですけれ

ども、そちらのほうで８月にですね、大阪で電線のない美しい安全なまちづくりフォーラムとい

うのがさきに開かれまして、そこに白馬町の松沢さんがパネリストとして出られたわけです。そ

こに出た方は、小池百合子先生とか国会議員の皆さん、それから大阪の副知事の先生、それから

国交省の担当者等でいろいろ議論をされたということになっているようでございます。 

 白馬村としては、私が今回皆さんに既にお配りしているかと思うんですけれども、サンサン

パーク、自分が住んでいるところのサンサンパークのカラー刷りの写真でビフォーとアフターで

上下につくったものをお配り、こういった感じものをお配りしてあるかと思うんですけれども、

見ていただければわかるかと思いますが、サンサンパークの中は既に外灯に関しては無電柱化が

進んでいます。オリンピックのときにでき上がったわけですが、全て外灯は地下埋設の配線に

なっていて、そこから電気を供給しているというような形です。ですが、その公園の周りは、こ

の写真のとおり、上にあるようにクモの巣の張ったような状態で電柱があります。非常に東の玄

関口ということで、白馬に入ったときに一番ロケーションがいいというような形の中で、あそこ

で写真を撮られる方はたくさんいるということは、皆さんご存じのとおりでございます。ですが、

そのときにそこでおっしゃられることは、あの電線がなければなということを皆さん言っている

わけです。 

 いわゆる、こういうふうに公園の中でも非常に景観のいいところでも白馬村は電線があって、

電柱があって非常に景観を悪くしているということの事実を見ていただきたいなと思って、この
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写真をつけさせていただきました。電柱と電線を取ったものがその下の写真、こちらのほうにな

るわけですが、見ていただくと非常にすっきりして公園らしく、なおかつ山の景観もよろしいと

いうようなことです。オリンピック道路についてもですね、既に幾つかの場所で最初は電線はな

かった、電柱がなかったわけですが、家が建ったり、その周辺の開発が進むにつれてどんどんと

電柱が建たり、電線が横断をしていくという状況にあります。 

 ここで再質問の内容なんですが、要望書も出ている、確かに白馬町から出ているということに

なるんですが、村全体を見回して無散水ではないところも確かにあるわけですので、そういう村

の中でモデル地区をつくって、先にそういうところを埋設をしていくとか、それから今のオリン

ピック道路のところに関しては、ある程度景観に配慮した形で対応していただくということで電

柱はもう建てないと。電線は今の状態のものをもう撤去して地下埋設してしまうというようなこ

とをしていくかどうなのかというようなところをお伺いしたいと思います。村長もしくは建設課

長にその辺のところをお伺いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。山岸建設課長。 

建設課長（山岸茂幸君） ２点ご質問がございました。まずモデル地区の関係、それからオリン

ピック道路の無電柱化ということの２点、再質問をいただきました。 

 モデル地区につきましては、また理事者等、費用も発生することでございます、理事者等と協

議しながら、そのような方向が見られるようであれば、そのように考えてまいりたいと思います。 

 また、オリンピック道路の関係でありますが、地中化をした場合、地上機を設置する必要が出

てくるそうです。地上機を置いた場合、県にも確認いたしましたが、その大きさというのが

５０センチ以上かなり大きなものが設置されるということで、オリンピック道路につきましては

歩道除雪の関係もございまして地上機を置いた場合、歩道除雪の妨げになる可能性もなきにしも

あらずでございます。そういった冬の観点を考えながらまた進めてまいりたいと思いますし、オ

リンピック道路につきましては平成１８年、当時、私がまた建設課にいましたときに電力及び通

信会社のほうに道路の東側へ、建てるんであれば、東側へ建柱をしていただき、かつブロンズの

電柱を建てていただきたいということで、改めて申し入れをしたところでございます。視点場が

変われば電柱、非常に支障になってまいりますけれども、ある一定の視点場から見たときに白馬

三山等、北アルプスに支障になるものがなるべく排除していきたいという意図でオリンピック道

路ほか、新しくその当時あけました広域の農面道路等については、東側へなるべく建てていただ

きたいという要望をいたしました。 

 津滝議員おっしゃるとおり、実際に西側に家を建てますと、引き込み柱であるとか空中線がど

うしても出てまいりますので非常に厳しい状況ではございます。地中化につきましても道路除雪

といった面もありますので、また別の手法等を考えながら無電柱化に向けて取り組んではまいり

たいというように考えております。以上でございます。 



 

― 49 ―  

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） 前向きに取り組んでいただけるというような趣旨でお伺いをさせていただ

きました。 

 情報と言ってはいいのかちょっとわかりませんが、ネット等で調べた中でこの長野県の中でも

ですね、いわゆる伝統物建造地帯というんですかね、いろんな宿場町とかそれからそういう非常

に景観に配慮しているようなところについては、既にそういうモデル地区をつくってですね、対

応してると。一部の地域だけでも電線をなくして、非常に景観のいい形にしているというような

ふうに伺っています。 

 また、金沢方式というやり方というのがありまして、全国でそれぞれいろんな自治体が取り組

みをされているようですけれども、金沢もやっぱり加賀１００万石で兼六園の周辺をですね、電

柱をなくして昔の町並みを取り戻しましょうということで推進をしているようでございます。 

 その無電柱化を推進するためにですね、やはりどういう方向性で進めていったらいいかという

ようなことを学識経験者や村民の団体の代表、それから当然電線を管理している、電柱を管理し

ている電力会社、それから通信会社、そういった方からの構成で無電柱化推進委員会というのを

つくってですね、こういう地区はこれだけのコストで、もしかしたらできるんではないかという

ような対策委員会をつくっているということです。 

 そして、ここの無電柱化推進委員会がやはり市民の協力がないとですね、引き込みに関しては

自分でやらなきゃいけないという自己負担というような部分があったりなんかするわけですので、

市民への理解を図るというようなことで、無電柱化を進めるためにワークショップを開催してい

ると。理解を進めたいということのようです。 

 それからここがやっぱり肝だと思うんですが、無電柱化モデル地区を選定して、新設の電柱は

原則禁止するというようなことを条例で決めているということで、無電柱化基本法なるものをつ

くってやっているというような話も伺っています。 

 それから最近、答弁の中にもございましたけれども、軒下配線もしくは裏側を通すというよう

な手法があるわけですけれども、最近は非常にコストの安い直埋設、そのまま電線をチューブの

中に入れてそのまま入れてしまう、一番高いのは共同溝ということになるわけですけれども、こ

ういった直埋設を推進しているというようでございます。 

 ここのところで、こういった無電柱化の推進委員会もしくは、そういうような条例を制定して

いく方向でいくかどうかということを、これは村長にお伺いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、津滝議員から再質問で条例化の質問がありました。ご承知のように日本

は非常に地震が多いというような状況の中で災害のときに、それから通行の邪魔になるとかいろ
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いろな問題があるわけでございます。 

 そんな中で、特に白馬村は景観というような状況の中で、無電柱化をぜひ進めていただきたい

ということであります。そんな中で村としても条例化に向けて、そういうことができないかとい

う質問でありますが、そんなことを前向きにモデル地区を制定するかも含めて、前向きに検討し

てまいりたい、このように思っております。以上です。 

議長（横田孝穗君） 太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいま村長が答弁申し上げた件について若干補足という形で申し上げま

すが、金沢方式というのは日本の中でも有名でありまして、私が以前総務課にいたときにも金沢

方式というのは非常に有名でありまして、犀川を中心に景観に配慮した工法、それから維持とい

うこともありますし、それから付近、金沢市街へ入るそののり面の関係とか、そこら辺も非常に

細かくうたっているということでとても有名なところでありました。 

 金沢には景観条例というのがありまして、その景観法と絡めて成立するわけなんですが、白馬

村におきましても、条例の制定化に向けて可能かどうかということを景観の担当、それから法務

の担当等を含めて積極的に検討していきたいというふうに思っております。 

 ８月末でしたが、先ほど津滝議員が言われたフォーラムには、小池百合子衆議院議員さんが

おっしゃられたということなんですが、次回の通常国会なのか臨時国会なのかわかりませんけれ

ども、何か議員立法の動きもあるというふうに聞いております。無電柱化法というんですかね、

そこら辺の絡みとあわせて検討していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） 前向きにそういった無電柱化の推進委員会もしくはワークショップ、そう

いった条例等々についても検討していただけるというようなことでありがとうございます。 

 やはり何事もですね、そういった事業に着手する前というのは、こういう問題がある、こうい

う問題がある、こういうことがあるからできないという形になってしまうわけですね。ですけど、

これではいつまでたっても、今のところでだーと動いているだけで何も前へは進んでいかないと

いうことで、やはりこういったことを難題を解決して推進していくという発想でないとよろしく

ないのかなというふうに私は思います。 

 それから、山岳高原を生かした世界水準の滞在型観光地づくりを目指すということで、長野県

も重点支援地域に白馬村を指定していただきました。そういったことも踏まえて、追い風が私は

あるというふうに考えております。白馬村の民間活力も十分利用しながら、いろんな人からのご

意見を頂戴して、ぜひ整備を進めていただきたいなというふうに思います。 

 それから、世界から相当数のお客様が白馬に昨今お見えになっておりますので、そういったこ

とを世界に向けてしっかり魅力を発信するということも大事なのかなというふうに思いますので、
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よろしくお願いしたいと思います。 

 ちなみに日本では３，５００万本の電柱が何かあるようです。国会でも先ほど議員立法で出だ

すというような話が、副村長のほうからありましたけれども、毎年７万本増えているという実情

もあります。ですから、こういったものは何とかみんなで考えて、知恵を出し合っていくべきだ

というふうに考えております。これは答弁は要りませんので、次の質問に移りたいというふうに

思います。 

 次の質問ですが、次の質問は人口減少社会の対応についてということで質問をさせていただき

ます。 

 第２次安倍内閣において、人口減少に歯どめをかけるべく、地域の活性化や子育て支援など地

方再生への取り組みを目的に、まち・ひと・しごと創生本部を立ち上げる予定になっていました

が、既にもう立ち上がって活動をし、もう２回ほど会議が開かれているようです。新聞報道等で

そういった報道がございますが、地方創生担当大臣も誕生しました。人口減少への対策を国や長

野県も重要課題として取り組んでいます。 

 人口減少はあらゆる分野へ影響を及ぼしますが、特に生産労働人口の減による税収の減やその

経済対策、治山治水による防災対策や社会インフラの整備、維持、特にその設備の老朽化対策、

定住促進や雇用対策、少子化による学校教育対策など、白馬村では今後どのような取り組みをし

ていくか、対応していくかお伺いをしたいと思います。 

 また、地域の担い手不足による文化の伝承や冠婚葬祭など、特に区の作業など地域コミュニ

ティ活動の維持については、人手不足により作業に支障を来す状況であります。補助金をつける

だけでは、お金を出すだけでは解決しない問題がさまざまあり、地域コミュニティの維持対策に

ついてもあわせてお伺いをしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 津滝議員の２つ目の質問に対して答弁をいたします。２つ目の質問は人口減

少社会への対応についてであります。 

 生産労働人口減による税収減やその経済対策、治山治水による防災対策や社会インフラの整備

の維持、特に設備の老朽化対策、定住促進や雇用対策、少子化による学校教育など今後の取り組

みと対応策についてのご質問でございますが、過日、日本創生会議の人口減少問題検討分科会で

は、人口再生産力に着目した市町村将来推計人口をまとめ、現在の地方から年への人口移動が収

束しない状態が続いた場合、２０４０年まで全国の約半数の自治体で出産を中心的に担う２０歳

から３９歳までの若年女性人口が半減し、そのうち人口が１万人に満たない５２３の自治体が消

滅する可能性があるという、いわゆる２０４０年問題と呼ばれる非常にショッキングな情報が公

開をされました。 

 津滝議員のご指摘のとおり、生産労働人口の減少による税収減は、本村の住民サービスの質に
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も直結する問題であり、その根本的な解決方法としては、やはり人口増加に向けた施策の推進と

いうことになろうかと思います。そして特に若い方や家族をお持ちの方の定住促進に向けては、

通年を通した雇用の場をいかに創出するかが課題であると考えております。 

 人口の減少は、あらゆる面に大きな影響を及ぼしてきますので、早めの施策展開が必要であり

ますし、白馬村の地域特性から考えますと、観光産業の再生が雇用創出の一番大きな柱であり、

個々の宿泊施設や索道事業者、小売業者に元気を取り戻していただき、雇用の受け皿になってい

ただけるよう施策の検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に、地域コミュニティの維持対策でございますが、地域社会におけるコミュニティ機能は住

民同士の支え合いや危険要因の除去、注意喚起、犯罪や福祉、環境などの問題を解決する際に、

その役割を果たしてまいりました。しかしながら、現代社会においては住民の生活様式の多様化、

少子高齢化社会の進展、核家族化、世帯構成の変化などの要因により人間関係が崩れ、地域社会

のつながり、近隣住民との結びつきが希薄化しつつあります。 

 本村においては、一部を除きコミュニティ機能は維持できていると思っておりますが、高齢化

が進む地域では人手不足などもあり、地域のお祭りなどもできなくなるおそれもあります。これ

からは地域間の連携による交流活動等を通じて、地区を越えた新たな地域の仕組みづくりも必要

であると感じているところであります。以上であります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） 今、村長の答弁のほうから日本創生会議の資料に基づいた話がございまし

たけれども、私もさっと調べた中で、この白馬村で何も対策を打たない状態でいった場合、

２６年後、２６年後っていったってもっと先だろうというふうに考えちゃうわけですけれども、

私はそんなに遠くない未来じゃないかなと思っています。 

 この２６年後に２０歳から３９歳、先ほど村長も言っていましたが、ここもいわゆる若年女性

が一番多分子どもを産める、産んでいただける世代かというふうに思いますが、５１％減で約

５００人ぐらいになってしまうというような予想が出ております。もちろん子どもを産んだいた

だかないとですね、当然人口は増えていかないということになるわけですけれども、やはりその

中で当然ここでもって産んで育てていくという環境も当然大事ですし、それから若い人たちが外

へ一旦出てもまたここに戻ってきて、ここでしっかりと生活基盤を整えるというようなことも大

事かと思います。 

 いずれにしてみても、やはり今の現状のままの無策でいくと、人口はただただ減っていってし

まうということになるので、何とか外から人を入れる。それから外にはなるべくだったら出さな

いということが大事なのかなというふうに思います。 

 国も先ほど申し上げたように地方再生担当大臣を置いて地方を活性化、少子化を食いとめる、

それから地方を活性化して、何とか東京一極集中を是正させるというようなことで取り組みを始
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めたということだと思います。 

 まち・ひと・しごと創生本部のほうでは、若い世代の就労とか結婚、子育て、それから今申し

上げた東京一極集中の是正、そういったものを念頭に、地域の特性を生かした課題を解決してい

きたいと。私の一番聞きたい部分ということなんですが、これを白馬村は今どこの課が担当して、

いわゆる少子化はどこがやっているか。人を入れる、もしくはそういうふうな環境をつくってい

くことは、どこの課が担当しているのかということをちょっとお伺いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいまの津滝議員の再質問、どこの課で担当しているかということでご

ざいますが、ほかの市町村の例をとりますと、その担当に特化しているというところもあります

し、それぞれ千差万別であります。 

 白馬村におきましては総務課の企画が担当課というふうに思っております。ほかでは、まちづ

くり推進課とか直接人口何々課というふうに特化しているところもありますが、今、白馬村では

今申し上げたとおりだというふうに考えております。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） 総務課の企画というお話ですけれども、私はこれは一課だけでは対応し切

れない問題だというふうに考えています。先ほど言ったように子育て支援というと例えば福祉課、

例えば就労とかということになると観光課もしくは農政課というような形になっていくかと思い

ます。ですけど、こういったものが総じて村の環境、経済というものをいろんな形で支えていく

ということになるので、これは全庁的にやっぱりやるべきだと私は考えます。 

 特に隣、一番わかりやすいところでいけば、隣の小谷村になるわけですけれども、小谷村はご

存じのように非常に人口減少がどんどん進んでいて、非常に村を挙げて外から入ってくる人たち

にいろいろな対策を組んで取り組みをしています。 

 しかし、白馬村の場合はなかなかそういうものが表に見えてこないというのが、私は実情じゃ

ないかなというふうに思います。こんなことを言っちゃいけないけど、黙っていてもスキー場が

あるおかげで、観光が非常に今までよかったがために外からも人が入り、ここに定住するという

ような構造がずっとあったわけですけど、非常に経済が疲弊してきて観光客も減ってくる中で、

いわゆるここに定住しなくて、ここから出て行く人たちが多くなってしまっていると。やはり外

からＵターン、Ｉターン、Ｊターンというような形をどんどん入れてくるというような体制を村

の中につくっていかなければならないんじゃないかなというふうに考えています。 

 例えば私がやっている農業では、そういった就農の機会をつくるというようなことでさまざま

な入り口を設けていますし、また白馬の中で農業をやりたければ、そういった支援策もいわゆる

すぐ来て農業をやれって言っても、これはなかなかできないわけですけれども、そういった支援

策も県や国で用意されていきます。 
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 国でこういうような対策本部を立てたということになりますと、やはり地域の魅力をしっかり

と打ち出して、石破大臣は言っていますが、いわゆる横並びで金太郎あめを切ったような形の政

策では、私は補助はしませんよと。しっかりと地域の魅力を出して、特徴を出して、こういった

ことにぜひ支援をしてほしいというような形にしないと、国はもうお金は出しませんよというよ

うなことを述べています。ですので、ここはしっかりと白馬村としては将来に向けてしっかりと

人口対策をしてくべきだろうというふうに考えます。住みたい村、行きたい村、帰りたい村とい

うのをしっかりとつくっていただくと、そういうことが大事かなというふうに思います。 

 昨日、白馬村観光地経営計画ですか、それの初会合がございまして、傍聴もさせていただきま

した。やはりその中でやっぱり言っていたポイントは、いかにここにお客さんに来てもらうかも

大事かもしれないが、ここにやっぱり住んでよかったなというふうに言われるような村づくりも

大事なんだというようなことを先生方はおっしゃっていました。 

 これからつくる計画、それから次期白馬村の総合計画にも、今のこの人口対策というのは非常

に大きなウエートを占めてくると思います。ですので、しっかりとそこのところを取り組んでい

ただきたいなというふうに考えるわけですけれども、喫緊の課題としてですね、白馬高校の問題

があるわけです。村では県に対していろんな要望を上げ、また議会もそれに追随するような形で

要望書を上げていっているところでございますけれども、これから少子化が進んでいく中で、来

年度は２クラス募集ということで対応をしていただけるということになって、その後は観光学科

なるものを創設して、そこに全国募集をしていくというような枠組みを今考えているということ

なんですが、ここのところでちょっと教育課長にお伺いしたいと思うんですけれども、来年度の

８０名に対して今後どういうような今状況なのか、またもしくは今後どういうような対策を打っ

ていけば、いわゆる白馬高校にたくさん人が来てもらえるかということを今の現段階でかまわな

いので、事務レベルの話を少しお伺いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。松澤教育課長。 

教育課長兼スポーツ課長（松澤忠明君） 白馬高校の問題ということでご質問をいただきました。

現在ですね、数字をつかんでいる中では体験入学ということで制度がございます。その希望とい

うことで白馬中学から２２名、小谷中学から７名、この近隣からは１５名ということの数字、

４４名が今回の体験入学にお越しをいただいているということです。８０名に対しての募集に関

しましては、まだまだ半分ということになっておりますけれども、外からの入学者、これはス

キーの関係では現在では５名ほどの希望があるようであります。 

 しかしながら絶対量には足りないということでございますので、今後取り組めるものは前倒し

をして、白馬高校の魅力づくりをいかに地域の皆様にお知らせをし、お母様方、お父様方とご相

談する中で新たな展開を進めていくということも視野に入れながら今計画をしております。これ

については白馬高校を育てる懇話会、そして白馬高校の将来を考える会というのがございますの
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で、そちらのほうを中心に協議をしながら村民の皆様にもお知らせをする中で、県と調整をしな

がら新たな魅力づくりということを考えながら進めてまいりたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） 高校のことについて教育課長のほうから今話がありましたけれども、私も

ちょっといろいろ調べてみたりなんかしたんですが、ちょっと時間の関係もあるので、そこのと

ころは割愛をしていきたいと思うんですが、やはり人が少なくなってきている現状で、子どもた

ちの数もやっぱり少なくなってきています。それは高校の問題だけじゃなくて、小学校も中学校

も同じ問題を当然抱えていることだというふうに思います。ですから、ぜひその地域に魅力をつ

くってですね、人がたくさん来ていただけるような形にしていかなければいけないのかなと。 

 さっき、担当の課は総務の企画というような話なんですが、全庁的にぜひ考えていただきたい

ということで、例えばですね、今外国人の方がかなり白馬を魅力な地域として考えて投資の対象

にして、どんどんどんどん入ってきているというようなことがあるわけですけれども、今後そう

いう外国の方をどんどん受け入れをしていくというような形で今いくのか、規制という言い方も

辺な言い方になっちゃうんですけれども、そういう外からいわゆる日本人ではない外国人の方の

定住も促進的なことを考えていくのかどうなのかということをお伺いしたいと思います。これは

どなたが対象になるのかな、理事者のほうで。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 津滝議員からの外国人というような、そういう生徒も視野に入れていくのか

という質問であります。全国募集ということになりますと全国ばかりではなくて、そういった外

国人の方も視野に入れながら進めていかなければいけないんではないかというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいまの津滝議員の再質問の関係ですが、基本的には自由でございます

ので、先ほど津滝議員も言われたように規制という形にはもっていけないのが原則なんですが、

ただ、ルールづくりは必要かというふうに思っています。これは絶対必要だというふうに思って

おりますので、関係するところ、教育委員会を含めた行政関係、関係するところ、特に法務関係

が中心になってそこら辺は進めていきたいというふうに思っております。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員質問の質問時間は答弁を含め、あと１４分

少々です。質問はありますか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） これも１つの情報として話をしたいんですけれども、先ほども小谷村なん

かではやはり学校のことなんですけれども、奨学金制度等を設けてですね、対応していると。こ

の地元の学校に通っていただけるようにしていると。２万円から上は１５万円までというような
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金額のようでございますけれども、白馬村でもぜひそんなことを考えていただければ、地元の高

校に通うというようなことにつながっていくかなというふうにも思いますので、ご検討をしてい

ただきたいなというふうに思います。 

 それから今、外国人の話が出ましたけれども、ちなみに軽井沢にインターナショナルスクール

ができまして、ＩＳＡＫ（アイザック）というのができましたけれども、そこへは奨学金だけで

約十数億円のお金が集まったというような話も聞いています。外国からいわゆるたくさんこちら

に人が入る。当然お子さんたちも当然一緒に来るということになりますので、そういった子ども

たちが通えるような学校づくりというのもやっぱり必要なんじゃないかなと。やっぱりそこが住

みやすい、もしくは育てやすい環境につながっていくと思いますし、また投資を呼び込む１つの

きっかけにも私はなっていくんじゃないかなというふうに思います。 

 今、教育の話をちょっと表に出しましたけど、当然雇用の創出というのは当たり前のことで、

経済がよくならないとですね、人がここには移り住みません。当然ここでもって買い物だとか交

通だとか医療、福祉、そういった問題も解決していかないとですね、ここには人は住めなくなっ

てしまう町になってしまいますので、そういうことをしっかりとお考えをいただきたいなという

ふうに思います。 

 ここで１つご提案なんですけれども、例えば白馬村に移り住んだ人に村長名でですね、グリー

ティングカードなる、白馬村にようこそというような形でここに住所を移していただいた方、も

しくはここで土地を購入していただいた方、そういうような方にですね、ぜひ白馬村に来ていた

だいてありがとうございましたというようなグリーティングカード的なメッセージカードを村か

ら出してみたらどうなのかなというふうに思うんですけれども、その辺についてのお考えはどう

でしょうか、村長。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今の津滝議員からの提案でありますが、私もそれには同感でありまして、今

そういったことを前向きに検討というか、検討も含めて進めておりますので、そんな形で白馬村

へ来た方々にそういったお礼のメッセージを送るというようなことを取り組んでまいりたいと、

このように思っております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） 前向きに検討していただけるということで、ぜひ村長から白馬に来ていた

だいてありがとうというふうにもらえば、やはり来た人も私を村の一村民として、また迎え入れ

ていただいたんだなというようなことにつながっていきますので、そんなにお金のかかることで

はないので、ぜひ対応していただきたいと。 

 それからもう１つ、地域おこし協力隊というもう既にこれも小谷村でありまして、ほかの長野

県内の市町村なんかでもやっておりますけれども、結構これは国の支援があるんですよね。総務
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省のほうでやっているんですが、１人財政的支援で４００万ぐらいが上限でリタイアした人とか、

当然若い人たちも結構ですし、いろんな形でこの地域に来ていただいて地域を協力していただけ

ると。先ほどコミュニティの話を最後に私ちょっと質問で入れさせていただいたんですが、ぜひ

地域の中では人手がなくて、お金を出されてももうできないよと、もう参加できないんだという

人が非常に多くなってきているのも現状です。ですから、こういった地域おこし隊なるものを外

から受け入れてですね、ぜひ村で財政的な負担もあるようですので、国からの財政的な負担もあ

るようですので、ぜひ取り組んでいただいたらありがたいかなというふうに思います。 

 時間の都合がありますので、次の質問に移りたいというふうに思います。次は行政組織の活性

化について、また人事評価制度の導入と人材育成の取り組みについてをお伺いしたいと思います。 

 下川村長の公約でもございます行政組織の活性化について、私はかねてより人事評価制度を導

入して、行政組織のモチベーションアップを図って組織の活性化につなげるべきだと考えていま

す。さきの３月議会でも同様の質問を行政サイドにさせていただきました。その時点では地方公

務員法が改正されておりませんでしたが、本年４月に地方公務員法が改正され、人事評価制度の

導入により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることがうたわれるようになりました。 

 従来は、任命権者による勤務評定による措置だったものが定期的に人事評価を行い、その結果

に応じた措置を講ずるべきということになりました。再度、本村では人事評価制度の導入につい

てどのように対応していくかをお伺いいたします。 

 さらに、観光局や振興公社、外部の団体がありますが、内部と同様に行政組織の活性化をして

いくために、そういったことをどういうような方向性をもって当たっていくかというようなグラ

ンドデザイン、それについてもお伺いをしたいと思います。 

 また、行政サービスの向上などのための人材育成、研修等、本年度はどんな取り組みをしてい

るかもお伺いしたいと思います。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 津滝議員の３問目の質問にお答えをいたします。 

 行政組織の活性化について、また人事評価制度導入と人材育成の取り組みについての件であり

ます。人事評価制度についてのご質問ですが、今年５月に地方公務員法及び地方独立行政法人法

の一部を改正する法律が公布され、平成２８年４月から施行される予定であります。この法改正

により能力及び実績に基づく人事管理の徹底が規定されたところであり、本村においては今年度

末から来年度にかけて改正法の趣旨を踏まえ、評価の基準、方法などの人事評価に関する規定等

の整備を進めるとともに評価者の研修や職員への説明、協議、周知を行い、施行期間を経て本格

実施につなげていきたいと考えております。 

 次に、観光局や振興公社などの組織を活性化するためのグランドデザインですが、観光局につ

いては、私はこれまで一貫して観光局の民間の自主的な活動を期待をしている考えでおります。
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機敏な行動が観光局には要求されておりますし、自立をした自主的な活動が大きな成果を生んで

いくと考えているところであります。そのためにも観光局の代表である代表理事には白馬村長で

はなく、別の方になっていただくのがよいと思っております。観光局の代表理事の件を含めて組

織が向かうべき方向性は、おおむね今申し上げたところでありますが、内部でも検討をし、また

関係機関とも協議をしてまいりたいと考えております。 

 またグランドデザインについてのうち、今申し上げたこと以外は観光局の根本にかかわるとこ

ろでもありますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 また、振興公社についてでありますが、振興公社の運営は大きく申し上げて指定管理者にかか

わる業務を主としております。ここについても民間企業と同じ企業活動をしなければならないと

考えています。道の駅関係は特にそうであると思っておりますが、山小屋経営については民間企

業経営感覚といっても難しい状況が続いていますので、一概にそうとは申し上げられないところ

ですが、内部でも検討し、また関係機関、団体との協議、調整することが必要であると考えてお

ります。 

 次に、本年度における研修の取り組み状況でありますが、一般行政職研修として地方公務員と

して職務上必要な基本的知識及び技能の習得や職務遂行能力の向上を図るための新規採用職員研

修に６名が参加し、職場研修の意義と重要性の認識を高めるとともに、その実践方法を習得をし、

職場管理、部下指導能力の向上を図るための係長研修に４名が参加をしております。このほかに

も各種団体が開催するそれぞれ職務に必要な知識の習得、適正かつ効率的な事務処理能力を養う

ための固定資産税評価研修、徴収事務研修、公営企業会計の研修等にも担当職員が参加をしてお

ります。 

 それから、今月２９日には全職員を対象に自治体職員のための実践コンプライアンス研修を予

定しております。この研修は講師による集合研修だけでなく、ウェブ上の確認テストによる理解

度の確認、向上を図ることで、より実践的なコンプライアンスを身につけることを目的に行うも

のであります。また、その後も行政サービスの向上を図るために接遇研修などを進めてまいりた

いと計画しているところであります。以上であります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。津滝議員の質問時間は答弁も含め、あと２分少々です。

質問はありませんか。津滝議員。 

第２番（津滝俊幸君） ただいま人事管理について人事評価制度を前向きに導入していくというこ

とでご検討いただけるという話かと思います。 

 また、外部の組織、観光局や振興公社についても、それぞれの案の中で検討していただけると

いうことで、課題はそれぞれみんな抱えているわけですので、ここのところはしっかりとした村

長の強いリーダーシップと、また行政サイドのしっかりとした支援をいただきながら改革を進め

ていっていただくことが重要かというふうに思います。 
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 また、研修についてはコンプライアンスも含めていろいろやっていただいているということで、

ぜひ知識を高めていっていただくようによろしくお願いしたいと思います。 

 やはりいつも言っていますが、村づくりは人づくりというようなふうに私は考えています。こ

の庁内がですね、やはり明るくなることがまず白馬村を明るくしていく大きな一歩につながって

いくというふうに考えますので、行政関係者の皆さん、ぜひ組織を明るいような組織に変えて

いっていただく。そのためには人事評価というのは組織全体を底上げする力に私はなると思いま

すので、十分検討して対応していただければというふうに思います。答弁は結構です。 

 私の質問はこれで終わりにします。ありがとうございました。 

議長（横田孝穗君） 質問はありませんか。 

第２番（津滝俊幸君） はい。 

議長（横田孝穗君） 津滝議員の質問がございませんので、第２番津滝俊幸議員の一般質問を終結

いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時０７分 

議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、第１番加藤亮輔議員の一般質問を許します。第１番加藤亮輔議員。 

第１番（加藤亮輔君） 第１番、日本共産党加藤亮輔です。私は今回、３点について質問したいと

思います。 

 村長に就任してもう１カ月が過ぎます。友人、知人から下川さんってどんな人、どんな考えの

持ち主なの、村をどう変えるとしているのか、公約は抽象的で具体的にどんな事業をするのかわ

からないということをよく耳にします。 

 そこで、今回は村長に就任して初めての議会でもあり、村民に村長はどんな考えの持ち主なの

かをわかってもらうために３点質問します。その中で基本的な政治姿勢についてまず、お伺いし

ます。 

 まず、１点目ですが、日本の最高法規である憲法の問題です。安倍内閣は恒久平和を誓った憲

法前文と戦争放棄を定めた９条を逸脱し、また国民多数の反対の声を無視して集団的自衛権の行

使容認を閣議決定しました。これまでは憲法９条で容認される自衛権の行使は、自国を防衛する

ために必要最小限の範囲としてきました。しかし、集団的自衛権の行使となれば、日本に武力攻

撃がなくても密接な関係国に武力攻撃があれば、それを日本への攻撃とみなし、ともに武力を行

使することです。日本が戦争に巻き込まれる危険が大きくなることです。歴代の自民党政権も集

団的自衛権は現憲法下では使えないとしてきました。その憲法解釈を大きく変えた閣議決定です。

村長は、この集団的自衛権行使容認の閣議決定についてどのような見解かお伺いします。 
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 ２点目は消費税の問題です。来年１０月に消費税が２％増税され、１０％が予定されています。

増税は応分負担の原則を無視し、所得の少ない人ほど負担が大きく、景気をさらに悪くし、村民

の生活を今以上に厳しくするものです。私は絶対反対ですが、村長は消費税の１０％アップにつ

いて賛成か反対か見解を伺います。 

 ３点目は、環太平洋連携協定、通称ＴＰＰの問題です。この協定は農業問題だけでなく関税の

撤廃を初め医療、食の安全・安心の基準、保険、労働など２１の分野に及び、国民の暮らしのあ

らゆる仕組みを変える問題です。このような協定ですから農協、漁協を初め医療関係、保険関係、

労働関係、その他いろんな市民団体が交渉から撤退を求めています。しかし、財界と政府が強引

に進めています。村長は、このＴＰＰ交渉に参加すべきか、それとも撤退か見解をお願いします。 

 以上３点の答弁をお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 加藤亮輔議員の質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目でございますが、村長の政治姿勢についてということであります。集団的自衛権

行使容認についてのご質問でございますけれども、集団的自衛権につきましては国防上の問題で

あり、また外交上の問題でもあり、国の根幹をなしているものと大きく関係をしている問題だと

思っております。１つの地方自治体が言及する問題ではないと思っています。 

 ただし、これまで大きな問題に対して憲法解釈による閣議決定という形で進んできております

が、手続が問題になっております。少なくとも国の最高意思決定機関である国会において審議が

なされていないわけですが、この点が手続上大きな問題ですし、今後も問題になると思っており

ます。 

 次に、消費税の１０％の増税についての質問でありますが、賛成か反対かと質問でありますが、

今年４月から消費税が５％から８％に上がり、日本の経済は駆け込み需要はあったものの、消費

は大きく落ち込み、日本経済と社会に大きな影響を与えたところであります。段階的に１０％と

はいっても、それほど長い間を置くことなく税率は倍になるわけでありますので、日本の経済だ

けでなく、国民の生活自体に大きく関係してくるところであります。消費税率はできれば上げな

ければ、それにこしたことはありませんが、財政運営上で必要不可欠であるならば、また特に社

会保障上必要不可欠であるならば、いたし方のないところであります。しかし、手続が問題であ

り、国民の意見を十分に酌み上げて国会の場で議論を尽くしていただきたいと思っております。 

 次に、ＴＰＰ・環太平洋経済連携協定についての質問であります。ＴＰＰは農業、工業のほか

医療、保険、知的財産など２４分野の多岐にわたっておりますが、何といっても身近な分野は農

業であります。輸出企業や大手製造企業の利益向上に日本の農畜産物が犠牲になることはあって

はならないと思っております。したがって、この３月に本会議で採択されました「ＴＰＰ決議の

実現を求める意見書」を支持、すなわちＴＰＰ交渉において国会決議、自民党決議の実現及び国
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民への情報開示の徹底を条件に交渉継続を認める考えでおります。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 今３点の質問に対して答弁をいただきましたが、国の問題という考え方、

捉え方がありますけれども、実際この第１点の集団的自衛権の行使ということなんですけれども、

これを認めれば自衛隊の方が、そういう戦争の地域へ派遣されるおそれがあります。つまり、白

馬村の若者も自衛隊に入っている人がたくさんいるんです。そういう人たちがそういうところへ

送り込まれる可能性がこの集団的自衛権の行使です。だから、国の問題とかそういうレベルじゃ

なくて、やはり一人間としてこういう戦争をやるということに対して、どう考えているのかとい

うことを訴えたかったんです。 

 こういう政治姿勢ですから、これは村長の考えですから、それらについてとやかくは言いたく

はありませんけど、こういう問題についてもやはり自分の立ち位置をはっきり明確にすることが

村民から信頼される私は近道だと思います。そういうことを明確にすることによって、村民は今

度の村長はこういう考えの持ち主なのかということで対話が始まると思います。第１の質問はそ

れで終わります。 

 第２番目の村長の選挙公約の具体化についてに移ります。 

 村長は５つの公約を述べましたが、その中から３点質問します。１つ目は、住民の声を行政に

生かすシステムづくりの推進を公約しました。村民の声を大切にする村づくりを実現するには、

自分たちのまちの課題を自分たちで解決するために、白馬の特性を生かした継続的で統一性を

持ったまちづくりを進めなければ実現できません。そのための基本的なルールである行政情報の

共有、村民参加、行政の説明責任と透明性の確保、村民、議会の責務などを定めた自治基本条例、

またはまちづくり基本条例が白馬にも必要と考えますが、村長の見解を伺います。 

 ２点目は、観光振興の課題です。今年度の予算で山岳高原を生かした世界水準の滞在型観光地

づくりのために１億円を使って、スノーハープのローラースキーコースなどの整備をすることに

なっています。村長は来年度もローラースキーコースの整備を重点整備するのか見解を伺います。 

 ３点目は、少子化の問題です。安心して暮らせる子育て支援の充実の課題です。公約の中で村

長は未満児保育の全員入所を公約していますが、今年の冬から毎年冬のシーズン前に希望者が増

えます。その人たちも制度の規則であれば全員入所するのか、それとも来年度から始めるのか、

どちらでしょうか。 

 それからもう１つ、白馬村の議会でも陳情されました遊具つき公園づくり、これをどのように

していくのか、村長の見解を伺います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 加藤議員の２つ目の質問であります。 

 村長の選挙公約の具体化についてということで自治基本条例、まちづくり基本条例は自治体が
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定める条例や規則の上位に位置する最高規範で、いわば地方自治の憲法であると言えるものであ

ります。この条例は自治体運営の基本理念、住民権利、首長・議会・執行機関等の責務、住民参

加の方法などが盛り込まれ、平成２６年４月現在、全国では３０８の市町村が制定をしておりま

す。 

 加藤議員もニセコ町で研修されてのご質問であるかと思いますが、ニセコ町は平成１３年４月

に全国で最初に条例を制定をした町であり、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事

項を条例化をし、現在第３次見直しをしているところであります。 

 今のところは、直ちに白馬村でも条例を制定するという考えはありませんが、来年度は総合計

画の見直しの年ということもあり、村民の皆様のご意見や地域の実情などを勘案し、今後調査研

究を進め、村民が必要とする条例等について制定に向けて取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、スノーハープの件でありますが、スノーハープのローラースキー整備につきましては、

今年度山岳高原を生かした世界水準の滞在型観光地づくりのために、クロスカントリー競技場を

多目的に使用できるようコースを整備しております。今後のローラースキーコース整備について

はコースの補修は考えられますけれども、新たな整備は現在のところ考えてはおりません。 

 次に、未満児保育の全員入所の件につきましては、未満児受け入れのための条例整備や現存施

設などを考慮しますと、来年度からの実施は現実的と考えております。 

 これは現在、平成２７年度から始まる子ども・子育て支援新制度に対応するため、白馬村子ど

も・子育て会議を開催をしており、その中で未満児の受け入れ数について、今まさしく議論をい

ただいている最中であります。この結果を受けるとともにニーズの多い未満児保育の対応につい

ては、保育等事業者として新たに認可することができることとなる小規模の地域型保育事業者の

可能性の把握や既存の公立、私立の施設状況も勘案をしながら、今後の受け入れの方法について

検討してまいりたいと考えております。この部分は今年度策定される白馬村子ども・子育て支援

の事業計画の中にも位置づけることとなります。 

 また、遊具つき公園につきましては、具体的に設置してほしい場所などを伺いながら、庁内の

関係する課等と事業実施の可能性について検討してまいりたいと考えております。以上でありま

す。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 村長の選挙公約の中で、５番の行政組織の活性化への前進という中に、住

民の声を行政に生かすシステムづくりの推進というふうになっています。住民からいろんな形で

声が上がっていますけど、村長自身どういうシステムをつくろうとお考えなのか、その辺をご披

露願いたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 
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村長（下川正剛君） ただいま加藤議員の質問でありますけれども、今いろいろな行政、村民の方

から行政に対してのいろいろな意見があるわけでありますけれども、その関係について縦割りの

方向の情報しか入ってこないというような状況の中で、課全体のいろいろなそういった住民から

の意見等々を集約するような、その課が明確になされていないというような状況の中で、今まで

の企画というような、企画課にはともかくとして、企画ということを充実をしながら村民のいろ

いろな意見、そしてまた村の方向性を進める中でそういった担当の課の重要性というものを十分

に認識をしております。 

 そんな中で、そういった形の中で取り組んでいきたいと。そのことによって村が活性化したり、

そしてまた庁内が活気がある、そういった村にしてまいりたいと、そんなふうに考えております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 今の答弁におきますと、縦割りだけじゃなくて横断的に村民の声を聞いて

いきたいという方向ですけど、その基本となる行政からの情報発信及び情報の開示、これはやっ

ぱりスピードがちょっと遅いという問題もあります。そういう問題も含めてやはり情報開示はど

うあるべきか、できたら住民と行政とは情報を共有すると、そういうことを前向きに検討する。

それから行政の説明責任についてもきちんと決めていくと、そういうところをこの自治基本条例

の柱になりますから、そういうところやっぱり私はこういう立場でやっていくんだということを

はっきりさせるためにも基本条例をつくったほうが住民にもわかりますし、行政の立ち位置も

はっきりするということで、非常に重要なことだと思います。 

 それで次の質問ですけど、２番目の山岳高原を生かした世界水準の問題ですけど、村長自身は

県から提案されている滞在型観光地づくりについて、白馬村ではどういう施策を一番行ったほう

がいいとお考えなのか、具体的なお考えをお聞かせください。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今の山岳高原の関係についての村長の考え方はどうかという質問であります

が、この山岳高原を生かした世界水準の滞在型観光地づくりを目指してということで、スノー

ハープに多目的な施設を今年の議会で皆さん方にお認めをいただいて、今工事が進められている

ところであります。その施設が完成をすることによって、白馬村へ大勢のお客さんに来ていただ

ける。そしてまた合宿の関係でもお客さんに来ていただいて、あそこの地域が活性化したり、そ

して白馬村全体が活性化するということについては、非常にいいことであると思っております。 

 そういった中でそこばかりではなく、いずれにいたしましてもこの白馬村の山岳景観は非常に

どこにも類を見ない山岳景観でありますので、いずれにしても白馬村全体がお客さんが大勢来て

活性化できる、そういうことを望んでいるわけであります。 

 そういった中で１つの取りかかりとして、このスノーハープの関係については今粛々と事業を

進めているということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 今の村長の答弁を聞きますと、スノーハープを整備して、その後大勢のお

客さんが来ると、そういうお考えということでよろしいですか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） その施設をすることによって、お客さんが来るかどうかということを村長は

考えているのかという質問だと思いますが、そのことについてはそういう施設があることによっ

て、学生それから一般の社会人等々のお客さんが来ていただけるということはあると思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 今そういう社会人とかそういうグループが来てくれるというふうな答弁

だったと思いますけれども、この世界水準の滞在型観光地づくりというのは、そういう分野もも

ちろん必要ですけれども、もっと大きい分野で日本の若者、子ども、それから老人、それから男

性、女性、全ての人が楽しめるような観光地にしていくべきだと思うんですね。 

 それを一定の分野だけに特化したような、ましてはローラースキーコースというのは一定の技

術を持っていなければできないコースだと、そこへ参加するにはね。走ることはできますけど、

ローラースキーコースそのものの目的からは、やっぱりクロスカントリーの夏の練習という意味

合いからして、普通の人ではできないと思うんです。そこの工事をこれからも続けていくという

ことを村長がちょっと言葉を濁しましたけれども、その辺をもう少しはっきりとご答弁願いたい

と思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今後どういうふうにするかということを村長は濁したという表現をされまし

たけれども、先ほど言ったようにローラースキーコースの整備については、コースの補修は当然

あるかと思いますけれども、新たな整備は現在のところ考えておりませんということであります。 

 そういった中で、先ほど１つの利用者に対してというような発言がありましたけれども、今こ

こにローラースキーというような言葉が出ておりますけれども、ローラースキーばかりではなく

てランニングする人も、そしてまたいろいろなトレイルランもやる人等々も含めて大勢の皆さん

から利用されることによって観光客が白馬へ来ていただけると。 

 最近は特にマラソンとか、そしてまた自転車とかそういうお客さんが非常に多いようでありま

す。私の政治公約ではありますけれども、春夏秋冬、白馬に大勢のお客さんが来ていただいて活

性化してもらうと。活性化するということの１つの方策でありますので、いずれにいたしまして

も白馬村中、丸ごと自然公園という言葉がありますけれども、全くそのとおりでありまして、白

馬村全体にお客様が来ていただいて、そして多くのお客様からこの白馬のすばらしい景観を見て

いただいたり、体感をしてもらったり、そしてまた運動をしてもらったりということであります

ので、今の現在の施設につきましては、今年なから事業が終わるようでありますけれども、今そ
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んなことで取り組んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいまの加藤議員さんの再質問に対する村長答弁の補足でございますけ

れども、ただいまのローラースキーコースの件につきましてはですね、これは１つの手法として

お考えいただきたいと思いまして、それを活用していきたいということでありまして、高地ト

レーニングには最適だというご意見もございます。それからそこを起点にしてトレイルランの関

係も十分活用できるよというご意見もあります。いろんな方面から称賛を浴びている場所であり

ますので施設整備をした後、いかにそこを活用するか、そしてそのことを情報発信するかがこれ

から大切なところになってこようかというふうに思っております。 

 それから、加藤議員さんの再質問の後半の部分でございまして、白馬村のいわゆる山岳高原の

ところでございますけれども、これにつきましては村長が一部申し上げましたけれども、白馬村

が有している類いまれな山岳景観だけでなくて里山もありますし、それから農村風景もあります。

夏の寒暖の激しい中での農作物はとてもおいしくて評判であります。それからトレッキングを生

かしたツェルマットとか、そういうところと比較するわけではないんですが、メディカルトレー

ニングコースにも活用できると。メディカルツーリズムという言葉を使っていいのかどうかは別

として、それを目標としたところもあるわけなんですが、そういった全てを含んで白馬自体を世

界のブランドにして、さらにそれを情報発信していきたいというのが、村長公約の中のある程度

具体的なところでありますので、白馬ブランドというふうにいいますと農作物とか特産品という

ふうに限られそうなイメージでありますけれども、白馬自体をブランドとして展開していきたい

と。そのためには先ほど申し上げた個々のものを特化していきたいというところであります。ご

了承いただきたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 私の勘違いでしたけど、ローラースキーコースの増設については考えてい

ないと。今つくったものについては活用していくという考えで伺いました。 

 時間の関係で次の質問に移ります。次は村政運営について、私のほうから３つぐらい提案した

いと思います。 

 １点目は、白馬の自然を生かした事業の拡大と人づくりの提案です。今進行中の平川小水力発

電規模の事業を拡大し、数カ所で実施する考えはないかと。また、大町市のＮＰＯ法人が行って

いる１キロワット以下のミニ小水力発電を実施する考えはないか。 

 もう１つの事業は上越市や山ノ内町、野沢温泉村などでも最近始まりましたけど、雪を利用し

た雪室や冷房などエコエネルギー事業を白馬村でも実行して、経済と地域の活性化、雇用の創出

を図る考えはないかということです。 

 それから、こういう事業をやるに当たって、それからまたこの事業以外にも若い職員のアイデ
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アとか企画を生かした事業を始めたいと。また庁内で若い職員の勉強会グループもできたと聞い

ています。そういう人たちを企画委員会で目にかなえば当人を、夢のような話ですけど、海外も

含めた先進自治体へ派遣して、しっかりそこで勉強してきてもらって、それで白馬へ持ち帰ると。

そういうような人づくり事業を始めて、職員のやる気と能力をアップしていくと、そういう事業

も考えたらどうかという１つ目の質問です。 

 ２番目の質問は、下水道問題で失墜した村政の信頼回復の提案です。村長選に関して新聞社が

有権者アンケートを行いました。その中で「村政に望む政策は」との問いに対して、１位観光の

振興、２位高齢者福祉の充実、３位に下水道受益者負担金の未収金欠損問題の徹底解明が続いて

います。つまり、村民は村が３月に作成した受益者負担金事務改善報告書、５月に住民説明会を

行いましたが、それでは不十分だということのあらわれだと思っています。また、この問題を事

務作業の不手際から起こった問題だけで片づけるのでは、ちょっと納得できないというあらわれ

でもあると思います。また、村が報告書を下水道事業団に検証、評価を依頼していますが、それ

だけで本当に納得はやっぱしないと思います。 

 村長はこのアンケートのお願いをかなえるように、やはり多方面から徹底解明を進めることが

本当の意味の信頼回復の近道だと思います。この見解を伺います。 

 ３点目については、村民の命と暮らしを守る提案ですけど、防災問題です。６月議会でも

ちょっと質問をしましたが、まず１点目は最近の異常な気象状況と災害規模の大型化が日常化し

ています。このような状況の中で白馬村でもいつ発生するかわかりません。 

 そこで、村民の命と暮らしを守る観点から、村で作成した防災ハザードマップの再配布、これ

はもう２年前に配られたものですからもうないと。それ以後に移住してきた人もいます。そうい

う意味を込めて再配布と。それから地区ごとの説明会、ハザードマップを見るだけではわからな

い点が多々あります。ですから、地区ごとの説明会を開催すべきと考えますが、実施しますか。 

 それから２点目は、白馬村で策定した職員災害時初動マニュアルについての訓練は、前回の議

会の答弁ではやったことがないということですが、いざ事が起こったら村の対策本部のかなめに

なります。早急に一度、職員が全員庁舎にいるときじゃなくて、一度いない勤務時間外、日曜日

でも土曜日でも、夜でもいつでも結構ですけど、初動マニュアルが本当に機能するのかどうか、

総点検する意味からも一度訓練すべきだと思います。以上３点について村長の答弁をお願いしま

す。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） お答えをいたします。１つ目の質問でございますが、白馬の自然を生かした

事業拡大をすべきという加藤議員のお考えに、私も賛同をするところであります。特に、小水力

発電については、来年度稼働予定の平川小水力発電施設には大いに期待と関心を寄せているとこ

ろであります。自然環境への負荷が少ない発電システムに前向きに取り組むことは、時代の要請



 

― 67 ―  

かとも考えております。ただ、平川規模の施設を数カ所というご意見には、平川発電所施設の建

設事業費が４億円もの多額であり、県営事業ありきで施工にこぎつけた経過からすると、直ちに

とりかかるのではなく、平川施設の稼働後の状況を見きわめながら進めるのが現実的と考えてお

ります。来年３月に稼働ということであります。 

 また、１キロワット以下の小水力発電についても、身近な自然エネルギーの活用例と注目をし

ております。松本市では波田汐の水を利用した０．８キロワット規模の発電施設波田水車をつく

り、水車の性能を検証したり、住民に環境を考える施設として活用していると聞いております。

水利権の問題、費用対効果の課題等ありますが、村でもこうした取り組みができないか検討して

まいりたいと思います。 

 次に、利雪事業についてでありますが、低温貯蔵施設や雪冷房システム等、雪国の自治体で取

り組んでいることは承知をしております。白馬村でも雪室を利用して農産物に付加価値をつけよ

うと取り組んでいる法人もあります。こうした自然環境エネルギーの活用は、ますます重要に

なってくると認識をしておりますので、雪に限らず太陽光、木質バイオマスなど多面的に検討す

べきと考えております。 

 次に、海外も含めた先進自治体へ派遣するなど、職員のやる気と能力アップを重ねる人づくり

事業についてでありますが、地域づくりは人づくりとか、地域づくりは人によって決まるなどと

言われております。特色のある地域づくりをして元気になった自治体には、必ずと言っていいほ

ど、その担当の職員はとても熱心でありました。職員研修のところでも答弁をいたしましたが、

今年度計画されている研修以外にも接遇研修などを行っていきたいと思っております。白馬村役

場職員は、かなり優秀であると私は思っております。その能力を十分に発揮をしていただくよう

な研修制度を具体的に今後検討してまいります。 

 ただし、加藤議員が例えで言われているように、海外の先進自治体への派遣を含めた長期派遣

については、現在の職員の人員体制では問題点がたくさんありますので、今後検討をさせていた

だきたいと思っております。 

 ２つ目の質問でございますが、白馬村公共下水道受益者負担金事務改善報告書の客観性を担保

するために、地方共同法人日本下水道事業団に検証、評価を委託してまいります。委託業務の内

容といたしましては、徴収事務手続の点検と見直し、そして受益者負担金条例及び附属規定の見

直し及び改正に関することであり、検証、評価の結果次第では関連条例の規則なども見直しをす

る場合もあると思っております。そういった中で迅速に対応してまいりたいと考えております。 

 ３つ目の質問でありますが、防災関連に関して防災ハザードマップの再配布と地区ごとの説明

会の開催と防災無線の拡充についてでありますが、まず防災ハザードマップにつきましては地震

や洪水、土砂災害といった自然災害による被害を想定し、その被害範囲を地図化するとともに、

災害時への備えや避難所、避難するときの心得などを再確認していただくことを目的に完成した
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もので、万が一のときの備えとして役立てていただきたいことから平成２４年３月に全戸に配布

をしてございます。 

 今年７月の南木曽町や８月には広島市で甚大な被害をもたらした土砂災害を受けて、内閣府、

消防庁、国土交通省から土砂災害危険箇所や避難箇所の周知、避難勧告などの情報伝達方式や住

民の情報収集方法や、とるべき避難行動について周知を行うよう県に要請があり、先日、県によ

る土砂災害警戒情報に関する説明会が開催され、１週間以内をめどに周知を開始し、継続的に実

施をするよう説明がありました。 

 これを受けて村でも、「もしもの時のために…今一度ご家族で確認を！」と題し、避難の目安

や災害に備えての準備品、避難所の一覧、情報の入手先などを記載したチラシを作成し、今月

１０日の朝刊に新聞折り込みをしたところであります。その中で、防災ハザードマップの希望者

には無償で配布をすることとしておりますが、再配布の要望が多い場合は検討をさせていただき

ます。 

 次に、説明会の開催につきましては現段階では考えておりませんが、防災についての理解を深

める上での説明会の重要性は十分理解をしております。今後、防災ハザードマップなどの大幅な

見直しが行われた場合は、対象地区に対する説明会を行ってまいりたいと考えております。また、

白馬村でも１０月１９日に白馬村で防災訓練を計画しております。 

 次に、防災無線の拡充につきましては今のところ計画はありませんが、同報系防災行政無線を

補完する情報伝達の手段の１つとして、大手３社の携帯キャリアの携帯端末に対し、災害情報と

して避難勧告や避難情報などをメール送信することができるエリアメールサービスがありますの

で、ご活用をいただきたいと思います。 

 次に、職員災害時初動マニュアルに基づいた訓練でありますが、職員については有事の際にと

るべき行動については、職員災害時初動マニュアルに勤務時間内、勤務時間外、夜間などの時間

帯別、地震や大雨、洪水または大雪などの災害別に細かく記載されており、例えば大雨警報が発

令された場合には総務課、建設課、農政課の関係３課により４班体制の班編制により、順番にこ

のマニュアルに沿って警報が解除されるまで役場で待機をし、情報収集などの状況把握に当たっ

ております。 

 また、震度４の地震が休日等に発生した場合には総務課、建設課、農政課の職員は全員、その

他の課については課長または係長が出勤することになっております。震度５以上の場合は全職員

が招集されることになっており、来月５日には大町市で県の総合防災訓練が行われ、消防団を中

心に参加することになっております。 

 また、一般財団法人消防科学センター主催の市町村職員を対象とする市町村防災力強化出前研

修があり、村では地震発生直後の初動期を想定をした災害対策本部の設置、運営演習訓練を予定

しております。その中で防災災害時期初動マニュアル等についても検証をしてまいりたいと考え
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ております。以上であります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は答弁も含め、あと１３分です。

質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 長い答弁でちょっと組み立てが変わりますけど、よろしく。最初に重要な

ところから質問したいと思います。 

 ２点目の下水道問題ですけど、今村内でやはり村政に対しての信頼が失墜しておると。それを

どうしたら回復していくのかと。それから村長選挙の中でも、この問題が３位にランクされてい

たという事実から、村のほうでは下水道事業団に依頼したと。依頼したんですけれども、依頼す

るに当たってどんな書類、何を渡して依頼したんですか。まず、そこをお聞かせください。 

議長（横田孝穗君） 下川村長、答弁をお願いします。 

村長（下川正剛君） 加藤議員、したのではなく、これからするわけでありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。今の質問に対しては担当課のほうで説明をいたしますので、これからす

るということでありますので、お願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 下水道事業団への委託の関係について補足させていただきたいと思

います。今回の議会のほうにも委託料につきましては、補正予算ということで上程させていただ

いております。お認めいただきましたら直ちに事業団のほうと正式な委託契約を結び、検証、点

検のほうをしていただきたいというふうに考えています。 

 ただし、もう既にせんだっての６月議会の後にも前村長が申し上げましたとおりに、事業団に

対して、この改善報告書につきまして検証、評価を依頼するということはお答えしております。

既に下水道事業団のほうには、私どものほうからコンタクトをとりまして、おおむねの内諾をい

ただいているものでございます。 

 下水道事業団の中には各下水道事業に対するいろんな支援制度がございます。実質的には下水

道の終末処理場の建設とか、設計とか技術的なことが多いわけではございますが、そのほか下水

道事業の運営に関するいろんな研修制度というのをやっている部署がございまして、その中では

事務的なものになりますと計画設計や経営とか、そういったものについても研修制度を設けてお

ります。研修制度という呼び方を事業団のほうではしております。 

 そういった中で、適正な受益者負担金の適正徴収等の総合支援というような研修メニューとい

うようなものもございます。実際の内容としましては、対応や未納徴収金の債権管理とか徴収事

務手続の点検とか見直し、それから受益者負担金条例、使用料徴収に関する条例、規定等の見直

し及び改正に関することというようなものを研修を行っているわけでございます。そういった中

のものにつきまして、私どももこの事務改善報告書を見ていただきまして、徴収事務手続の点検

及び見直しとか、受益者負担金条例及び使用料徴収に関する条例、規定の関係の見直し、それか
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ら改正に関することというものを見ていただく予定でございます。 

 具体的にこの研修センターの中に加藤教授という方がいらっしゃいまして、恐らく日本の中で

はこの方が日本の中では第一人者であるというふうに、これは県のほうからもご推薦をいただい

ている教授がいらっしゃるわけでございますが、既にこの教授ともお会いしてございまして、た

またま７月のほうに長野市のほうに、別の研修でいらしたときに時間をつくっていただきまして、

私どもお会いいたしましてお願いをしてきているということでございます。 

 加藤教授のほうからは、当然私どもの事務改善報告書を全てホームページで公表しております

関係から、教授のほうはせんだって一通り目をもう通しているというようなお返事はいただいて

いるところではございますが、何分この議会が終わり次第、お認めいただき次第正式な契約とさ

せていただきまして、評価等をしていただくという予定になっているものでございます。以上で

す。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 今書類としてはインターネットで大体報告書などが載って、それを中心に

検証していただくという話ですけれども、これ以外に一番基本になる下水道事業の歴史といおう

か、下水道事業を始めたときの工事のときに用いた排水区域図、それから賦課対象区域図、それ

から徴収猶予図、それから時効図、そういうような地図及び書類なども提出するおつもりですか、

いかがでしょう。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 必要に応じまして事業団と話をしながら、そういった必要な書類に

ついては提供しながら改善に努めてまいりたいというふうに考えているものでございます。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） それから、この受益者負担金事務改善報告書の概要版がありますけれども、

この中の３ページの諸問題の要因分析というところがあります。その中のまず３ですけど、制度

的要因というところに、賦課徴収を始めて８年目となる平成１３年度に賦課方法を変更する条例

改正などが行われたことにより、制度を複雑にしてしまい、受益地の適切な管理を困難にしたと

書いてあります。この条例改正が行ったときの会議の内容、それから行政を行うに当たってのメ

リットととかデメリットとかいろんな討議が庁内でされたと思います。それからまた制度を複雑

にしてしまったという、その原因など。それから受益地の適切な管理が困難になったというとこ

ろなどの資料も事業団のほうへ提出する考えはありますか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 先ほどお答えしたとおりでございまして、必要に応じてあるものに

つきましては当然見ていただいて検証を進めるというものでございます。 

 それから、この受益地の適正な管理を困難にしてしまったという当然事務改善報告書の諸問題
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の要因分析の中にうたわせていただいたものに関しましては、現在ですね、受益者負担金の中で

特に徴収猶予となっている土地がございます。一般的には農地が多いわけではございますけれど

も、そういったものに関しまして更新申請ということが、今までは行われていなかったという反

省点がございます。そういったところから猶予事由がなくなった場合に、連絡がなかった場合等

はですね、徴収猶予を解除して受益者負担金を賦課しなければいけないことが想定されるわけで

すけれども、こういったものが少しできていなかったという反省点がございまして、これを防ぐ

ためにですね、現在その受益者負担金、猶予されている皆様に関しまして更新申請というお願い

をしてございます。 

 本年度は神城地区を予定しておりまして、せんだって各受益者の皆様に更新申請のお願いとい

う通知を出させていただいております。この更新理由につきまして、また申請をしていただきま

して、その内容を私どもが確認いたしまして、必要に応じましては現地確認等を行い、例えば将

来、完全に家を建てる計画がないような農地とかですね、そういった山林につきましてはですね、

場合によっては排水区域から除外するというようなことを検討していきたいというふうに考えて、

現在取り組みを進めているところでございます。 

 いずれにしましても、適切な賦課や徴収が行えますように、この機会に関係書類をしっかり整

備いたしまして、皆様の信頼回復に努めていきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は答弁も含め、あと３分です。質

問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 今の概要版の４のその他の要因というところに、排水区域の設定に不可解

な点が多いということも記載されています。この排水区域の設定に不可解な点が多いという意味

合いからも込めて、先ほど言ったいろんな諸図を提示して、本当に適正に行われたかどうかとい

うところを下水道事業団に検証してもらう。ただこちらの手前勝手な判断で、これはいいだろう

というような感じで示す示さないのでなく、全てを洗いざらい出して検証をすると、そういう態

度で臨んでもらいたいと思います。 

 それで質問ですけれども、こういう調査、２０年来の事業の調査ですから、こういう排水区域

の管理、それから設定の仕方などは、はっきり言えば現地を見なきゃわからないところが多々あ

るんですよね。その事業団の方に現地視察もしていただく、そういうつもりはおありなんですか、

どうなんですか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 現地視察ということでございますけれども、まだ何分そういったも

のの必要性があるかどうかということもわかっていない段階では、ちょっと現在お答えできませ

んが、もしそういったものが必要であるということであれば、当然そういった作業も必要になる
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のではないかとは思っておりますが、現在想定している範囲では、当村のほうには３回ほどお越

しいただきまして点検業務をするということが、見積もりの中ではいただいて予算計上している

ものでございます。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１番（加藤亮輔君） 最後の質問になろうかと思いますけれども、この問題が起こったときは、

現村長は議長という立場で、この問題解決のために奔走されたと思います。また公約の中でも村

を変える、停滞から前進ということを訴えて村長になられたと思います。 

 つまり今下水道事業団へ検証を依頼するというのは、前の村長の仕事の続きだと思うんですよ

ね。村長自身、新たにこの問題を早く解決する、信頼を回復するためにどのような検証及び方策

を考えているのか、最後にご答弁願います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、下水道事業団へその委託をするということは、前村長がという話があり

ましたけれども、私も先ほど加藤議員の質問にありましたように委託をもうしていたと、こうい

うふうに思っておりました。 

 そういった中で、村長になってきてみて、今度の補正予算で上がってきたわけではございます

けれども、いずれにいたしましてもこの事業団に委託をしてその調査をしてもらう、このことが

一番大事だと思っております。そのことの回答が来年の３月くらいには調査が終わって、そして

また議員の皆さんにそんな報告ができるというような、そういった進め方で対応してまいりたい

と、こういうふうに思っておりますので、いずれにいたしましてもこの件につきましては事業団

の調査の報告を待って、また対応してまいりたいということでありますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。加藤議員の質問時間が終了いたしましたので、第２番。

加藤亮輔議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから１時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ０時１０分 

再開 午後 １時００分 

議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第７番篠﨑久美子議員の一般質問を許します。第７番篠﨑久美子議員。 

第７番（篠﨑久美子君） ７番、篠﨑久美子でございます。夏のシーズンも終わりまして、白馬村

でもいよいよ秋の行楽シーズンを迎えています。この夏は残念ながらお天気がなかなか安定せず、

入り込み状況もかなり厳しいものである、落ち込んでいるということを昨日の観光局との懇談会

の中でもお伺いをいたしました。天候に左右されやすい白馬の観光の弱点、これは昨日第１回が

行われました白馬村観光地経営計画策定委員会の委員の中からも言葉が出ておりましたけれども、
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こういった白馬の弱点が如実にあらわれたものと言えるのではないかと思いました。秋のシーズ

ンを迎えて少しでも好天が続き、来村される方が増えることを私も直接観光関係者ではございま

せんが、おもてなしの心を持って期待するところでございます。 

 また、残念ながら本年は熊の出没が相次いでおり、被害に遭われた方が出るという事態にも

なってしまいました。今後特に登下校などの児童・生徒を初め、お客様にも影響が出ないことを

願っております。行政もスピード感を持って今までもでき得る限りの対応をしてきたと思われま

すが、引き続きのさらなる対応を望み、また自分たちも意識を持って気をつけていきたいと思っ

ております。 

 さて、本日は通告に従いまして３つの内容に分けて質問をいたします。まず最初に、村長の公

約につきまして、２番目に介護保険改正にともなう地域福祉について、３番目に村の自然および

歴史文化的財産の保全、保護についてでございます。それでは早速質問に入ります。 

 まず最初の質問です。村長公約に関連しましてお伺いをいたします。 

 新たに村政を担うことになられた下川村長は、「広報はくば」などの住民に向けた就任の挨拶

においても「白馬を明るく元気な村に」をスローガンに掲げています。そして観光、農業、教育、

福祉など関連して５つの公約を掲げていらっしゃいます。そのうち関連しまして幾つかをお伺い

したいと思います。 

 まず最初です。公約のうち行政組織の活性化への前進のところにある役場職員と一体になった

住民サービス、住民の声を行政に活かすシステムづくりを掲げていますが、この「村民の声を行

政に活かすシステムづくり」について、具体的にはどのようなものをお考えになっていらっしゃ

るかをお伺いしたいと思います。 

 また、住民に対して情報発信をしていくことは、もう時代の流れ等とともに当然のことでござ

いますし、かつますます重要性を増してくることと思われます。しかし、公約からはそのあたり

はなかなか読み取れません。この住民への情報発信のあり方についてどのようにお考えになり、

実行していくおつもりであるかをお伺いいたします。 

 次に、先ほど津滝議員の質問にもございましたが、少子高齢化、人口減少、定住促進などに対

しては、どのようにお考えになっているかをお伺いいたします。先ほどの話のように、白馬村も

実は消滅する自治体、全国で消滅する自治体が８９６自治体あるということが本年の５月ですか

ね、日本創生会議の中のストップ少子化、地方元気戦略において発表されて、非常な衝撃を受け

ました。 

 白馬村もこの中に入っているということでございます。これについては２０４０年ということ

が１つの指標の年度になっておりますけれども、今からちょうどこれが２６年後ということであ

れば、もう定住促進、少子化対策に対しては、今からもう手を打っていないとどうにもならない

ということはもう自明の理でございます。ここについては危機感を持って望むべき重要な課題と
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思いますので、これについてお伺いをいたします。 

 ３番目、公約においては図書館の増設、あるいは新しい道の駅の構想など大型の公約が示され

ておりますが、それを実行していくには当然に計画性を持って、財政的な裏づけを考えていかな

ければなりません。平成２５年度決算、このごろ審査が終わりましたが、監査委員から出されま

した決算審査意見書においては、今後においては共同調理場、ジャンプ競技場の改修など多額の

費用が必要な事業も予想されるので、中期長期的な財政計画により事業を円滑に進めていただき

たいという意見が載っています。 

 また、村税収入の柱である固定資産税に関しては、安定的な税目である反面、急激な増収は見

込めないものでもございますし、産業の落ち込みにより、その徴収率はなかなか上がらない、苦

労しているところでございます。新年度からは特に村長公約の決断と実行というものがなされて

いくことと思われますが、この事業を実行していくときに財政状況とのバランスについては、ど

のようにお考えになっているかをお伺いいたします。 

 最後になりますが、社会経済の持続性の観点から、また住民の誰もが主体となったむらづくり

等々を考えますと、女性や若者たちが自主的、能動的に行動でき、個人の能力を十分に発揮して

もらうことがさまざま場面において大切であり必要であると思います。しかしながら、なかなか

女性や若者の声が行政まで届く機会や、その能力を遺憾なく発揮できる場というものも限られて

いるのが現状ではないかと思われます。今後の村づくりにおきまして、女性や若者の登用やその

参画についての村長のお考えをお伺いいたします。 

 以上４点お伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 篠﨑久美子議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

 まず、第１に村長公約についてであります。村民が行政に求めるニーズを的確に把握をし、施

策に反映させることは行政運営にとって重要であると考え、公約で「村民の声を行政に活かすシ

ステムづくりを目指す」と申し上げました。現在は、村民からの村長への提言、各団体からの要

望、地域役員懇談会での要望、苦情などがあり、これらの政策、施策に生かせる意見を調整と申

しますか、会議などで協議をできる仕組みづくりを進めてまいりたい。その中には当然先ほども

申し上げましたけれども、縦割りだけではなくて横の連絡をとりながら調整をしていく。そして

それにはどうしても企画というようなことが重要なポイントとなってまいります。そんなことを

進めてまいりたいと、こんなふうに思っております。 

 また、住民への情報発信のあり方の考えでありますが、現在白馬村ホームページ、「広報はく

ば」、ユーテレ白馬、行政無線などで情報発信を行っているところでありますが、情報発信に際

しては多様性を保持しつつ信頼性の高い情報収集し、村民に対して迅速に提供できる枠組みを整

備することが必要であると考えます。 



 

― 75 ―  

 次に、少子高齢化の問題でありますが、人口減少、定住促進などに関しての対策でありますが、

少子高齢化及び若者の定住化に向けては出会いから結婚、出産、教育まで子育ての支援や定住意

向のある人々のニーズを把握し、若者の定住化促進の総合的な環境整備を図ってまいりたいと

思っております。具体的な施策については十分に検討の上、総合計画にうたってまいりたいと考

えております。 

 次に、大型事業の実施に当たり、財政状況とのバランスについてであります。保育園の増築に

ついては、平成２７年度から始まる子ども・子育て支援新制度に対応するための白馬村子ども・

子育て会議の中で、未満児の受け入れ数について議論をしていただいている最中であります。こ

の結果を受けるとともに、ニーズの多い未満児保育の対応については建設ありきではなく、保育

等事業者として新たに認定することができることになる小規模の地域型保育事業者の可能性の把

握や既存の公立、私立の施設状況も勘案し、受け入れ方法を判断してまいります。 

 また、図書館整備については基本計画に調査検討を行うとうたわれ、現在図書館協議会で調査

研究中であり、検討委員会への移行する中で事業着手を目指してまいりたいと考えております。 

 道の駅については、農産物や加工品の販売、観光情報の提供など、農業や観光の分野において

極めて重要な機能を持つ施設でありますが、現状では施設及び駐車場のスペースが狭く、道の駅

の機能との効果が十分に発揮できない状況であります。こうしたことから公約の中に「新しい道

の駅構想の推進」を掲げたところであります。 

 私の村長就任前からの地域高規格道路の白馬ルートを計画にあわせ、新たな場所に道の駅を建

設する構想案がありましたので、引き続き建設計画を前進してまいりたいと考えております。 

 基本計画に示された具体的な施策を実施するために、毎年度の事業計画、予算編成の指針とな

る短期の計画である実施計画を策定し、３カ年のローリング方式で計画の見直しがされている中

で厳しい財政状況を考えると、現計画への追加は難しいと思われますが、事業の見直しや調整、

特定財源の確保などをすることにより、公約実現に向けて取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、村づくりにおいてでありますが、女性や若者の登用、参画についてでありますが、聞く

ところによると審議会等の委員公募要綱に基づき公募をしても応募者が少ない、特に若者に関し

ては応募者がいないという課題がありますが、積極的に若者や女性の登用、参画を推進してまい

りたいと考えております。 

 篠﨑久美子議員の１つ目の一般質問の答弁であります。以上であります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） 特に財政とのバランスについてお伺いをしたいと思うんですけれども、

ご自分として現在の白馬村の財政を見たときに、目標とされる数値的なものはあるんでしょうか。

財政調整基金等々についてはどれぐらいをという、今現在のものを見てどれぐらいをというよう
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なものはあるんでしょうか。その辺をお伺いしたいと思いますし、特に今お伺いしますと先ほど

の加藤議員の答弁の中で未満児保育については来年度から、建設することなく認可するという形

で実施をしていきたいということはお伺いしました。 

 次に、図書館とかあるいは夢白馬、道の駅構想ですね、そちらのほうの話も今出ましたけれど

も、これは４年間しかございません。それでもう既に秋、冬に入っておりますので、もう来年度

の施策を決めて、予算をつくっていかなければいけない時期に来ているわけですけれども、特に

この中でどれを真っ先にやりたいと思っていらっしゃるのか、あるいは図書館についてはいつご

ろまでを目標にしているのか、夢白馬についてはどれぐらいを目標にしているのか、その辺をお

伺いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、財政基金の関係について質問がありました。今基金については総額で

１５億というような数字が基金としてあるわけでありますけれども、この目標についてはいずれ

にいたしましても、大北の町村の中では白馬村の基金の積み立てが一番少ないというような状況

でありますが、いろいろな経済対策等々を進める中で、基金が造成をされてきているわけでござ

いますけれども、いずれにいたしましても基金はこれは多くあったほうが、もしものときの災害

等々の関係について幾らでもあったほうがいいわけでありますけれども、先ほど言われたように

図書館の問題とか、それから学校給食の調理場の問題、いろいろな真っ先に手をつけなければい

けない給食の共同調理場の問題があるというようなことを村長に就任してからお聞きをしている

ところでありますが、まず真っ先にはそういったところに手をつけていかなければいけない。も

う喫緊の課題だというふうに考えております。 

 そしてまた図書館につきましては、前の村長さんもそうでありますが、どうしても図書館を建

設したいという、そういった思いがあるわけでございますが、この関係につきましてもいつまで

にということは明確には言いませんが、できるだけ早く私の前半の任期中には方向性を出して、

そして進めてまいりたいと、このように思っております。 

 そして今の基金の関係でございますが、いろいろな基金を取り崩すことなく、できることなら

有利な国の予算、それから県の補助金等々検討する中で進めていきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） 先ほど最初のほうの住民の声を生かす庁内のシステムづくりというよう

なところでお話をお伺いしました。企画ということを考えて横断的なものをということでござい

ましたが、合同演説会においてはチーム白馬というような言葉もちょっと出ておりましたけれど

も、ややトーンダウンしているのかなという感じは否めないんですけれども、例えば定住促進で

ありますとか観光、あるいは人口減少に対しても定住促進という面もございますけれども、これ
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から縮小していく社会にどうやって対応していくかという、コンパクト化していく村に自分たち

がどう対応していくかということも、もう考えなければいけない時期になっていると思います。 

 それにつけてもやはり１つ、きちんとした係を決めて、そしてまた例えばですね、各種関係者、

例えば定住でいえば、いろいろな民間の方たちも交えた中で定住を促進、あるいは人口減少とい

うことは、こういうことが影響としてあるんだ、どうしたらいいのかって、この問題点の共有を

して、やはり次に向かっていくべきだと思うんですね。なので、係を決めると同時に、やはり村

民を巻き込んだ協議会的なものを至急に立ち上げていかないと、先ほど総合計画の中にうたい込

んでいきますというお話もございましたが、総合計画は２８年度からだとたしか思います。それ

だと私は遅すぎると思っておりますので、ぜひそこのところを早めにつくっていただけたらと

思っております。 

 ごめんなさい、時間もありませんので次にいきたいんですが、１つお伺いしたいのは先ほど加

藤議員のお話にありましたけれども、公約の中のどこにも下水道受益者負担金問題についての言

葉が出てきておりません。 

 先ほどの答弁の中には幾つかのお返事があったわけでございますけれども、受益者負担金事務

改善報告書の中にあります加入分担金賦課の部分においては、加入分担金制度は多くの問題点を

はらんでいることから、制度の見直しを検討しますと。先ほどこれのお話も出ました。ここの部

分に関して、これは条例の第１１条でございますね。下水道条例第１１条、未納金等の取り扱い

について、「排水設備を下水道に接続しない土地で負担金の一部又は全部を３年経過しても支払

わないときは、加入金規則に賦課がえをすることができるものとする。」ここのところが結局分

担金となってきているわけでございますけれども、ここの１１条についても見直しというものは

要するに廃止も含めた見直しを考えていらっしゃるのか。これは６月の議会のときに担当の係の

方から廃止を含めていますというふうにいただいております。村長となって、政権が新たにかわ

られたわけですけれども、ここの部分について廃止も含めた見直しという意味で継続しているの

か、それをお伺いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 篠﨑議員のこれは通告には入っておりませんけれど、村長のほうでそれにつ

いてわかる範囲でお答えいただきたいと思いますが。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今の下水道の関係につきましては、今、廃止を含めてということを言われま

したけれども、そのように私は理解をしております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） この下水道問題のところに関しましては、１つ１つ今現在担当課のほう

で規則なりを実際に即したものに変えていって、少しずつその滞納処分であるとかいろいろな事

務の改善処理だとかということをしてきているのはもう事実で、私どももそこのところはよくわ

かっているつもりです。 
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 ですが、これは実は平成２３年９月にこの議会で初めてわかったことでございます。もう足か

け３年、２３、２４、２５、２６、ごめんなさい、４年ですか。そうしますと、これはいつまで

も引き延ばす問題ではないと私は思います。幾つかのまだまだ見直しの中に自分たちでもって課

すべきこと、例えば村税等の徴収体制の一元化について検討します等々難しいことも出ているわ

けでございますけれども、大体いつごろをめどとして村長としては収束を、収束と言いますと変

ですけれども、解決を図っていきたいと思っていらっしゃるのか、時期的な部分についてお伺い

したいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今の関係につきましても、先ほど加藤議員にもそういう説明をしたと思いま

すけれども、この下水道事業団に調査を依頼し、そしてできるだけ早いうちに３月ころをめどに

皆さんにその報告をしたいと、こういうふうに思っておりますので、そんなことで取り組んでま

いりたいと、このように思っております。 

 今、どのような調査結果が出てくるかは今のところわかりませんので、今事務方ではそれぞれ

進めているわけでございますけれども、ああいった公的な、公的なというか調査機関のほうでい

ろいろな事案が出てくるかと思いますが、そういったことを踏まえてできるだけ早くに、遅くと

も３月までには皆さんに報告をしてまいりたい、このように思っています。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） それは日本下水道事業団にお伺いをしたり、あるいは係争中のものがあ

るということで３月ということが出てきていると思うんですが、そうではなくて私がお伺いした

のは、村としてという意味です。内部的に例えば今私が言いましたように村税等の徴収体制の一

元化等については、別に下水道事業団のところの返答を待つということではないと私は思うんで

すけれども、そうしますと大体これからどれぐらいのうちに、そういうところまで全部見直しを

かけるんだというふうに村長のほうで思っていらっしゃるのか、お伺いをしたいということです。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 先ほど言ったように下水道事業団のほうでどういった指導というか、報告が

あるかわかりませんので、そういうことも踏まえて解決をしていかなければいけないというふう

に思っておりますので、それ以上のことは私は言えませんが、いずれにしても任期前半には何と

かこの問題については解決をしてまいりたいというふうに考えております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） 任期前半ということは、今から２年後以内ということでございますけれ

ども、できるだけ早く事務方も大変な仕事をしておりますので、村長もできるだけ早くというこ

とで対応に当たっていただけたらという、そういうお気持ちで当たっていただけたらと思ってお

ります。 
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 次、それでは大きな２番目の質問に移りたいと思います。介護保険改正に伴います地域福祉に

ついてお伺いをいたします。 

 平成２７年４月からの介護保険の改正におきましては、医療と福祉が連携した地域包括ケアシ

ステムの構築が義務づけられました。猶予期間は設けられているとはいえ、一応そういう形に

なっております。来年度では、広域連合では第６次の介護保険計画が、そして村ではまた高齢者

福祉計画が新たに策定される年度でもございます。そこで、以下について幾つかお伺いをいたし

ます。 

 平成２５年度の実態調査結果から地域の実態やニーズをどのように把握されているのかをお伺

いいたします。 

 次に、平成２７年度介護保険制度改正においては、介護予防給付の訪問介護、通所介護を地域

支援事業に移行させるとともに多様な看護予防、生活支援サービスの拡充を図ることが盛り込ま

れています。この改正が住民に与える影響についてと、また広域連合との連携の中で地域実情に

合わせた村のサービスの方向について、どのように考えているかをお伺いいたします。 

 ３番目といたしまして、国のガイドライン案によりますと、住民主体の多様なサービスの充実

によります要支援者の状態等に応じた住民主体のサービスの利用促進をうたっていますが、住民

主体のサービスについて村としての取り組みの予定をお伺いいたします。 

 ４番目、この改正においても重要な役割を果たします社会福祉協議会の体制強化や連携につい

ては、どのようにお考えになっているかをお伺いいたします。 

 最後になりますが、来年度から新たな計画期間となります村の高齢者福祉計画の策定に向けて

の取り組み状況をお伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） ２番目の質問にお答えを申し上げます。 

 介護保険改正に伴う地域福祉について、介護保険改正に伴う地域福祉についての質問でござい

ますが、まず平成２５年度の実態調査結果から地域の実態やニーズにつきましては、介護保険者

として北アルプス広域連合が行った高齢者等実態調査報告書が今年７月に市町村へ報告され、そ

の中の主な項目の結果を申し上げます。 

 白馬村の調査を行った方、２４２人の生活状況でありますが、独居高齢者世帯の全体の４０％、

介護者の約半数が６５歳以上で、配偶者、息子、娘による介護が約６割であります。介護する上

で困ることは「家をあけられない」、次いで「精神的ストレスがたまる」が上位でした。近所と

のおつき合いは「あいさつ程度」が最も多く３３％、「つき合いはない」が１８％で、地域のつ

き合いの希薄化が心配な結果であります。介護サービスの利用状況等については「満足してい

る」、「どちらかというと満足している」を合わせると１９３人中９０％近い割合で施設入所等

の希望状況では「希望する」が５６名、２３％で、白馬村では大町市が施設入所の希望が多く、
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希望者の半数は独居または高齢者世帯となっております。理由といたしましては、「家族に迷惑

をかけたくない」、次いで、「緊急時の対応面で不安」が上位に位置をしております。 

 今後、介護に必要な施策につきましては、本村では数値的に短期的入所等、一時的入所サービ

スの充実、訪問系在宅サービスの充実、特別養護老人ホーム等の常時介護に対応できる施設の整

備と通所系在宅サービスの充実といった状況であります。 

 最後に、日常生活機能面から見る世帯状況及び地域に望む支援でありますが、買い物や食事の

準備ができないといった回答が１７５人と本村では７２％であり、通院患者の介助の必要性も約

８０％が必要と回答しております。このため地域の人に望む支援として外出時の移動、通院の付

き添い、買い物といった外出関連が多くなっております。 

 次に、介護保険制度の改正が住民に与える影響と広域連合との連携の中で、地域実情に合わせ

た村のサービスの方向性につきましては、現在北アルプス広域連合と構成市町村で検討を重ねて

おり、市町村間でサービス内容や料金に差が出ないように統一できる点は統一し、広域連合の決

定により同時に移行する予定です。 

 なお、移行時期につきましては、今のところ経過措置期間の中で検討しております。住民に与

える影響でありますが、平成２５年度では訪問介護は延べ１１６人、通所介護は延べ３８２人、

要支援者が利用しておりました。移行後も既存事業所での同様のサービスが受けられる予定です。 

 また、加えて現在実施をしている２次介護予防事業まめった講座や１次介護予防事業よりえの

利用や今回の改正で重視をされている暮らしを支える生活支援サービスの利用、住民主体の交流

の場への参加など、生活状況や心身の状況、状態に合わせて必要なサービスが利用していただけ

ますので大きな影響はないものと考えておりますが、制度が変わることに対する不都合や不安が

ないように対応をしてまいります。 

 次に、村の住民主体のサービスの取り組み予定につきましては、住民主体のサービスとは、地

域住民がこの地域で暮らし続けたいと思う姿を描き、さまざまな形で参画をいただき、そこに行

政、専門職及び専門機関並びに企業等と連携して支えていくといった地域の生活支援の仕組みづ

くりを進めることが必要であり、この実現には地域住民による生活支援の担い手として社会参加

が不可欠のため、意識の醸成への取り組みが最優先と考えます。 

 国のモデル事業では、元気な高齢者が虚弱な高齢者をまたは中高年者が年上の高齢者を支援す

る仕組みをつくり、支援する側も役割や出番を待ち、双方に介護予防効果が期待できるとされて

います。 

 本村では、一部地区になりますが、いきいきサロン、ミニデイサービスや健茶会が実施され、

これらはまさに住民主体の取り組みであり、今後このような取り組みを各地区への普及や活動を

維持していただくとともに、住民主体の集える場づくりについても村を挙げた取り組みが必要で

あります。 
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 特に、福祉協議会の体制強化や連携についてでありますが、既に社会福祉協議会では介護保険

サービス事業者として居宅介護支援事業、通所介護、訪問介護の事業を行っており、今後も生活

支援サービスや住民主体のサービスのコーディネートなど社会福祉協議会の持つ幅広い地域の

ネットワークを生かし取り組んでいただくものと期待をしております。しかしながら、限られた

社会資源の中で新たな制度における地域支援事業移行へ対応する事業者やＮＰＯ法人等がない場

合には、体制強化について一考する必要も感じています。 

 最後に、村の高齢者福祉計画の策定に向けての取り組みについてですが、１０月中旬には第

１回の会議を予定しており、年度内には計３回程度の会議を重ね、今年度中の策定を目指してい

る状況であります。 

 なお、介護保険事業者等に対しましては、先行して今年５月の地域ケア会議において現行制度

では対応できない支援についてご意見を伺っており、高齢者福祉計画への反映や来年度以降に向

けて現行制度の見直しや新地域支援事業との関連も大きいことから、整合性をもって検討してま

いりたいと考えております。介護保険体制に伴う地域福祉についてのご質問に対しての答弁であ

ります。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） 特に今回においては質問の中にも入れましたけれども、住民主体のサー

ビスというところがやっぱりポイントになると思います。経費的な部分もあって国のほうではそ

こを進めたいということでもございますし、また高齢者にとっては高齢者も参画をして、自分た

ちも生きがいを見つけていくんだという、そういう意味も含めて多分こういうところが出てきて

いるんだとは思います。 

 しかしながら、そうは言いましても住民ということでございますので民に委ねる、そこの自主

性に委ねるというだけではやっぱり均一的な質の担保、あるいは人為的な数量的な人的な確保の

担保ということが非常に不安になると思いますが、その辺については例えば人員の確保や、ある

いは研修についてはどのように考えているのかお伺いしたいということ。 

 そしてまた、国のほうではボランティアポイントも使えますよというようなこともうたってお

ります。白馬村では、まだ見るところボランティアポイント制度というものはございませんけれ

ども、これについて創設をされてはどうかと思いますが、以上２点についてお伺いをいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。吉田健康福祉課長。 

健康福祉課長（吉田久夫君） それでは、篠﨑議員からの再質問でございますけれども、まず１つ

目の生活支援の関係につきましては、住民主体ということではありますけれども、まずご指摘の

とおり、村もしくは社会福祉協議会のほうでファシリテーターとなってどのように進めていくの

かというものを説明等していかなければなかなか進まない状況かと思います。この辺につきまし

ては村、先ほど申し上げました社会福祉協議会、また地域包括支援センターがそれぞれ連携をと
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りまして、どのように進めていけばいいのかということを意見交換しながら進めたまいりたいと

思います。 

 また、ボランティアの関係につきましては、現在社会福祉協議会でボランティア登録制度等も

ございますので、この辺は村と社会福祉協議会、先ほどと関連してまいりますので、同様に意見

交換をしながら進めてまいりたいと考えております。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員、質問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） この介護につきましては、村長の公約にもうたっているところでござい

ますので、ぜひ住民が困らないように、高齢者が困らなくて最後まで豊かに暮らせる社会を実現

していただくように、スムーズに移行していただけるようにぜひお願いをしたいところでござい

ます。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思います。最後の質問は村の自然および歴史文化的財産の

保全、保護についてということでお伺いをしたいと思います。 

 村には国の重要文化財として、例えば私が住んでおりますが、三日市場神明社本殿、諏訪社本

殿等を初め、国の指定するものとして特別天然記念物の白馬連峰一帯の高山植物帯、伝統的建造

物保存物指定の青鬼地区、また県の指定するものとしては天然記念物の八方尾根高山植物帯、三

日市場神明社内の銅製の御正体２面、蕨平地区の舟山遺跡等があります。 

 そして村の指定するものとしては、天然記念物ではみんなご存じであると思いますが、ヒメギ

フチョウ、ギフチョウなどを初めとして種を含めて約１６件、民俗資料としましては野平観音堂

の庚坤塔などが６件、有形文化財では切久保神社本殿など１０件、また無形文化財としては青鬼

神社のお祭りである火揉みの神事の１件、史跡としましては三日市場大宮城跡や神城古墳群の

２件、そのほか名勝が１件指定されております。 

 実は、これは私が調べましたところ、これは村の公式ホームページから数字を持ってまいりま

いりました。ですが、議会の総務社会委員会に配付されています紙媒体の資料とは数字が食い

違っております。例えば村宝、村の宝である部分においてはホームページは５件ですが、紙の資

料では９件あったりとか、あるいはその民俗資料等有形文化財について、多分これは確認の仕方

が違うんでしょうかね、数字が１件ずつ違っておりました。これはどういうことかなと思いなが

ら資料をつくったわけでございますが。 

 それはさておきまして、文化財はその時代ごとの自然の営み、あるいは人々の営みを語るもの

であり、また地域の成り立ちや特性を語り続けています。そして、またそこに立ち返って再度構

築するということは一度壊してしまえば、もう不可能なものであるがゆえに貴重で非常に重要な

住民の財産であると思います。対象となるものの性格上、専門的、美術的な配慮が常に必要であ

ると思いますし、また保全するためには調査から始め、保存するまでに非常に長い年月がかかる

という性格のものでございますので、これは一政権にわたるという意味ではなくて、村として非
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常に長期的なスパンで、その視野と姿勢をもって保全保護に努めるべきものではないかと思って

おります。また、このごろでいいますと教育資源あるいは観光資源としての活用も非常に期待さ

れているところでございます。 

 白馬村では国の文化財保護法第９８条第２項の規定に基づきまして村文化財保護条例を制定し

ていますが、その目的を読みますと「文化財のうち重要なものを指定し、その保護・保存に努め

ること」となっております。また同条例の第３条の１におきましては「村はこの目的達成のため、

村民の意識の高揚・啓蒙・保護・保全等の必要な施策を講じなければならない」と明確に規定を

しております。 

 今回、村内におきまして残念な事例が発生したと伺っておりますが、これは村がどのように文

化財の保護、保全に今まで向き合ってきたかという、この姿勢のあらわれでもある、結果である

と私は思っております。文化財を初め天然のものも含め、さまざまな文化的な財産に対する姿勢

は、ある意味その村の文化的水準でありますし、また理事者の意識を示すものでもあると私は考

えております。それでは、次についてお伺いをいたしたいと思います。 

 まず最初に、国の指定、県の指定と合わせまして村が文化財指定しているものにつきまして、

現状把握の方法と調査状況をお伺いいたします。現状把握は常にされていなければならないもの

であると思いますけれども、これについてお伺いをいたします。 

 有形・無形文化財、史跡や名勝などにつきましては、時間的経過によりまして所有者や地域住

民の移動があり得ます。村と当事者間の定期的な確認や啓発が必要と思われますが、どのように

されているのかをお伺いいたします。 

 ３番目に、住民がこれらの財産の存在を知る機会が少ないと思われます。知る機会の提供につ

きましてあわせてグリーンスポーツの敷地内にあります歴史民俗資料館のあり方や活用について

のお考えを伺います。 

 ４番目に、村の貴重で豊かな動植物を初め歴史的、文化的遺産などにつきまして学校教育の中

でも地域を学ぶものとしてもっと活用し、取り組んでいくことが大事だと思われますが、お考え

を伺います。 

 最後に、観光や趣味の多様化の時代を迎えまして、このような村の有形、無形の財産を観光分

野に生かす取り組みが求められていると思いますが、それについてのお考えをお伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 村の自然及び歴史文化的財産の保全、保護についての質問であります。 

 国、県指定と合わせ、白馬村文化財の現状把握の方法と調査状況についてのご質問であります

が、国の指定では重要文化財として三日市場神明社本殿、諏訪社本殿、特別天然記念物として白

馬連山高山植物帯、重要伝統的建造物群保存地区として青鬼地区、特別天然記念物、天然記念物

がそれぞれ２種指定されており、県の指定では天然記念物として八方尾根高山植物帯、県宝、特
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別遺跡が１件ずつ、天然記念物が９種指定されております。白馬村指定の文化財は動植物、有

形・無形民俗資料、史跡等々合わせて３６件指定されており、指定内容については白馬村ホーム

ページに一覧表を掲載し、昭和６２年に刊行の「白馬村の文化財」、平成８年から刊行された

「白馬村誌」を初め、「白馬村レッドデータブック」などでより多くの方に知っていただき、保

護に結びつくようにしてきているところであります。 

 また、保全に当たっては所有者等の維持管理費用もかかってまいります。国、県指定のものは

補助事業を活用し、村指定についても村費単独事業として７５％の助成をして保全に努めてきて

いるところであります。 

 現状の把握については、動植物については担当課が保護ボランティアを募集し、パトロールを

実施しております。県指定の文化財は年２回、県の保護委員と巡回を行っております。 

 その他指定文化財については公民館講座等により、村の文化財めぐりの開催や文化財保護委員

や職員の巡回、所有者、地域の方から通報等により現状把握をしているところであります。しか

し、指定物件が多くありますので、毎年職員による巡回には至っていないのが現状であります。 

 次に、有形、無形文化財、史跡や名勝など、村と所有者等当事者間の定期的確認や啓発につい

てのご質問でありますが、文化財の指定をしたものの多くは昭和の時代であり、篠﨑議員ご指摘

のとおり、指定の申請をしたり、所有者の世代もかわっていたり、構成メンバーもかわっていた

りと変化をしており、中には指定していることが所有者世帯でしっかり引き継がれていないケー

スもありましたので、書類による変更の手続や状況報告などを的確に行われるよう、担当課長に

指示をしたところであります。 

 次に、住民が財産の保存を知る機会の提供と歴史民俗資料館のあり方や活用についてのご質問

でありますが、初めに住民が財産の保存を知る機会ですが、実際に現地を見ていただき、学んで

いただくことが一番大事かと思っております。毎年公民館講座白馬村文化財紀行などをシリーズ

で開催して、多くの村民の皆さんの参加をいただいているところであります。このような講座の

開催や白馬村ホームページの掲載等も今後支障のない範囲で検討してまいりたいと考えおります。 

 次に、歴史民俗資料館のあり方や活用でありますが、歴史民俗資料館は平成２１年度から指定

管理者制度により白馬村振興公社に業務を委託しております。利活用状況を見ても、村民の利用

はほとんどなく、歴史、民俗資料の保存上、望ましい状態とは言えない状況であります。これま

での歴史民俗資料館及び古民家施設が保管する歴史民俗資料を一元化に管理をし、本村の豊かな

自然風土に根差した習慣、先人の知恵を伝承していくことが必要であると考えます。文化財保護

委員に現状を把握いただき、あらゆる角度から検討し、総合的に判断をしていく必要があると考

えております。 

 次に、村の動植物を初め歴史的・文化的遺産などについて、学校教育の中でも取り組む考えは

との質問でありますが、学校教育の関係になりますので、後で教育長から答弁をいたしますが、



 

― 85 ―  

私としては将来において白馬村の主人公になってくれる可能性を秘めた子どもたちには自分の周

囲、ふるさとを愛する人間になってほしいと願っており、成果に結びつくような教育を願ってい

るところであります。 

 次に、村の有形、無形の財産を観光分野に生かす取り組みについての質問でありますが、旅は

２１世紀最大の産業と言われております。日本経済の低迷は村民にも重くのしかかり、暗い影を

落としています。過去の村おこしや地域振興は観光客をいかに誘致するかに主眼が置かれており

ましたが、現在は全国どこへ行っても不況で観光客は激減をしております。多くの宿泊業は宿泊

料を下げ、観光客の誘致をしておりますが、その結果が利益の先細りを生み、地域に還元されて

いないのが実情であります。 

 このことも従来のような観光に立脚する地域開発が限界との示唆かもしれませんが、これから

は数多くの観光客を誘致することによって、地域住民が経済的に豊かになることにより、文化的、

人間的に豊かになろうとする新たな観光客を受け入れ、いかにして未来を切り開いていくべきか、

今こそ真摯に向き合う時期だと考えております。 

 私たちは旅に行くとき非日常的な生活を求め、他の地域文化に触れてみたいと思うはずです。

その際には材料になるのは過去であり、地域が元気になるためには地域に残る文化財を財として

認識し、活用をしていく必要があります。文化財は未来に向けての財産であると同時に過去の人

からもらった宝であります。文化財が白馬にどれだけあって、地元の皆さんがふるさとを学ぶ材

料が文化財で、学ぶ結果が地域の再発見につながり、その延長に観光の芽が出てくると考えてお

ります。 

 私は住民がいいと思う村にしていかない限り、よそからの人が来るわけがないと思います。文

化にはお金と時間がかかります。教育はすぐには実効があらわれません。よい過去の遺産の上に

どれだけ新たな文化が乗せられるか、そうした状況を認識し、もう一度新たな視点で村づくりを

していかなくてはならないと考えております。このことを念頭に文化を基軸として、あらゆる機

関と連携を模索し、地域戦略の一助としてまいりたいと考えております。 

 以上で、村の自然および歴史文化的財産の保全の保護についての答弁を終わります。 

議長（横田孝穗君） 引き続き答弁を求めます。横川教育長。 

教育長（横川宗幸君） ４つ目の村の貴重で豊かな動植物を初め歴史的・文化的遺産などについて

学校教育の中でも地域を学ぶものとして取り組むことが大事だと思われるが、考えはのご質問に

ついて私のほうからお答えをいたします。 

 白馬村教育委員会では、白馬村教育基本目標の１つに伝統と文化を尊重し、郷土を愛する心を

持ち、恵まれた自然景観と自然環境を享受していることに誇りを持ち、自然に対する感謝の心を

育てるということを掲げております。子どもたちが自分たちの住む地域の自然や歴史等を理解し、

住む地域に誇りを持つことは自己の形成に大きな役割を果たすとともに、大きな精神的な支えと
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なります。 

 また、近年のグローバル化の中で、みずからが国際社会の一員であることを自覚し、自分とは

異なる文化や歴史の人々と共生していくことが重要な課題となっておりますが、自分たちの住む

国や地域の伝統文化について理解を深め、尊重する態度、意識があって初めて他の国の伝統文化

との違いを理解でき、敬意を払うことにつながるものと考えております。 

 村内の各学校ではこの教育基本目標を踏まえ、行事や教科学習、総合的な学習等で白馬のさま

ざま自然や文化財を教材として学んだり、白馬に住む方々に教えていただいたり、あるいは一緒

に活動していただいたりと、さまざまな学習を行っております。 

 その一例を申し上げますと、小学校では遠足で長谷寺、観音原石仏群、切久保諏訪神社、青鬼

地区など白馬村の文化財を学ぶ。１、２年生の生活科で木流川や姫川源流に出かけ、白馬村の四

季に触れる。総合的な学習で白馬小唄や白馬の太鼓を学んだり、白馬山とスキーの総合資料館を

見学してスキーの歴史を学ぶ。 

 中学では総合的な学習で、１年生は白馬の自然をテーマに植物、水、山、景色の４つの領域に

分かれて学ぶ。２年生は観光にかかわる事業所に出向き、白馬のおもてなしの心を学ぶ。３年生

は白馬の産業や観光資源を探り、それらを取り入れたツアープランを作成する学習。そして１年

生から３年生とも社会科歴史分野で学習内容に関連する地元の資料やエピソードを取り上げて学

ぶ等の学習を各学校では行っております。 

 これからも学校教育において郷土を学ぶ、郷土の人から学ぶ、郷土の人とともに学ぶ活動を大

事にし、子どもたちが郷土白馬村のよさを感じ、よりよい白馬村にしていこうとする心を育てて

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。篠﨑議員の質問の答弁

は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員の質問時間は答弁も含め、あと５分です。質

問はありませんか。篠﨑議員。 

第７番（篠﨑久美子君） 現状把握につきましてですけれども、例えば今回のことに関しまして言

えば、私にも問い合わせが来ましたけれども、写真がないのかとお伺いしましたら、ないという

ことでした。知っている方はと言ったら、職員の中にも知らないという。それで私が行きました

けれども、私も専門家ではございませんので、覚えている範囲でしかお答えができないという現

状です。 

 これは何年かに一遍は写真を撮るなりして、きちんと例えば史跡なり、そういったものに関し

ては特にですね、動植物に関しては別ですけれども、形のあるものについてはきちんと現状確認

の写真を撮る等のことをしなければいけないと思います。これについてやっぱり条例なり規則に

うたいこむべきだと思います。 

 それについてお伺いしたいですし、この規則についてお伺いすれば、この文化財保護条例第
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１２条の中に施行について必要な事項は規則で定めるとあります。例えば届け出なんかについて

は、どのようにするかというのを例えば規則で定めてあるはずなんですが、私が見た範囲では規

則というものは見当たりませんでした。規則がどこにあるのか、もしなければやっぱり整備する

べきではないかと思います。ここについてお伺いしたいと思いますし、職員についても今ありま

したけれども、職員についても誰も知らないということでは、職員に対しても研修制度をとらな

ければいけないと思いますし、お客様がどこから来ても職員がある程度は知っているというのが

やっぱり観光で生きる白馬村だと思います。 

 また、学芸員的な知識を持った職員が必要であれば、やはり採用するべきであるものではない

かと私は思います。かつてありましたガクモ原は保護の活動があったわけですけれども、

１９７９年のときになくなってしまいました。これは保護活動をされた倉科和夫先生が最後に立

て看板を立てておりますけれども、看板が唯一の抵抗であったと私は思っております。そういう

ことも含めまして、形あるものを今守らなくてどうするんだという思いが非常に強くありますの

で、この２点、条例と規則の部分、あるいは職員の部分についてお伺いをしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。横川教育長。 

教育長（横川宗幸君） 篠﨑議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、文化財条例の規則の関係でございますが、こちらのほうご指摘のとおりまだ整備

されておりません。ということで、こちらのほうは今後整備をしてまいりたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、職員等知らなかったというような部分、また学芸員等専門知識のある者の関係でご

ざいますが、こちらのほうもなかなか文化財、先ほども答弁の中で申し上げましたとおり件数も

非常に多くあります。そのような中でなかなか村の文化財を１件１件回ってのチェックというの

は今の段階では厳しい状況でございます。ではありますが、このような今回の事件等もございま

したので、１年に１回は定期的に巡回するような、そんな指示をしているところでございます。 

 また、学芸員関係については、先ほども村長の答弁の中にもありましたが、村の歴史的民俗資

料館の関係もございます。理事者のほうとも相談をしながら方向を出してまいれればと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいまの篠﨑久美子議員の再質問の件なんですが、過日、職員団体のほ

うで文化財にかかわる研修会を自主的に行った経過がございます。そういった動きを大切にして、

いわゆる村側のほうでも積極的にそういった研修を含めて進めていきたいと思っております。以

上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。篠﨑議員の質問は答弁を含め、あと１分です。篠﨑議

員、質問はありませんか。篠﨑議員どうぞ。 
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第７番（篠﨑久美子君） すみません。例えば城跡でありますとか、古文書というものも実は村内

にもあるんですけれども、そういったものが全く出て、何というんですかね、衆人の知るところ

では実はないんですね。そういったことも調査をして、散逸を防いでほしいと思いますけれども、

そういったもの、史跡あるいは古文書等々歴史的、文化的なものに積極的に村が交友を交わして

いくという姿勢をお示しいただければありがたいなと思いますが、この検討についてお伺いした

いと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。横川教育長。 

教育長（横川宗幸君） 今のご指摘の部分、検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

議長（横田孝穗君） 篠﨑議員の質問時間が終了いたしましたので、第７番篠﨑久美子議員の一般

質問を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午後 ２時０１分 

再開 午後 ２時０７分 

議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第９番田中榮一議員の一般質問を許します。第９番田中榮一議員。 

第９番（田中榮一君） それでは９番、田中榮一です。まず下川村長、今回の村長選におきまして

当選非常におめでとうございます。このたびの村長選挙は非常に激戦であったわけでありますけ

れども、下川村長は当選はしましたけれども、非常に厳しい結果というようにみずから理解をし

ていると私は推測するわけでありますけれども、本当にこれから４年間、重責を担うわけであり

ますけれども、健康に留意されて村のかじ取り役をお願いするものであります。 

 それでは、私は３つの質問を用意いたしました。初めに、村長公約について、それからスノー

ハープ利活用について、それから前任者からの引き継ぎ事項について、この３点をお伺いいたし

ます。 

 初めに、村長公約についてお伺いをいたします。 

 村長はさきの選挙公約で「白馬村を前進させるべき大切な時期に、村の勢いは上昇するどころ

か停滞してしまいました。新たな元気のある白馬村を取り戻すのは今しかありません。私ととも

に白馬を前進させましょう」と観光、住民福祉、農業、教育文化、行政組織、５項目を挙げて決

意を述べておられます。そこで、以下についてお伺いをいたします。 

 １つ目として、停滞したと思われた点と原因はどこにあると考えるのか伺います。 

 ２つ目に、具体的にどのような施策をもって前進させていくのかを伺います。観光産業につい

て、インバウンドについて、健康福祉について、この３点をお伺いをいたします。 

 ３つ目として、行政組織の見直しと住民の行政参加について、どのような考えを持っているの
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かをお伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 田中議員の質問に答弁をいたします。 

 まず、第１点でありますが、村長公約についてであります。停滞したと思われた点について原

因をお尋ねでありますが、停滞した点はさまざま施策において、アイデアがありながらさまざま

問題があったため、その処理に追われ、思うように動くことができず、目標を具現化できなかっ

た点であると思います。例えば図書館の建設がそうでありますが、アイデアにおいてはその必要

性は早い段階から感じていたわけでありますが、具現化に向けての実務に落とし込めなかったと

ころにあると思います。 

 また、外国資本の受け入れ体制とか急激な外国からのお客様の受け入れ対応の関係などです。

早いうちからの対策については、感覚はあったと思いますが、それに外部からの有効と思われる

施策にかかわる意見を広く聞いて、効果的と思われる意見を取り入れて、また村政の声を広く意

見を取り入れて施策に反映させることができなかったと思います。それは、特に観光という項目

に特化するのではなく、地域づくりの全般のこと、強いて言えばグランドデザインの面でもあり、

かつそれを実行させるところであると思います。 

 さらに、役場からの情報発信がほとんどできなかったこともそうであります。これらは財政の

健全化を目指していたところでもあるので仕方がないところもありますが、その主な原因となり

ますと、さまざま問題が起こり、それがまた新たな問題を引き起こし、さらに長期化していった

ことが大きな原因かと思われます。大きな目標を掲げながら問題の処理に多くの時間と労力が奪

われ、余裕がなかったかと思います。以上のことから、とても残念であったのではないかと思い

ます。 

 次に、具体化にどのような施策で前進させたいのかという項目でありますが、最初は観光産業

です。観光局と連携して積極的にイベントの誘致に努めてまいります。また、今白馬村における

スポーツ用品の店舗が進出をしてきております。そこのところと意識を共有してイベントなどが

できればと考えております。 

 また、白馬ブランドを世界に発信をしていきたいと、そういうふうに考えております。これは

白馬ブランドの農作物、加工品といった狭義でのブランドではなく、白馬という名前自体をブラ

ンド化したいと考えております。白馬全体のイメージを確立し、そして情報発信をしていきたい

と思います。 

 そして、次にインバウンドの関係でありますが、外国からのお客様の受け入れ体制をしっかり

ととっていきたいと考えております。外国からのお客様の対応を助けるシステムやお客様自体の

疑問や苦情を受け入れるシステムを考えていき、白馬ならではのおもてなしに努めてまいりたい、

このように考えております。 
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 最後に、健康福祉の問題でありますが、生まれた場所で育ち、そこで元気に暮らしていくとい

うのが最も幸せな人生であると考えています。それも健康であることが幸せの条件であると思い

ます。福祉の点ではそれなりに充実をさせていきますので、引き続き公約の１つとして、重点施

策として展開したいと考えております。 

 次に、行政組織の見直しと住民の行政参加についてどのような考えを持っているかというご質

問でありますが、私は私たちが住むこの村がどのようにして、どこへ向かうのかという村づくり

のグランドデザインが必要だと思っております。住民の合意形成に基づく一般意思を形づくるこ

とです。これは担当する企画財政、政策関係の組織が必要であると考えております。 

 また、住民の行政参加についてのお尋ねでありますが、いつも大変お世話になっている区長の

皆さんとの対話の機会をできるだけ多く持ちたいと考えております。また、予算編成の前に行っ

ている地域役員懇談会については、このとき以外にも区長さんが計画をしていただければ、役場

のほうから出向いていく方式を引き続き行っていきますが、これらは積極的に実施をしたいと考

えております。 

 以上で、田中榮一議員の村長公約についての答弁といたします。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） それでは、１つ１つお聞きをしていきます。再質問ということでよろしく

お願いいたします。 

 先ほど停滞というところなんですけれども、さまざま問題があったということを認識しておら

れるんですけれども、その問題とは何なんでしょうか。その点をお伺いをいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 停滞は何が原因だったという話でありますけれども、先ほど答弁にありまし

たように、前村長さん就任以来いろいろな問題が出てまいりました。次から次へというようなこ

とで、非常にそのことに対して時間が費やされた。そして思うようなことができなかったという

ようなことが先ほど言ったところでありますが、特に下水道の問題、そしてまた観光局の問題、

前段にはごみ処理の問題等々いろいろな問題で非常に暗礁に乗り上げたというか、そういったこ

とが問題となって発生をし、そしてまた観光局の問題等々もそうでありますけれども、そういっ

た形の中で、それに費やされる時間が非常に多かったというようなことで、本来ならばもっとい

ろいろなことができたと思う状況でありますけれども、残念ながらそちらのほうへ力を注がざる

を得なんだというような状況がそういった形と私は思っております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） 私がその停滞というところをどうして聞くのかということなんですけれど

も、よくプラン・ドウ・シーというようなところをいつも仲間の議員もよく言っています。そう

いう意味合いにおいて、首長という者は常に流れの中でもってその対応をしていかなければなら
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ない。前任者の引き継ぎのところは後で聞きますけれども、そういうふうに事業の引き継ぎを

ずっとやっていかなければいけない。その中でやっぱり検証をしながらまた次へ次へというのが

当然首長の役目だと思うんですけれども、やっぱりこの停滞というところをきちんとやっぱり検

証して、それで次に進むということが大事なところですので、それで私は聞いているわけであり

ます。 

 今、村長にどういう問題があったのかということを挙げていただきました。ごみ処理の問題も

挙げていただきました。それから下水道の問題も挙げていただきました。それから観光局のこと

も挙げていただきました。社員が減少しているというようなその３点を挙げていただきました。 

 私はほかにもね、いっぱいあると思うんです。やっぱり村税の滞納問題もその１つだと思いま

すし、財政再建問題であります。当時、前太田村長のときに引き継いだときにはですね、実質公

債費比率は多分２５％前後を超えていたんじゃないかと思います。それと基金の問題ですけれど

も、たしか３億円前後の基金しかなかったというようなところで、もうそれも１つの問題という

ことになると思います。 

 それから奈良井の地区の問題であります。これも２０年来の懸案であったということで、よう

やく奈良井の問題は公園化するというようなことでもって今処理はされたわけでありますけれど

も、ここにかかったお金というものは用地買収に７，５００万円、トータルすると２億

５，０００万円余りの処理をしなきゃいけなかったということもこの問題であります。 

 それから、岳の湯の問題もあります。これは岳の湯をつくったときには日本で初めてのクアハ

ウスというようなところで非常に注目を浴びて、非常に当時は盛況だったというように報告が

あったわけですけれども、それがだんだんともう衰退してきて、それも後の処理をしなきゃなら

なかったということで、デイサービスセンターとしてよみがえったわけでありますけれども、そ

れもそうであります。 

 それからオリンピック記念館についても、ノルウェービレッジからジャンプ台のスタートタ

ワーに移さなきゃならなかったというようなところもあるかと思います。スノーハープのことは

後で聞きますけれども、あそこにいろいろまたお金をかけていかなきゃいけない、修理をしてい

かなきゃならないというふうなところでもって、これだけのものがまだほかにあるかと思います

けれども、それをきちんとやるというところで、それは停滞というように、要は負の遺産という

ようなところだと思うんですけれども、このやってきたことを停滞というように言われてしまう

と非常に残念なところがあるのではないかというように思うわけでありますけれども、その点は

どうでしょうか。村長に伺います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、田中議員から停滞の原因はいろいろ言われたとおりだというようなこと

でありますが、その反面こういった功績もあるよという、そういった意見だと思いますけれども、
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全く同感であります。 

 いずれにしても村長に就任して、いろいろな希望に満ちた施策をやり遂げるという思いで就任

をしたと思いますけれども、先ほど言ったような状況の中で非常に苦しい村政運営をしてきたと、

こういったことは先ほど言ったとおりでありますが、その反面、先ほどの基金の積み立て、そし

てまた奈良井の問題、奈良井の問題も私が議員になったときに、初めは大出公園を先にやるん

じゃなくて、奈良井公園を先にやるんだという、そういった計画で進めてきたところ、大出公園

の橋が壊れちゃったというようなことで急遽大出公園を先にやったというようなことで、奈良井

の公園が非常にその後だということで遅くなった。 

 その結果、白馬村の財政も非常に逼迫をしてきたというような状況の中で、私は神城の議員の

皆さんからも何とか奈良井を取り上げてくれないかというような状況がありました。３０年間も

三十何年間もただひたすらに圃場整備の償還金を払って、そして田んぼができないというような

状況の中で、何とかしていただきたいというような話もありまして、私も太田村長さんにそんな

ことを進言する中で、長年の懸案であったあの奈良井が土地の買収をされたというようなことで

非常にご努力をいただいた。そういったこともありますし、先ほどのデイサービスの岳の湯もそ

うでありますが、先日は９月１５日に施設を私は訪問したわけでございますが、非常にいい施設

になって、多くの村民の方が約１０名ぐらいおりましたけれども、非常にいい施設になったとい

うふうに思っております。そういったことも前村長さんの功績でありますが、今どう思っている

かということに対しまして、今、田中議員の言うとおり同感であります。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） そういうことで非常に理解をされているということで、ぜひそこのところ

はきちんと検証して、次に進んでいっていただきたいというふうに思うわけであります。 

 具体的に、今度は次の観光産業というところでもちょっとお聞きをしたいわけでありますけれ

ども、午前中の同僚議員の質問の中にもあったかと思うんですけれども、観光局の改革が急務と

言っているわけであります。私も観光局の臨時総会にもちょっと出席をして聞いていたんですけ

れども、前村長のその残任期間は代表理事ということで務めると。次はちょっとというようなこ

とをおっしゃっていましたけれども、もう少し具体的に観光局の改革ということをおっしゃった

んですけれども、少し具体的な改革というところをちょっと述べていただきたいと思いますが。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 観光局の改革という再質問でありますけれども、今、田中議員が言ったよう

に、この臨時総会におきまして前理事長の残任期間ということで、私に受けろということでお受

けをしたわけでありますが、私はかねてよりこの観光局の存在ということについて、即対応しな

きゃいけないという、非常に待っていられないという観光白馬をうたっている白馬村にとって、

果たして観光局の理事長と白馬村長が同じ人でいいのかどうかということは、私はかねてからそ
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ういった思いをしているところであります。 

 それは今言ったような状況、そしてまた出すほうと受けるほうと同じ人間、それで果たしてい

いのかどうかということも、私は非常に懸念をしているところであります。そういったことも含

めて、新しいというか昨日も白馬村経営計画という委員会が立ち上がって、これから活動をして

いくわけでございますが、この中でも観光局のあり方ということについて、いかがしたらいいか

というようなことも今後検討されると思っております。 

 そして、昨日も副会長の方がいみじくも言っておりましたけれども、観光局が発足して１１期

を迎えると。もう一度原点に返って検証してみる必要がありゃしないかと、そういったことも含

めて果たして今のままでいいのかどうかということも含めて、今度の経営計画書も当然検討をし

ていただく、そういう方向になっておりますし、また理事会等々でもそんなことを議論してまい

りたいと、こんなふうに思っております。 

 そしてまた特に観光局、昨日皆さん議員の方、傍聴に参画をされたわけでございますが、この

白馬村の観光はこれからいかにどういう方向で進んでいけばいいのかという、そういったフリー

トークもまだ昨日の段階ではそんな段階ではありましたけれども、大変私は期待をし、今後の観

光についての思いをしているところであります。 

 そして、先ほど篠﨑議員の質問にもありましたけれども、白馬村は観光、山とスキーと。確か

にその産業で支えられてきましたけれども、ある反面、農業もある。そして今言った昔の遺跡、

文化財、そういったものも白馬の観光として１つの売りとして宣伝をしていけばどうかと。今ま

でその文化財に対しては、若干私も含めて認識不足のところもあったわけでございますけれども、

信州大学の先生に言わせると、白馬村はこれだけの財産があるのに、どうしてこれをもっと大切

にしないのかと。この財産を守ることによって白馬村の観光に役立つじゃないかと。こんな話が

されました。副学長の先生でありますけれども、２７日には白馬村に訪れて視察をするようであ

りますけれども、また皆さんもそんな状況の中で、できれば参画していただければなと、こんな

ふうに思っております。 

 観光についてはいろいろな山とスキー、そればかりでなく、スポーツ、トレーニング、自転車、

トレイルラン、そして文化財、いろいろな宝がいっぱいあるというようなふうに言われておりま

すので、そんなことも含めて皆さんにもいろいろなご意見を頂戴しながら、進めてまいりたいと

思っておりますので、よろしくまたお願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） 次に、インバウンドについてちょっとお伺いをいたします。 

 公約といいますか約束のところに、庁内に外国人対応の案内組織を設けると言っておりますけ

れども、どんな組織なのかということと、私どもちょっと北海道ニセコへ行ってきたんですけれ

ども、外国人の職員を積極的に採用しているというところもあって、非常にそこも大事かなと
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思ったんですけれども、積極的に優秀な外国人を職員に採用してもいいんではないかというよう

に思いますけど、そのところを２点お伺いしますけど、どうでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今インバウンドの関係の質問であります。田中議員言われるとおり、非常に

今白馬には外国人が大勢来ているというようなことで、昨日のあるホテルのオーナーであります

方が５万人というような話をされました。そして長期滞在というようなことで白馬村に落とすお

金を計算すると、白馬村の予算に匹敵するというようなお話をされましたけれども、まさに外国

人のお客さんが非常に多いというような状況の中で、白馬村でも日によっては１日に５０人くら

い住民課へ来て、その受け付けをするという状況のようであります。そんな対応も含めて非常に

外国人が時期的に多くなってきている。 

 その対応についてやっぱり住民課等々でも英語の話せる方も何人かいるようでありますけれど

も、そんなことも含めてスムーズな住民登録ができるような、そんな対応をしていけばというふ

うに考えておりますので、特別な課をつくってどうだということではなくて、外国人のお客さん

が登録に来たときにはいろいろなことも含めて、例えばごみを出す方法とか、そんなことも含め

て指導できるような体制を住民課を含めて充実をさせていきたいと、こんなふうに思っておりま

す。 

 そして外国人を採用したらどうかというご意見でありますので、場合によってはそういうこと

も考えられる場合もあるかと思いますが、いずれにいたしましてもそういった総合的な取り組み

を考えて進めてまいりたいと、こんなふうに思っております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） 次に、健康福祉のところで大まかなところをちょっと聞きたいというふう

に思います。 

 私も６５歳に今年なりました。それで高齢者の仲間入りということで、高齢化率の中に入って

いるわけであります。介護保険の徴収も年金のほうからも徴収するよというような連絡が来て、

私ども昭和２４年生まれ前後の人たちが、これからもう高齢期に入っていくというところで、非

常に少子高齢化のところが一番当然問題になってくるというように思うわけであります。そこの

ところをどういうことを考えているのか、ちょっとお伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今の後期高齢者というようなお話がありましたけれども、これからまさに田

中議員あたりから団塊の世代というようなことで、非常に人口が多くなってきているというよう

なことであります。 

 そんな中で、白馬村といたしましてもこの高齢化対策、これは避けて通れない部分であると考

えております。そして先ほど来、お話したとおり９月１５日の敬老の日のときに、白馬村の高齢
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者の方１００歳以上が９名いると。９名の方が今元気でいるというようなこと、そしてまたその

中で１０６歳の方が一番の高齢者ということで、今は自宅で療養をしておりましたけれども、こ

れからは非常にそういった方が増えてくる。そういった中で白馬村では今、白嶺そしてメディア、

そして今白馬村で岳の湯を改造してデイサービスを行っているわけでございますが、非常に白馬

村の関係につきましては、そういった対応をしていただいているお陰にありがたいというような

話をいただいたわけでありますが、これからもどんどんそういった方が増えてくるわけでありま

すが、先ほど言ったような施設がいろいろある中で、今現状の中で白嶺も２０床増床したという

ようなことで、ある程度のケアはできているようでありますが、今後もまたどういう動向になる

かわかりませんけれども、引き続き福祉の関係については力を入れて進めてまいりたいと、こん

なふうに思っております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） この健康福祉のところも非常に大事なところであります。特に特定健診な

んかの場合なんかも健康福祉課のほうも受診率を上げようと思って、今必死になって今取り組ん

でいるわけであります。これを戦後の食生活とかいろいろな面において負の遺産というような形

で、長野市のある地域医療で頑張っているドクターもそのように言っています。必死になってど

んな生活習慣病に対しては、どうにかしないでいかないと医療費がどんどんどんどん上がって

いってしまう、国の予算のほうももう４０兆円を超えているような額になっているわけです。だ

から、このところもぜひお願いをしたいというように思います。 

 それでは、次のところに移ります。２番目のスノーハープの利活用についてというところに移

ります。 

 スノーハープについてでありますけれども、オリンピック開催後は施設を利用してさまざまな

大会を開催し、地域活性化の一翼を担ってきました。昨年、文科省のナショナルトレーニングセ

ンターに指定されて付加価値も高まり、スポーツ合宿などの施設として、より期待されますけれ

ども、そのあたりについて村長のお考えをお伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 田中議員のスノーハープの利活用についての答弁を申し上げます。 

 先ほど加藤議員にも答弁をいたしましたが、重複をするところがあるかと思いますが、よろし

くお願いをしたいと思います。スノーハープの利活用につきましては庁内の検討委員会、有識者

による検討委員会から答申をいただいておりますので、実施計画、財政状況など見きわめながら

進めてまいりたいと思います。 

 この施設は、昨年メーン会場の排水対策工事を行い、排水状況が格段の改善がされております。

先日の大雨の後も革靴で歩いてみたところ、一部のぬかるみはあるものの水たまりは解消されて

いました。このように雨がやめば使用できる状態であれば、スポーツ合宿での利用も可能である
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と思われます。しかしながら、天然芝ですのでスパイクを履いて同じ場所を動き続けるような種

目の合宿には芝生の負担を考えると、提供を見合わせることもせざるを得ないと考えます。 

 地域活性化の１つとしてスポーツを通じた合宿は伸ばしていけばいけると思いますので、種目

内容などを検討し、取り組みを考えてまいりたいと思います。 

 また、昨年の９月にジャンプ台とともに指定されたナショナルトレーニングセンターですが、

平成３０年３月３１日までとなっており、韓国のピョンチャンオリンピックまでであります。そ

の後は再度申請をしてまいりますが、施設のハード整備にかける資金は出ないことから、公益財

団法人全日本スキー連盟と協議をしながら、必要な機器の購入を優先に進めてまいります。今後

もこの施設を利用する選手が金メダルの獲得に向けて、より効率的なトレーニングができるよう

に進めてまいりたいと考えております。 

 スノーハープの利活用については以上であります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） 私は、議員になってまず掲げたことはですね、総合計画にもありますけれ

ども、丸ごと自然公園というところがあるんですけれども、その頭に私はね、丸ごと運動公園と

いうことを約束して議員になったわけであります。だから、そこのところはやはりずっと自分の

スタンスを変えずに、今後も丸ごと運動公園を目指したいというところで今でも思っていきます

し、やっていきたいというようなところで再質問するわけであります。 

 当時、私も議員になったときに、あの施設はもう少し付加価値をつける、それから前任者のい

ろいろの考え方があったりなんかして、どうしても走るグラウンドというところで、４００メー

トルのトラックが必要だろうというところでお願いをしてきたわけですけれども、今でもそのト

ラックの必要性というのは私も感じております。別に公認トラックをつくれということではなく

て、ごく普通の２レーンか３レーンぐらいのオールウェザータイプの４００メートルのトラック

でいいんですけれども、そんな必要性というのは私は感じています。 

 当時、村長も議長のときに信濃町、それから妙高、峰の原、菅平というようなところで、どう

にかトラックについては検討しようじゃないかというところでもって視察に行ってきたわけです

けれども、実現はできなかったんですけれども、その後、村長になられて今そのところはどうお

考えなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今の４００メートルのトラックは、ぜひ必要だというような田中議員からの

意見でありますけれども、私は今の現状のままで当面いったらどうかというふうに考えておりま

すし、またいずれそういったことがどうしても必要だということになれば、またその時点では当

然考えて、スノーハープという意味ではなくて、白馬村にどうしてもそういう施設が必要だとい

うことになれば、それはまた皆さんと一緒に考えていきたいと、こんなふうに思っております。
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今当面はそんな考えであります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） そのところは村長も議員だったときに私との話の中で、村の中にはやっぱ

り必要だろうというところはおっしゃっておりましたので、ぜひあの中にきちんとトラックのこ

とについては頭に入れておいて運営をしていただきたいというように思います。 

 スノーハープのところなんですけれども、まだまだコース整備というところでもってお金をか

けていかなければならないというところもあります。私も１期目の議員のときに橋をかけて、そ

の視察に行ったときに、当時の議長も橋はこれだけのものが必要だったんだろうかというところ

に疑問を持たれたときもありましたけれども、だけど一番のスノーハープの橋のかけかえという

ところは、北のほうを見て正面に向かって見える太鼓橋っていうのがあるんですけれども、そこ

も老朽化していると。あの橋をなくすわけにはいかないし、あれをもうこれから計画の何かのお

金をかける施設として考えていかなきゃならない。多分あれは直すならば１億円近く金が必要に

なってくるんだと思うんですけれども、そういうところの投資というところはどうですか、考え

ていらっしゃいますか、どうでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。松澤教育課長兼スポーツ課長。 

教育課長兼スポーツ課長（松澤忠明君） 今ご指摘の太鼓橋でございますが、試算では３億ほどか

かります。これについては議会でまたご審議をいただきながら調整をしていかないと進められな

いというふうに思っております。 

 また、全ての橋につきまして調査をしておりますが、使えない橋も今ありまして閉鎖をしてお

ります。それぞれのコースをですね、どのように使っていけばいかということを含めて、全日本

スキー連盟あるいは国際スキー連盟とも調整をしながら、どの橋をどのように使っていけるか、

あるいはどういうコースを要望されるかということを含めてですね、今後考えていくということ

をまた理事者とも相談し、また議会の皆さんとも相談して進めてまいりたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） もう少しスノーハープについてお伺いをしますけれども、あそこはだんだ

んとトレーニング施設等が充実してきます。将来的に先ほど平成３０年にこのトレーニングセン

ターとの指定は打ち切られると、予算ももう来ないよというようなことが想定されるというよう

に答弁がありましたけれども、それをもう少しあの場所というところがね、私の思うでは村民の

健康管理の場というようなところにもう念頭に置いておいて、これからもうナショナルトレーニ

ングセンターとして充実してくるんですけれども、そういうところ、ある程度村の予算をも使い

ながら、その施設、ソフト面も充実していく、国民の健康管理の場所というようなところを考え

ながらやるというのが、それが非常に大事だと私は思うんですけれども、村長ですかね、その点
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はどうでしょうか。健康管理の場というところである程度念頭に置いておいて、これから整備を

進めていくべきではないかというように思うんですが、どうでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 村長に求めますか。 

第９番（田中榮一君） 初めは村長で。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、健康管理には必要な施設ではないかという発言がありました。今のこの

スポーツについて、先ほど来そんな答弁をした記憶があるわけでございますが、今非常にランニ

ングが非常に国民の中ではやっているというような、そういった状況があるわけであります。先

ほど来、冬、夏の山とスキーばかりではなく、春夏秋冬、秋も春もお客さんが来て、丸ごと自然

公園という形で体力づくりをしてもらうということに対しましては、このスノーハープは非常に

重要な場所だというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、先ほど橋がというような話がありましたけれども、私も今ここへ来

る前にけさ、そんなあの橋は一体大丈夫かいというような話を担当課に聞いたところであります。

当面は何とかいけるけれども、近い将来これは当然改修をしていかなければいけないというよう

な話を伺っているわけでございますが、いずれにいたしましても必要なものは、それぞれ必要な

りにかけていかなければいけないと思いますし、ただ無造作に金をかければいいというものでは

ありませんので、そこら辺はしっかりとまた皆さんと相談をしながら進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

議長（横田孝穗君） 松澤教育課長兼スポーツ課長。 

教育課長兼スポーツ課長（松澤忠明君） 先ほどお話しの中で３０年に打ち切りというふうにお話

になりましたけれども、ナショナルトレーニングセンターの種目から外れれば、それはそういう

ことはありますけれども、種目から外れない限りは更新をしていくという形になります。３０年

の３月３１日にで切れますけれども、国の指定の種目から外れない限り、白馬村としましては更

新をして継続をしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） 今ですね、教育委員会ではですね、スポーツ振興計画というものを今つ

くっております。この１２月にその策定が終了するというところで、いろいろスポーツ振興委員

の皆さんには頑張っていただいているんですけれども、そういう意味合いにおいてその振興計画

というところにも、ある程度スノーハープのこれからの利活用というところで、ここに盛り込ん

でいくかいかないかというところがここのところに入ってくるんじゃないかというように思うん

ですけれども、その点は教育委員会のほうでお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。松澤教育課長兼スポーツ課長。 

教育課長兼スポーツ課長（松澤忠明君） 再質問のスポーツ振興計画の中にスノーハープがという
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お話でございますが、これは村内にあります全体育施設を対象といたしております。それを含め

ましてですね、村民の健康管理を含め、楽しい長生きができる、住んでよかった村という形にな

れるように、その計画の中にも全ての施設を織り込んでまいりたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） そのスポーツ振興計画というところなんですけれども、白馬村では総合型

スポーツクラブというものがあるわけであります。非常にそのクラブの人たちは一緒に頑張って

いただいておるわけであります。３００人、４００人というような会員の方々が、日々スポーツ

を楽しんで健康管理をしているわけでありますけれども、非常にｔｏｔｏの補助金をもらってい

たりなんかして運営をしているんですけれども、この総合型スポーツクラブというのは非常に民

間でやっているというところなんですが、この存在というものは非常にだいじなところだという

ように思います。だから、このところもぜひ健康管理というところで、これからもぜひ何らかの

支援があれば非常にありがたいなと思うんですけれども、その点は教育委員会のほうですかね。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。松澤教育課長兼スポーツ課長。 

教育課長兼スポーツ課長（松澤忠明君） お答えをいたします。総合型スポーツクラブ、本当にた

くさんの皆さんにご利用いただいて、すばらしい活動をしていると思います。国からの助成が終

わって、今後独立採算という形で自立をしていかなければいけないような状況であります。 

 ただ、なかなか人数が集まらないということで、とても厳しい状況であるというふうには伺っ

ておりますので、村としても体協のほうと連動してお金の補助ができるところはしていきたいと

いうことで、これからも調整をして図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員の質問時間は答弁を含め、あと１３分です。

質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） スノーハープに関しては、もうこれからも非常に重要なスポーツ施設だと

いうように思います。世界水準のところというところでいろいろあるとは思いますけれども、特

に今日ですかね、新聞でもインチョンのアジア大会がもう明日開幕するというところでスポーツ

を通じた平和への貢献というところを非常に模索をするというような、イランの選手もおっ

しゃっていたんですけれども、スポーツは世界を変える力があるというようなところを言ってお

りました。 

 オリンピック施設としてあそこはつくったわけですけれども、オリンピックというのは一過性

のものであって、その後をどう利用するかというところが非常に大事なところであります。そう

いう意味合いにおいて世界を変える力がある、そういう場所で私はあるというように思います 

 多分ピョンチャンの大会に、オリンピックの大会にしても事前の合宿を世界からどこかやっぱ

りまだわかりませんけれども、合宿を組まれる、事前合宿を組まれる国も出てくるんではないか



 

― 100 ―  

というところで、世界の若者を育てる場所というところもありますので、ぜひきちんとその済ん

だ後の管理、これからの運営というところをよろしくお願いをしたいというように思います。 

 次に、最後になりますけれども、前任者の引き継ぎ事項についてというところを最後に伺いま

す。特に、前任者からの未解決問題として幾つか引き継がれていると思いますけれども、その内

容と対応策というところをお伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 田中議員から３点目の前任者からの引き継ぎ事項についてであります。 

 まず、村税関係では住宅用地については税負担を軽減する必要から専用住宅及び併用住宅には

特例措置が適用される。しかし、過去の課税において住宅用地の適用を受ける宅地が適用を受け

ていない、あるいは住宅用地とすべきでない宅地が適用を受けているという課税の誤りが見受け

られ、適正課税の処理を進めているところだということであります。 

 大口納税者の処理を進めていかないと税収率の向上は見えてこない。大口納税者は税金以外に

も多額の債務があり、金融機関の権利設定がなされているため、効果的な滞納処分ができない状

況にある。特定の金融機関が債権処理を進めないことがその一因ともなっている。また滞納整理

を進めていく手法として、破産法による破産申し立ての研究、検討が必要である。担税力と財産

を見きわめ、徴収不能と判断する事案については執行停止処分を行うことも必要であると、こう

いった文言であります。 

 そしてまた、白馬高校の関係につきましては、白馬高校の魅力づくり検討委員会や白馬高校を

育てる懇話会を開催するとともに、白馬、小谷両村で村民大会を開いて、２クラス堅持と寮の整

備並びに全国募集を念頭に要望を重ねてきたと。そして今後、白馬高校の支援策等活発化となる。

対応できる事務局の体制整備を早急に対応を進められたい。 

 そしてまた、下水道の受益者負担金関係では外部評価、検証の結果次第では、小手先の運用見

直しではなく、規則、条例の見直しが必要である。また、排水区域の見直し、猶予地の更新等現

実的に公平が図られるよう業務を今進めているとの引き継ぎ内容でありました。 

 いずれもまだほかにもありますけれども、重立ったところは以上でありますが、十分検討する

中で進めてまいりたいと、このように考えております。以上であります。 

 訂正をさせていただきたいと思いますが、今、大口納税者と申し上げましたが、大口の滞納者

でありますので、おわびして訂正をいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） あと何分ぐらい。 

議長（横田孝穗君） あと８分です。 

第９番（田中榮一君） わかりました。僕が想定していたところがちょっとなかったんですけれど

も、私の想定しているというのもおかしなものですけれども、先ほどの篠﨑議員もちょっとおっ
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しゃっていたんですけど、これから大型事業というか事業をやらなきゃいけないところが幾つか

あるということで、優先順位をつけてというようなところも言っておりました。 

 私が今考えるのは、例えばハード事業というところなんですけれども、まず教育委員会では先

ほど出てきた老朽化した白馬村の共同調理場、もう長野県の中でも２番目に古い場所であると。

文科省の衛生管理基準にはもう合っていないという施設であります。本当にそれは喫緊の課題と

いうところで、それから村長の公約にありましたように図書館の整備が教育委員会関係ではあり

ます。 

 それから上下水道関係でありますけれども、水道関係では二股の浄水場はもう老朽化してやら

なきゃならない。それから水道管の布設がえというものももう計画してやらなきゃいけないとい

うところも下水道関係はあるということを聞いております。それから総務課関係では防災無線の

デジタル化ということも、これも当然やっていかなきゃいけない、これはもうかなりのお金もか

かる。それで建設課にしてみれば村道にかかわる老朽化した橋のかけかえや道路舗装問題という

ようなことで、本当にやる事業というのはいっぱいあるわけであります。 

 ぜひこういうところも村民にですね、優先順位というのをきちんと示して、これから４年間

やっていっていただきたいというように思います。大まかなところで村長どうでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 先ほどの答弁にも申し上げましたとおり、共同調理場はもう喫緊の課題だと、

もう早急に手をつけなきゃいけないと。例えばあそこで何か事故が起きたときに、例えば子ども

に調理をするにいろいろな体に合わない、そういったお子さんもいる中で一緒に調理をしている

ような、そういった状況の中で何かあったときには、もう本当にえらいことになるというような、

そんな話も伺っております。そういった中でいろいろやることはあるわけでございますけれども、

優先順位をつけて進めてまいりたいと、このように思っております。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第９番（田中榮一君） ぜひ共同調理場に関しては、もう喫緊の課題ということを認識しておられ

るということで、ぜひよろしくお願いしたいというように思います。 

 最後の質問でありますけれども、今まで村長は公約ということも私も聞きました。それからス

ノーハープのことも聞きました。それから引き継ぎ事項ということも聞きました。この２７年度

で第４次総合計画が終了いたすわけでありますけれども、策定に当たって今まで答弁をいただい

たわけでありますけれども、みずから積極的に提案をして、計画をもう村長みずからつくるんだ

というような気持ちでもってやっていただきたいと思いますが、第５次総合計画策定について一

言お願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 来年から、２８年度からその計画も進めていかなければいけないわけであり



 

― 102 ―  

ますが、今からもう作業に入らなければいけない状況でありますが、今、企画のほうでも進めて

いるかと思いますけれども、昨日行った観光経営計画に１つの向こう１０年先の計画の１つにし

てまいりたいと、こんなふうに思っておりますので、いろいろ教育、福祉、観光、農政、いろい

ろな部分でこの先５年、１０年、どういった村を描いていけるのか、そんなことも含めて皆さん

のご意見も頂戴をしながら進めてまいりたいと、こんなふうに思っておりますので、またいろい

ろなご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。あと３分です。田中

議員。 

第９番（田中榮一君） 総合計画というのは、白馬村では行政計画というさまざまな行政計画があ

るわけです。その中の一番最上位に位置するのが総合計画であります。ホームページを見ますと、

行政計画というのはまだ策定中ということもありますけれども、大体１９の計画というものが策

定されています。これはぜひ課長さんたちにも伝えておきたいと思うんですけれども、ぜひそれ

ぞれのところでもって計画というものがあるわけであります。その計画にのっとってきちんと仕

事をするということが、まず第一のその仕事であると。そこのところで計画にのっとって私たち

はやっていますという、そういうところを村民に、我々議員に対してでもきちんと示して、それ

でやるというのが一番基本だというように思います。ですので、非常にこの計画については常に

私どもにもこういう計画の中でもって予算提案をしてやっているんだよというところを示してい

ただきたい。 

 それから、特に自分たちの部署だけでそれをやっているんじゃなくて、村長もおっしゃってい

るように横断的ということもおっしゃっておられますので、ぜひ例えばよく私は言うんですけれ

ども、食育のところの計画というのはただ健康福祉課だけじゃなくて、あれは全て観光課なりに、

農政課なりに、それから教育委員会なりに全てに関連しているところでありますので、課長さん

たちはよく連絡をとり合いながら、その計画、推進計画にのっとってきちんとやるというところ

が非常に大事ですので、この計画については横の連絡もとりながら各課長さんたち、ぜひ頭に入

れて仕事をしていただきたいというふうに思います。 

 私も３月のときにこの総合計画について、平成２３年ですかね、総合計画については国の議決

をしなくてもいいよというように変更されているわけであります。だから、それでどうするのっ

ていうふうに聞いたんですけれども、第５次についてはどうされますかということを聞きました。

私は議決事項にすべきというように問うたら、前向きに検討されるというように総務課長も答え

ているわけでありますけれども、私もぜひ村の１０年後の指針、大綱となるものでありますので、

それは義務ではなくなったかもしれないですけれども、ぜひ議決事項とするべき、条例をつくっ

て議決事項にすべきというように私は考えるわけであります。その点はもう一度くどいようです

けれども、条例をつくり、議決事項にしていくべきと考えますが、村長はどうでしょうか。 
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議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 田中議員の思いは十分にわかります。そんな中で今後検討してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 田中議員の質問時間が終了いたしました。第９番田中榮一議員の一般質問を

終結いたします。 

第９番（田中榮一君） ありがとうございました。 

議長（横田孝穗君） 以上で、日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで本定例会第２日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日９月１９日は午前１０時から本会議を行いたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、明日９月１９日は午前１０時から本会議を行

うことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時０９分 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会議事日程 

平成２６年９月１９日（金）午前１０時開議 

 

（第３日目） 

１．開 議 宣 告 

   日程第１ 一般質問 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会（第３日目） 

 

１．日  時  平成２６年９月１９日 午前１０時より 

２．場  所  白馬村議会議場 
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 第 １ 番   加 藤 亮 輔 第 ７ 番   篠 﨑 久美子 

 第 ２ 番   津 滝 俊 幸 第 ８ 番   太 田   修 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

村 長  下 川 正 剛  副 村 長  太 田 文 敏 

教 育 長  横 川 宗 幸  総 務 課 長  平 林  豊 

観 光 課 長  篠 崎 孔 一  教育課長兼スポーツ課長  松 澤 忠 明 
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７．本日の日程 

  １）一般質問 
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開議 午前１０時００分 

１．開議宣告 

議長（横田孝穗君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。全員です。 

 これより平成２６年度第３回白馬村議会定例会第３日目の会議を開きます。 

２．議事日程の報告 

議長（横田孝穗君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

△日程第１ 一般質問 

議長（横田孝穗君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は７名です。

４名の方の一般質問は昨日終了していますので、本日は３名の方の一般質問を行います。 

 質問をされる議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問される

ようお願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につ

き３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長において、これを許可いたし

ますので申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第８番太田修議員の一般質問を許します。第８番太田修議員。 

第８番（太田 修君） ８番太田修です。今月の３日には第２次安倍内閣の改造に伴い実行実現内

閣と位置づけ、デフレ脱却や地方創生、また女性が活躍できる社会を重点施策に掲げ発足をいた

しました。村でも８月７日、新村長就任以来、早くも１カ月を過ぎようとしております。明るく

元気な村づくりには職員の知恵が必要と訓示をされました。我々議会も村民の皆様の負託に応え

るよう十分な議論を重ねながら、行政とともによりより村づくりに取り組む覚悟でございます。 

 また、この夏は太平洋高気圧が日本付近へ張り出しが弱く、上空の寒気が入ったことで大気の

状況が不安定となり各地に局地的な豪雨や突風、またひょうが降るなどの被害が相次ぎ発生をし

たところでございます。台風１１号、１２号は非常に接近していたことや、あるいは通過速度が

遅かったこともありまして、各地に豪雨や長雨となり大きな被害が発生したところでございます。 

 県内では南木曽町で、また台風１２号の通過に伴います広島市の北部では大規模な土砂災害が

発生をし、家屋が倒壊するなど、また死者が７０名を超えるというような甚大な被害が発生をい

たしました。国はこの１１号、１２号の土砂災害を激甚被害と指定をいたしまして、補助率のか

さ上げを行い対応を急ぐとしております。それ以降もなかなか天気が安定せず、日本列島各地で

記録的短時間大雨警報などが発令されるなど、異常気象への懸念が高まっているところでござい

ます。この場をお借りしまして被災者の皆様にお見舞いとご冥福を申し上げるとともに、一日も
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早い復興、普及を願うところでございます。 

 白馬村でもこの夏は日照時間が前年度に比べ４０％ということで、県下でも一番低くなりまし

た。観光客の減少、そしてまた農産物の被害、そしてこれから迎えます秋の収穫作業への影響が

心配されるところでございます。 

 この連休は天候にも恵まれ、各地区で主催でありましたトレイルランとかいろんなイベントが

開催されたわけでございますが、参加者も多く、そしてまた観光客の入り込みもよかったように

伺っているところでございます。これからの紅葉シーズンに向けまして相次ぐ熊の出没等の情報

に対応策等が苦慮されているところでございます。 

 今日の一般質問では村長就任に伴い政策への思いや考え、そしてまた事業への取り組み、また

災害時に備え情報収集や情報の共有化など、誘導そして周知等の初動体制について大きく２問に

分けまして質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、第１点目でございます。村長施策と事業への取り組み等についてお伺いをいたします。 

 過日の村長選挙で民放機関によります有権者を対象としたアンケート調査では、結果が観光振

興が３６％と最も高く、次いで高齢者福祉の充実に１３％、下水道受益者負担金欠損問題に８％、

そして白馬高校の存続、子育て支援の充実、農業振興がそれぞれ６％でございました。また、そ

の他が２５％と非常に高く、多種にわたりまして新村長等への期待が推測された結果かなと、そ

んな思いをしているところでございます。 

 また、村有資産であります施設の老朽化等に対応した維持あるいは補修の関係、そしてまた管

理の方法をどのようにしていくのか、そういった見直しを含めまして有効活用が必要ではないか

と、そんなふうに思うところでございます。次につきましてお伺いをいたします。 

 まず１点目といたしまして、国は成長戦略のキーワードに「稼ぐ力」と表現をしておりますが、

当村にとっては観光と農業あるいはまた雪国の文化等が中心になるのかなと思われます。そう

いった中でどのように活性化を図っていくのか。また、人口維持こそが稼ぐ力につながっていく

のではないかと思いますが、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 また２問目といたしまして、役場庁舎の老朽化に伴います耐震改修工事の実施設計に

１，８００万円、これは当初予算に計上されたものでございますが、その進捗状況はどうなって

いるのか。そしてまた今後どのような予定で進めていくのかお伺いをしたいと思います。 

 また３点目といたしまして、水道管など施設の耐用年数は約４０年が更新時期の目安だよとい

うことでお伺いをしているところでございますが、今現在白馬村の人口減少や、そしてまた観光

客が減少する中、今後この施設の維持あるいは運営に充てるべき使用料金が低迷をしております。

現在の管理状況での問題点、そしてまた今後の更新計画等についてお考えをご答弁いただきたい

と思います。 

 また４点目といたしまして、現在の職員定数と職員数、また年令別の職員数や業務の業務量の
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バランス等についてお伺いをしたいと思います。 

 最後５点目となりますが、ふるさと納税にかかわるヤフーとの連携や取り組みの状況について、

以上５点になりますが、よろしくお願いをいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 太田修議員から２点通告がありました。まず１点目でございますけれども、

村長の施策と今後の取り組みについてであります。 

 改訂版アベノミクスと言われている新成長戦略でキーワードとされる「「稼ぐ力」を取り戻

す」につきましては、そもそも新成長戦略が医療、労働時間、法人税減税、そして農協改革と

いった分野で企業の収益を上げ、雇用、賃金を上昇させるという認識であり、地方自治体の施策

とはいささか距離があると思いますので、国の稼ぐ力とは切り離してお答えをいたします。 

 まず、観光と農業の活性化でありますが、これは常に村が抱えている大きな問題であり、一朝

一夕で答えが見つかるものではないと考えます。農政面から現状の取り組みを申しますと、今農

業者が直面している問題は、安定経営が非常に困難な状況であるということであります。昨年、

国が唱えた攻めの農業では農業の競争力をつけるため、１０年かけて米の生産コストを４割削減

し、農家の所得を倍増するとのことですが、現実は今年度は米の値段が予想以上に下落をしてお

り、直接支払いの減額もあり、生産者は大変な事態となっております。こうした中、ハードの対

策として生産基盤の整備、すなわち圃場整備の推進は生産性向上、そして耕作放棄地解消のため

行わなければならないと考えております。 

 私の公約にも掲げたところでありますが、ソフト面では現在農産物の特産品化や６次産業化に

ついて取り組んでいる農業者や法人が増えてきております。中には特産品の生産とともに、その

生産空間を観光スポットとしていきたいと意欲のある民間業者もおります。こうした取り組みは

観光振興、地域の活性化や雇用の創出につながるものと支援をしていきたいと考えております。 

 次に、役場庁舎・多目的研修会施設の耐震補強に伴う実施設計の進捗状況につきましては、

８月の１９日に８社による指名競争入札を行い、２２日付で有限会社渡辺建築設計事務所と

６５８万８，０００円で契約を締結いたしました。この設計業務は耐震補強のみでありますが、

現庁舎は昭和５４年建築で既に３０年以上経過し、その間、組織の再編やよりよい住民サービス

を目指して小規模改修を行ってきておりますが、住民サービスに必要な待合スペースや相談室も

十分とは言えず、また事務スペースや書類の保管場所も不足をして事務効率の低下を招いている

状況が見受けられるため、これにあわせて中規模改修を予定しているところであります。 

 現在、庁内で調査研究を行っていますので、調整ができ次第、議員の皆様からもご意見をいた

だき、来年度の改修工事を実施してまいりたいと考えております。 

 昨年の耐震診断結果からは、工事費約１億１，０００万の積算ですが、単独の改修工事をどこ

までやるかは財政状況などを踏まえ判断してまいりたいと思っております。 
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 次に、水道管などの施設の維持管理状況と今後の更新計画につきましては、平成２４年に水道

管理システムを更新し、水源地ごとに給水配水状況の確認を１日に２回行っております。監視シ

ステムは庁内はもとより、スマートフォンなどの携帯電話でも確認ができるシステムであり、こ

れにより異常な給水配水状況、例えば漏水や破断事故を早期に発見をすることができるシステム

であります。 

 更新計画ですが、水道管の一般的な耐用年数は４０年と言われております。村内の主な水道管

路の延長は約２００キロで、布設から４０年を経過した水道管は約２４キロあります。水道管の

法定耐用年数は物理的に交換が必要な基準を必ずしも指してはおりませんが、４０年を超えても

使える水道管がある反面、埋設の場所や土質、当時の施工方法の影響で４０年を待たずに劣化や

割れによる漏水、破裂事故が発生する場合もあります。 

 水道は重要な生活基盤でもあり、衛生施設として住民の健康と文化的な生活を支えていること

から、壊れる前に事前更新をしたほうが望ましいとの理解はしております。しかし、多額な費用

がかかるため、どのような更新が必要で資金をどう確保するのか、今後検討をしてまいりたいと

思います。 

 次に、現在の職員定数と職員数につきましては、職員定数条例第２条の規定により、村長事務

部局の職員８９名、企業職員８名、教育委員会の事務局の職員１２名、教育委員会の所管に属す

る学校、その他教育機関職員４名、議会の事務局職員２名、合計１１５名となっております。 

 年齢層別職員数は、平成２６年４月の１日現在では２０歳から２５歳までが９名、２６歳から

３０歳までが１１名、３１歳から３５歳までが５名、３６歳から４０歳までは１３名、４１歳か

ら４５歳までが１４名、４６歳から５０歳までが１３名、５１歳から５５歳までが１４名、

５６歳から５９歳までが７名であり、若年層の職員が少ないという状況であります。 

 事務量等のバランスですが、職員定数１１５人に対して８６人の職員で、そのうち派遣２名、

育児休業２名、休職１名という状況であり、不足する業務は嘱託職員及び臨時職員などで対応を

している状況であります。中にはパートに近い臨時職員もおりますが、単に定数との比較はでき

ませんが、限られた人的資源でいかに効率的な組織運営を行うかが課題であると考えております。 

 今後、人事評価制度とあわせて業務内容の把握、組織全体での年間事務量、知識、判断力、レ

ベルなどを把握し、人材適正配置の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、ふるさと納税にかかわるヤフーとの連携や取り組み状況でありますが、ふるさと納税に

つきましては、平成２０年４月の地方税法の一部改正により導入された制度で、本村でも同年

９月に条例を制定し、平成２５年度末の時点で５９件、４，０９２万１，０００円余りのご寄附

をいただいております。いただいた寄附金は一度ふるさと白馬を応援する基金に積み立て、これ

まで環境保全事業で１，２４８万１，０００円、スポーツ振興事業で３００万円、地域教育力の

向上事業で４００万円の合計１，９４８万１，０００円を活用させていただいているところであ
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ります。 

 このふるさと納税でありますが、特定の自治体に寄附することで税金の控除が受けられ、一定

の範囲内であれば２，０００円を超える部分が全額控除をされ、また自治体によっては寄附のお

礼としてお米や肉、旬のフルーツなど特産品を寄附者へ送っており、実質２，０００円の負担で

いろいろな特典が得られるため、最近テレビや雑誌等で取り上げられる機会も増えている状況で

あります。 

 本村では今までのところご寄附をいただいた方に対する特典というものはとくにありませんが、

全国において、また県内でも特典をつけることにより、億を超える寄附金が寄せられている自治

体もあり、寄附者にとっても寄附を受ける自治体にとっても有益なこの制度を地域活性化の手段

として活用するために、現在この分野で実績のあるヤフー株式会社と連携協議を進めているとこ

ろであります。 

 ヤフーポータルサイトを利用した２４時間３６５日、オンラインで寄附の申し込みやクレジッ

ト決済、また特典として農政課でリストアップをしているお米を初めとした各種農産物に加え、

白馬ならではのスキー場の１日リフト券や宿泊施設の利用時に使えるポイントの付与などを考え

ております。 

 いずれにいたしましても、全国の自治体で創意工夫を凝らしたさまざま取り組みを展開してお

り、本村においても実績を上げている他の自治体を参考にさせていただき、より有効な取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

 太田修議員の１点目の質問に対する答弁は以上であります。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） ありがとうございました。私の考える稼ぐ力というのは、確かに国との距

離感は感じるわけでございますが、稼ぐ力こそが活気ある村づくりにつながっていくのではない

かな、そんな思いをしております。村長公約を達成することこそが村の発展に近づくものではな

いか、そんな思いをしております。 

 そこの中でお伺いをさせていただきますが、地方自治法の第１６７条に副村長は長の命を受け、

政策及び企画をつかさどるとされております。また、村長選挙時の公約でチーム白馬で取り組む

等掲げております。副村長をトップに今後の村の直結する観光や農業問題、または滞納金問題、

そしてまた先を見据えた少子高齢化社会に伴いますこの件について、庁内を横断的に政策チーム

的な部局についてどのように考えているか、その辺について村長それから副村長にお伺いをした

いと思います。よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、太田議員から再質問という形の中で白馬村を活性化するには、そしてま

た村長公約を実現するためには庁内の体制をどうするかと、そういった質問であります。 
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 私も公約のとおりに、昨日の一般質問でもそういった発言をさせていただいているわけでござ

いますが、庁内に企画をしっかりとした部分で対応してまいりたい。いろいろな村民からの意見、

そしてまた庁内からのいろいろな調整等々あるわけでございますが、今言いましたように村民か

らのいろいろな意見がありましても、各担当課のほうで縦割りの中で対応しているというような

ことが実態であります。 

 そんなことも含めて横断的に対応ができるような、そういった企画の課になるということはと

もかくとして、そういった体制をしっかりと築いて、そして村民に対しても情報を発信していく

というような状況が非常に大事ではないかというふうに考えております。そんなことで、副村長

にもそういう対応ができるようにというような指示をしているところであります。以上です。 

議長（横田孝穗君） 続いて答弁を求めます。太田副村長。 

副村長（太田文敏君） 太田修議員さんの再質問に対しましてお答え申し上げます。 

 今、村長が申し上げた点に加えまして、太田修議員さんからはチーム９８でそういった政策の

ことに関してということでご質問があったわけですが、チーム白馬ですけれども、訂正いたしま

す。チーム白馬でということでご質問がありましたけれども、今イメージとして描いているのは、

いわゆるチーム白馬はテーマ別につくっていきたいというふうに思っております。では、福祉は

こうだ、こういうメンバー、それから教育ではこういうメンバーというふうに固定的ではなくて、

１つのテーマが上がり次第、有識者等をお願い申し上げて、政策的なところをお話いただくとい

うところを考えております。窓口は今、村長が申し上げましたように企画担当を考えているとこ

ろです。いわゆるよく言われるソリューションチーム、ソリューション会議というところですが、

問題解決チームというふうに置きかえていいかと思いますけれども、そういった類いで行ってい

きたいなというふうに思っております。 

 今のところ、まだできてはいない状態でありますし、自然発生的な形でつくっていけばなとい

うふうに思っております。もちろん、そのチーム白馬の中にはそのテーマ別の担当課の課長ある

いは課長補佐、係長、担当といったところが何人か入るということになってきます。メーンとい

たしましては副村長等が中心となるという格好ではありますが、窓口は企画担当ということで進

めていきたいと思います。 

 そういう意味もありまして、企画は政策の中心になろうかと思います。ここ１０年、白馬村は

とても大きな流れの渦の中にいるわけでありまして、そういった政策集団を構成することがとて

も大切かというふうに思っております。ということでチーム白馬に関しての再質問の答弁といた

したいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） ありがとうございました。冒頭で述べたように村長さんは、職員の知恵を

借りたいんだ。そしてまた副村長の就任に当たりましては総力を持った職員を育て、自由に企画
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や意見などを提案できる風通しのよい環境づくりを目指すと言われております。ぜひですね、こ

の辺のところを一体となって、本当にチーム白馬として動いていくことをお願いしたいなと、そ

んな思いをしております。 

 ちょっと時間の関係があります。次の点に移らせたいただきますけれども、庁舎の老朽化に伴

うものでございますが、これにつきまして附帯工事の考えと範囲、そしてまたフロアの改修や外

装、そしてまた今回夏、マイマイガ等の対策もあろうかと思いますが、現在網戸がないんですよ

ね、庁舎には。そういったところをどのように考えていくか、その辺についてお伺いしたいと思

います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 先ほど村長のほうで答弁をしましたけれども、現在庁内で検討中であり

ます。一応予定としてはですね、中規模改修ができたらなと思っておりますけれども、一番の

メーンは村民ホールであります。職員の方からも村民ホールの改修が多く寄せられております。

その点についてですね、現在庁内で検討中であります。実際ですね、どこの改修をこれから進め

るかについてもですね、あわせて今検討をしております。 

 庁内で検討ができれば、議員の皆さんからもそれにあわせてですね、ご意見を賜り、最終的に

決定してまいりたいと、こういうふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） ありがとうございました。正直言ってその段階で議員の皆様にというよう

なお話を今されたわけでございますが、正直言いましてこの際、言わせておいたもらったほうが

いいかなと思いますので、言わせていただきます。 

 普通、病院等へ行きますと、例えば自分の目的のところへかかろうとするのにラインがあるん

ですよね、赤とか黄色とか色分けしたラインがあります。そういったようなものを工夫されたら

どうかなという提案。 

 それからまた通路のところで住民課、あるいは税務課等々がいろいろあるわけでございます。

これについては個人情報等もかかわってくるのかなと思います。その中を一般の住民の人たちが

行き来するのは、果たしていかがなものかというような感じを受けます。その辺のところで何か

対策がぜひとれたらとっていただきたいなという、そんなことを申し添えておきたいと思います。 

 それでは、次の３点目に入らせていただきますが、一応水道の関係が４０年過ぎたものが

２４キロほどあるんだというようなことでございます。これは確かに４０年過ぎたら、次の日か

ら使えなくなるものではないとは思います。でも、国はこういったことを心配しまして、もしラ

イフライン等が破損あるいは老朽化した場合に、本当にライフラインがとまることによって人命

にもかかわるもんだいではないかというようなことを言われております。 

 白馬村の給水収益を見ましても、平成２０年が２億８，１３２万円あったものが平成２５年度
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では２億６，１３７万円ということで、２，０００万円も減額しているような状況でございます。

これは本当に２４キロのみならず、やっぱり手入れ等、維持管理がこれからますます必要になっ

てくるのではないかなと、そんな思いをしております。 

 そんな中で、平成２５年度の上水道の決算状況を見ますと、単年度では２，６５０万ほどの収

益が上がっておりまして、そのうち６００万円が減債積立基金に、そしてまた１，８００万円が

建設改良基金にそれぞれ積み立てるというような方向で進んでおりますけれども、実際、資本的

収支の中で企業債、償還金等を含めますと６，７８０万ほどが不足をしておりまして、それを損

益勘定留保資金のほうから補塡しているというような状況でございます。収入、支出それぞれ、

そしてまた今後の維持管理等を考えまして、その辺の補修計画等について水道課長さんにお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 上水道の更新計画というものでございますが、概略の基本計画は

持ってはいるのでありますけれども、せんだっての信毎にも出ましたように、大きな小諸市あた

りでもある程度の水道管につきましては、ちょっと衝撃的な見出しになっていましたが、壊れた

ら直すというような形になりましたが、ふぐあいが出たところでその都度補修していくというの

が現在の対応であります。 

 太田議員おっしゃるように、これからも更新計画につきましてはですね、今以上もう少し突っ

込んだ更新計画を立てなければいけないなというのは感じているところでございます。今年度か

らまたそういった水道の将来のための方策等を示す水道ビジョンといったようなものを作成して

まいりたいと考えているものでございます。 

 また、更新計画ですが、先ほど村長申しましたとおりに、全部の管、もう既に４０年を経過し

たものも更新すればですね、大体１メーター当たり４万円とか５万円というようなお金がかかる

わけでございまして、非常に高額なものになります。そういったものに対しまして水道料金の値

上げとか、そういったものも当然影響してくるものでございますので、ある程度の基本計画をつ

くった段階では、やはり最終的には村民の皆様の意見を聞きながら、どういった更新計画がよい

のかというような選択をしてまいりたいというふうに考えているものでございます。 

 また、現在の更新の状況でございますけれども、大体道路改良工事というようなものが、例え

ば今年度でしたら沢渡地区で歩道の拡幅工事というようなものが行われておりますが、そういっ

たときにあわせまして同時に水道管の更新をしているという現状でございます。こういったこと

で掘削の手間とか舗装を剥いだり、復旧したりする手間というものが、そういった大まかな拡幅

工事のほうで対応していただけるということで、比較的安価に更新ができるということがござい

ます。また、村道改良工事等もありましたら、古い管におきましてはそういったときに同時に更

新をしていくというような形で進めていくものでございます。以上でございます。 
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議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） ２５年度の水道会計で今ちょっとお話をさせていただいたんですが、今、

課長さんのご答弁のように、本当にこれから先、値上げも必要になるのかもしれません。こう

いったことを踏まえて、早めな計画を立てながら住民の理解を得て行っていくということが非常

に大事ではないかな、そんな思いをしております。 

 それから、また確かに私も感じることなんですが、１回舗装をかけて直した道をまた砕いてい

ろんな工事等がされているのをよく見かけましたけれども、ぜひ効率のよい作業計画を立ててい

ただいて、随時できるところから改良をしていってほしいな、そんな思いをしております。 

 それと、ちょっとここで耐用年数というようなことの中から若干お伺いしたいところがありま

すけれども、そういう施設でフル活用がされているか、そしてまた不十分な施設に対してどのよ

うな促進を図っていくのか、そして検討、それから解体を含めて今後どのように検討していくの

か、特に私の聞きたいところは森上のＪＲの払い下げの官舎になりますが、その辺についてのお

考えについて、これは建設課長さんにお願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。山岸建設課長。 

建設課長（山岸茂幸君） ご質問の森上の旧国鉄官舎の関係でありますが、旧国鉄官舎は昭和

５１年に建設された住宅で旧県営住宅、今はもう村営なっています森上、白馬団地よりも２年古

い住宅になっております。本年、村営住宅の長寿命化計画の策定ということで委託をしている中

で、森上の旧国鉄官舎につきましても解体撤去すべきか更新をするのかといった面も含めて検討

させていただいております。 

 旧国鉄官舎につきましては、まだ浄化槽の状態で中も多少手を入れなければならないと。下水

道につなぎ込むには水回り全て更新する必要もございますので、更新する費用と解体費用、双方

を比べまして、より有利なほうを選択してまいりたいと考えております。その際には理事者にも

相談をいたしますし、議会の皆さんにも再度お示しをさせていただき意見を求めたいと思ってい

ます。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） 正直言って空き家の住宅等もあって、村営住宅等もあって、どのように管

理しているかというような話で、前回の委員会の中で聞く機会がございました。担当職員が草刈

りをしたりとかいろんな形で努力されているということを耳にしまして、これから本当に必要な

ものは必要としてしっかり管理し、残していく。そしてまた何といいますか、耐用年数が過ぎて、

もうこれはというようなものについては思い切った解体等の処分も必要ではないかなと、そんな

思いもあって質問をさせていただきました。 

 次にいきます。４番目の関係でございます。職員定数等についてでございますけれども、一応

私の調べたところ、２５年４月現在、村は村長部局計で８７名とありましたが、８６名というこ
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とでお伺いしました。一応条例定数は１１５名です。そして実際現在この人数で行っているとい

うのが現状であるということを認識をさせていただきました。正直言いまして一番の仕事は住民

サービスをどこまで、どのようにやっていくかということが一番大事になってくるかと思います。 

 国はこの件につきまして民主党政権だったころ、事業仕分けというのがやられたわけでござい

ますが、白馬村におきましては事務事業評価委員会でそれぞれ検討され、報告が出ているはずで

す、出ています。 

 そういったところを見ますと、本当に何というのか本当に続けなければいけないのかなという

ような事業も多々あるわけでございますけれども、そういったことを考え本当にコンパクトな政

策へ切りかえていくのか、あるいはこの職員定数１１５名をもとに、なるべくそれに近づけた住

民サービスを行っていくのか、その辺について村長さんにお伺いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今職員定数の関係について再質問でありますけれども、今白馬村の現状を見

ますと、先ほど言ったように非常に職員が中途でやめたり、そして今採用はそれぞれ計画どおり

進めているわけでございますけれども、今村民に対しての住民サービスが果たしてできるレベル

かということは、非常に私も心配をしているところであります。 

 そんな中で今、臨時職員等々をお願いをしながら、対応をしているわけでございますけれども、

いずれにいたしましても職員定数も見直しをする中で、増員するところはしっかりと増員をしな

ければいけないというふうに考えております。 

 最近、特にいろいろな仕事が増えてきている現状の中で、役場の職員も非常にご苦労をいただ

いているわけでございますけれども、そんなことを含めて事業量に合った定員配置をしてまいり

たいと、このように思っております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） ありがとうございました。今、村長さんからも言われたわけでございます

けれども、ここのところ数年若年層の退職者が増えているというようなことでございます。それ

に対して仕事の業務量はどうなのか、職員は適正なのか、あるいは課長さんによります課内業務

の中でのマネジメントが確立されているのか、その辺についてお伺いをしていきたいなと思いま

した。 

 まず、庁舎関係でイベントあるいは大会等にも休日出勤等で出ているわけで、出勤する職員さ

んが多くいられるわけでございますけれども、そういったものは今現在どのような形で行われて

いるのか、休日出勤なのか、あるいは代休制を取り入れているのか、そういったところについて

お伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 現在は時間外手当ということで支給しております。ただ、村の大きなイ
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ベントについてはですね、時間幾らという形の中で勤務になりますけれども、そういう形で対応

をしております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） 先ほど村長さんの説明の中にも年代別の職員数で３１から３５歳が５名だ

よということで、ここが正直言って極端に少ないかなというような感じがしておりますけれども、

正直言って昨年、２５年度採用というんですかね、そのときの職員の募集については年齢幅が

あったんですが、また今年度は年齢幅がまた従来どおりに戻っているというような状況、それか

らまた、こういった災害等あるいはまた日々の生活の中で道路、橋梁あるいは先ほど言ったライ

フライン等の維持管理が非常に重要になってきているのかなと、そんな気がします。 

 そんな中で専門職等について、どのように今後採用等を考えていくか、採用計画についてお伺

いをしたいと思います。これは副村長さんのほうがいいですか、お願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田副村長。 

副村長（太田文敏君） 専門職の採用についてということの再質問でございますが、白馬村役場に

おきましては先ほどの再質問の答弁でも申し上げましたように、非常に状況が複雑の中で事務を

行ってございます。ということで専門職につきましては、どうしても補充というか採用は必要と

なってきております。 

 ただ、同じ専門職と申しましても土木建築だけでなくて、それ以外のところでも必要なところ

が出てきております。国際法とかそこら辺まで必要な状況が出てきておりますので、そこら辺は

また庁内等々で検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員の質問時間は答弁も含め、あと１５分です。

質問はありませんか。太田議員。 

第８番（太田 修君） ふるさと納税の関係につきましては、新しいところではこの９月から木島

平のほうで１００万円以上の寄附者に対して一日村長を体験してもらうようなことが書かれてお

りました。それぞれ工夫されて取り組んでいるところであります。 

 そんな中で本当に東京都は都の税金を使って、寄附者に対してお礼の品を買うことがいいなの

かどうなのか、こんなことも検討されたようでございますし、ぜひ村としてこれから必要な財源

になってくるのかなと思います。 

 そんな中で何といいますか、寄附者の使途目的で寄附を受ける方法と、やっぱり白馬村がこう

いうことをやりたいんだ、そのために寄附金を募りたいんだというものの考え方が出てくるかな

と私は思います。そういったことではある程度何といいますか、計画に基づいた寄附を受けなが

ら、それを有効に使っていくということが必要ではないかなと、そんな思いをしております。 

 時間の関係で次に、２問目のほうに入らせていただきます。 

 防災計画、それから避難訓練等への改善策についてお伺いをしたいと思います。局地的な豪雨
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によります土砂災害で、とうとい命や財産が一瞬にして奪われるような事故が、ここ数年各地で

発生をしております。専門家によりますと地球温暖化もあり、局所的な豪雨が増えていき、自治

体での地域の被害状況を迅速かつ把握していくのは技術的に限界に近づいているんではないかと

いうような指摘もございます。 

 まずは個々で積極的な避難、あるいは行政の早めな避難勧告、指示等が出せるような見直しが

必要とも言われております。また、国は東日本大震災の教訓から国土強靱化を掲げ、住宅の耐震

強化や、あるいはまた堤防整備等が進められてきているところでございますけれども、近年は局

地的な大雨による土砂災害等、あるいはまた大雪といったような被害が相次いでおります。局地

的な被害への法整備が後手になっているというのは指摘もありました。村のそういった災害に対

する危機管理体制についてお伺いをしたいと思います。 

 まず第１点目といたしまして、防災ハザードマップで住民避難情報が報道機関から直接行くも

のと、また自治体の対策本部ができてから防災無線あるいはケーブルテレビ、あるいは広報車等

で情報を発信されるなど、多種にわたり情報の重複化が混乱を招く可能性が懸念をされておりま

す。これは自治体における災害対策や初動体制が重要であり、早めの避難勧告や指示等の発令基

準など的確な情報を発信することが重要だと考えております。現在、運用の国内におけます最近

の災害情報を踏まえた見直し、改善等についてお伺いをいたします。 

 また２点目といたしまして、災害発生地域の役員及び地区の自主防災組織関係者との連携でき

る組織づくりが大事ではないかな、そんな思いをしております。この中では特に今回広島等での

行方不明者に対する住民情報がおくれたというようなことで時間がかかったというようなことも

聞いております。そういったところを踏まえ、どのように考えているかお伺いをしたいと思いま

す。 

 また３点目といたしまして、有事の際を想定しまして地区単位での避難救助訓練等が必要では

ないかと思っております。これは正直、公の場でＡＥＤですか、これが設置されて１０年が経過

したというような中でございまして、全国には２０万台を超える機械が入っているそうでござい

ますが、搬送者の中でなおかつ心肺停止の方の使用率が３．７％しかないというようなことが言

われております。本当に緊急時、訓練こそがこういったもののアップにつながっていくんではな

いかなと、そんな思いをしております。 

 以上３点についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 太田修議員の２点目の防災計画・避難訓練等への改善策についてお答えをい

たします。 

 防災計画・避難訓練等への改善策について、１つ目の現在の運用と国内における直近の災害実

情などを踏まえた見直しと改善策についてご質問でありますが、昨年１０月の伊豆大島での台風
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による土砂災害や先月の広島の土砂災害など、災害が発生した際に避難勧告が適切に発令されな

かったため被害の拡大につながったことが全国的に大きな問題となっております。 

 村では避難情報にかかわる発令の判断基準では、土砂災害と洪水の２種類の災害について発令

基準などを定めています。まず、土砂災害では発令の区分を避難準備情報、避難勧告、避難指示

の３つに分け、それぞれ基準を設けており、発令についてはその基準を参考に長野県や気象庁、

国土交通省からの情報や今後の気象予測、巡視などから報告を含めて総合的に判断し、発令をす

ることになっております。洪水による避難情報の発令については洪水予報河川に指定されている

姫川と松川に関する避難勧告などの発令基準に基づき、今後の気象予測や巡視等からの報告も含

め総合的に判断をし、発令をすることになっております。 

 この４月に出された内閣府による避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインは、制

度改正や災害の教訓を踏まえて９年ぶりに改訂されたものであります。このガイドラインによる

避難は災害から命を守るための行動であることが改めて定義されており、また市町村が発令する

避難勧告等は空振りを恐れず早めに出すことを基本とし、避難勧告等の判断基準のわかりやすい

設定や市町村の防災体制の考え方を提示してあり、市町村に対し避難勧告等の基準を検討し、

１年から２年をめどに見直しを求めるとされております。 

 本村では、このガイドラインと現在の避難勧告の発令基準とを比較検討し、また防災関係機関

と調整をしながら必要なところは速やかに改正をしてまいります。 

 避難情報の伝達手段につきましては、それぞれの災害時における状況等により情報を得られる

媒体等が異なりますので、情報伝達手段については多いほうがよいと考えておりますが、災害時

には災害に対する適切な情報や、その内容の統一性が重要でありますので、村の避難情報にかか

わる発令の判断基準の中には情報伝達の文例についても定められております。 

 ２つ目の災害発生地域の役員及び地区の自主防災組織関係者との連携できる組織づくりについ

ての質問ですが、自主防災組織は防災活動だけを行うのではなく、地域のコミュニティーとして

地域のさまざまな活動を組み合わせると同時に、消防団や地域の団体と連携することが活動の活

性化につながり、ふだんからの地域での活動や連携が防災活動にとって重要な要素であります。

いざ災害が発生したときに、被害の拡大を防ぐためには県、村の対応だけでは限界があり、早期

の対策をとることが難しい場合も考えられます。 

 そこで、自分の身は自分で守るとともに、近隣の人々によりお互いに協力をし合いながら防災

活動を組織的に取り組み、自助、共助、公助の連携により被害の軽減を図ることが必要であり、

現在自主防災組織が組織されていない地区がどんぐり、エコーランド、青鬼地区の３地区であり

ます。引き続き自主防災組織の必要性についてご理解をいただきながら、組織の立ち上げに向け

て働きかけを行ってまいります。 

 ３つ目の有事の際を想定した地区単位での避難訓練等の実施や指導計画についてのご質問でご
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ざいますが、地区単位での避難訓練につきましては、地区ごとに自主防災組織や地元消防団で

行っております。村では避難訓練や消火訓練、救命救護訓練などの自主防災組織の防災訓練の計

画から実施までをお手伝いをさせていただくことになっております。 

 来月１９日には白馬村秋季火災予防運動消防総合訓練を多目的研修集会施設において実施する

予定になっております。この訓練は地域住民が一体となって安心・安全な地域づくりに取り組み、

地域防災力の向上を目指して消防署、消防団の協力により行うもので、この訓練では住民参加型

訓練として４種類の訓練ブースを設け、救護搬送訓練、救命処置訓練、初期消火訓練、煙体験な

どのほか、地震体験車による地震体験、防災グッズの展示を予定しているところであります。多

くの村民の皆様にご参加をいただきますようお願いを申し上げるところでございます。 

 太田修議員の防災の関係についての答弁は以上であります。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員の質問時間は答弁も含め、あと３分です。質

問はありませんか。太田修議員。 

第８番（太田 修君） すみません、ちょっと一問一答が基準だと思うんですけれども、あわせて

二、三点お伺いしたいと思いますが、よろしいですか。 

議長（横田孝穗君） はい。時間内にお願いいたします。 

第８番（太田 修君） はい、わかりました。一応、この村で出している防災マップでございます

けれども、一応先ほどそういったように気象庁のほうから直接入るもの、それから長野県から白

馬村へ来て、そこから対策本部ができていくもの等があります。これは正直言って役場の体制の

中で、夜間とか休日等々になるかと思いますけれども、こういったときに例えば地域で災害が発

生したとき、まずどこへ連絡をとればいいかというのがちょっと見えてこないかなというような

気がしますけれども、消防署あるいは警察かなと、ちょっと個人的には思っているんですが、そ

れでいいなのかどうなのか、あるいはまたこれをつくる計画もあるみたいですので、できたらそ

の辺も含めてやっていただけたらいいのかなと、そんな思いをしております。 

 それから、初動マニュアルの関係でございますが、一応この中に本当に災害が発生したときに

時間目標、いつどのくらいな時間、発生連絡が入ってからどのくらいたったら何といいますか、

本部の立ち上げまでかかる時間的なものが明記されているのかどうなのか、その辺についてお伺

いをしたいと思いますし、それからあと正直今回のこういった災害に対しまして警戒区域や特別

警戒区域等について、県のほうでは正直言ってこれを公表しちゃうと資産価値が低下することが

懸念されるというようなことで、なかなか進んでいないというような現状だということだそうで

すが、今現在その点について白馬村はどんな状況にあるか、それについてすみませんが、３点よ

ろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） まず、災害が発生したときのですね、報告につきましては一応役場のほ
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うへ連絡いただければ、一応職員が、当初初動の関係については一応５名、４班編制で１班５名

が役場のほうへ待機するようになりますので、住民の方は役場のほうへ連絡をしていただければ

役場の職員が対応できる。万が一、役場に職員がいない場合についてもですね、一応電話いただ

ければ緊急携帯電話が一応役場のほうで無線で流れますので、そちらへ連絡いただければ職員が

携帯に出るというような形になります。 

 あと初動マニュアルでありますけれども、実際に本部を立ち上げるまでにはですね、実際災害

が発生する前に職員のほうで、どういう形がいいのか協議をして、それから最終的に村長のほう

で本部を立ち上げるようになります。時間がどのくらいかかるかについてはですね、その災害、

雨量とか大雪とかその状況も大雨とかもありますので、内容によるかと思います。はっきりした

時間は申し上げることはできません。 

 それから、資産価値の関係でありますが、当然レッドゾーン、イエローゾーンかかっていると

ころは、はたから見ると資産価値が落ちるような状況であります。村としてはですね、特に対応

はしていないのが実情であります。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員の質問時間が終了いたしましたので、第８番

太田修議員の一般質問は終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時１０分 

議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第４番伊藤まゆみ議員の一般質問を許します。第４番伊藤まゆみ議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） ４番、伊藤まゆみです。２カ月前の村長選で当選されました下川村長の

もと新たな体制になり、はや１カ月余りがたちました。就任後初となる昨日の一般質問では下川

村長のお人柄が伺えるような正直なはっきりした答弁で、また出された提案に対しましても前向

きに検討する旨のものが多く、テレビを見てこれからよくなると期待を持った住民の方も多かっ

たのではないかと思っております。 

 昨年の村議選におきまして無投票で選出され、私もこの場にいるわけでありますが、昨年１年

間を振り返りますと重要な問題あるいは課題というのは、どう見ても白馬高校の存続、下水道問

題及び受益者負担金事務改善報告書に関すること、そして破産法による破産申し立ての是非を問

われました固定資産税の滞納問題、その３点でありました。この７月に行われました選挙に立候

補されたお三方で白馬高校の存続を挙げられた方はおりましたが、ほかの２点につきましては残

念ながら、どなたも公約と申しますか、約束として言及されてはおられなかったように記憶して

おります。 

 私にとっては公平性をどのように担保するかを占う、そこが一番聞きたい大切な部分でありま
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したので、どなたも取り上げていなかったことに対しましてかなり失望いたしましたことは事実

であります。ですので今回、新しい村長になっての初めての一般質問では、一番目としまして下

水道の問題について、２番目には固定資産税の滞納についての大きく２つについて今後の方向性

を伺うことといたしました。 

 まず、１つ目は下水道の問題についてであります。昨日、加藤議員が同じ問題を取り上げてい

ました。テーマは重複いたしますが、私は別の角度から村長のこの問題に対する姿勢を確認させ

ていただきたいと思っております。 

 ①としまして、村長選をめぐって実施されましたアンケートの記事、正確に申しますと大糸タ

イムス７月１２日付でございますが、それによりますと住民の下水道問題に対する関心は３番目

という高い位置にあり、下水道問題は解決されていないとの認識であることがうかがえるかと思

います。にもかかわらず、村長は出馬時の公約に下水道問題に一切触れておりませんでした。そ

の理由を伺いたいと思います。 

 ２番目としまして、今定例会の初日の挨拶で、村長は下水道問題の事務事業改善報告書の検証

と評価を下水道公団に依頼するとしております。その際の委託業務の内容といたしまして、受益

者負担条例及び附属規定の見直しを挙げておられます。見直すとはさかのぼって見直すのか、そ

れとも今後の見直し方法のことであるのか、そこを伺いたい。 

 以上２点についてのご答弁をお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 伊藤まゆみ議員の一般質問には２点通告がされております。まず、第１点で

ございますが、下水道問題についてであります。この問題につきましては、１つ目の住民にとっ

ては下水道問題は解決されていないという認識であるにもかかわらず、村長公約で下水道問題に

一切触れなかった理由でありますが、白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書は下水

道事業団に検証、評価を依頼しているということから、その検証、評価をいただいてから検証す

るということで、その時点では触れてまいりませんでした。また、同時に下水道加入分担金にか

かわる係争が現在行われているところでもありますので、係争に関して影響を与えるかどうかは

わからないので、直接触れることはしませんでした。 

 ２つ目の下水道事業受益者負担金事務改善報告書の検証と評価についてのご質問でありますが、

下水道事業団に委託する業務内容のうち受益者負担条例及び負担金規定の見直しについては、事

務改善報告書の検証、そして評価にあわせていろいろな意見をお聞きしながら、専門家の意見を

聞きながら対応をしてまいりたい、このように思っております。 

 １問目の質問については以上であります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） ご答弁いただきましてありがとうございました。検証報告を受けてから
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ということと係争中であったので、これに触れることになるのではないかというお考えで公約に

載せなかったとのご答弁かと思います。であるならばですね、皆さんの関心が高かったわけです

から、住民の納得のいくような決着をつけますというような形でもよかったのではないか、その

ように私は思っております。そのような形で公約に挙げてもよかったと思います。 

 住民の下水道問題の徹底解明に対する関心が、先ほどもお話ししましたように３位だったとい

うことは、住民の関心がそれほど高かったということですが、その問題を公約しなかったのは先

ほどおっしゃっておられたんですが、今私もお話しましたように、納得のいく決着をつけると

いった内容で公約に掲げるということはお考えにならなかったんでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 先ほど答弁したとおりであります。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） そうしましたら質問の内容を変えまして、それでは住民はなぜ下水道問

題を３位にするほど、この下水道問題の徹底解明に関心があったと思われますでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） この関心が３番目にあったということをどういうふうに思われるかというこ

とでありますが、先ほどこの下水道問題については、住民の方は、村民の方は非常に関心がある

ことは十分承知をしておりました。私が議会のときにこの問題が発覚をいたしまして、そしてい

ろいろ議論をしてまいりました。そんな中で十分このことに関しまして私自身も関心は持ってお

りましたけれども、先ほど言ったような今事業団のほうへ、この定例会で補正予算でお認めをい

ただけたら、事業団のほうへ検証してもらうということになっておりますので、あえて私は今で

もそういう形で考えております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 今いただきましたご答弁には、ご自身も議員のときからご関心があった

ということであります。そもそもこの下水道問題ですが、何が問題であるとお考えでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） この下水道問題、非常に当時インフラ整備というような形の中で、長野冬季

オリンピックが白馬へ来るというようなことで国、県を挙げて推進をされたというふうに聞いて

おります。そんな中で国のほうからはどんどんどんどん早くやれというような、そういった意見、

指導なんかもあったりして、現実に村で対応ができない状況も多々あったと思います。 

 そういった中で進めてきたわけでございますけれども、当初の予定よりもインフラ整備という

ような形の中で、神城のほうはいついくかわからないというような当初の話のようであったと聞

いておりますけれども、そういった地域までどんどん工事が進められるようになったというよう

なことで、実際その事務のほうがそれに追いついていなかったというのが一番問題ではなかった
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のかなということを私は今でも感じております。 

 そういった中で、受益者負担金の各家庭から分担金を頂戴するにつきましても、非常に後手後

手に回っちゃったというようなことが今の現状ではないかと、こんなふうに考えております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） いただきましたご答弁では、村での対応ができない中で工事が進められ、

後手後手になってしまったということだと思います。その中で事務が追いつかずというようなこ

とをおっしゃっておられたかと思いますが、ということはこの事業の進め方に問題があったので

はないかというふうに思われるんですが、いかがでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、伊藤議員の言われるように、この問題がどこにあったかということを先

ほど私も言いましたけれども、この受益者負担金事務改善報告書にありますように、下水道事業

者負担金には多額の未収金が生じてしまった要因は、先ほど言った仕事が追いつかなかったとい

うようなこともありますし、それから根本はその意義の欠如といった個人の資質の問題のみなら

ず、役場庁内や課内での連絡調整や連携不足、そして法令遵守意識の低下や管理監督者の事業業

務管理の不足、また法的に適正ですが、住民から理解されにくい受益者負担金が、抱える制度上

の問題も加わり発生した事案であるというふうに考えております。 

 これからそれらの問題点を個人的要因、組織的要因、制度的要因というようなこともこの下水

道問題については要因の１つだというふうに考えております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 私はですね、先ほどの住民の関心が高かったというところに戻りますと、

そもそもの問題というのがですね、負担金の納入額が１０億円に対しまして払っていない、払わ

なくてよい額がほぼ同額の１４億円もある。このままでいきましたら、出した者は損をしたとい

うような形になるわけであります。等しく利益を受ける者の間にこのような差があっていいもの

でしょうか。こんなことで住民の不公平感はどうあっても拭うことはできないかと思います。村

政の第一の要諦、かなめであります公平性に反すると思いますが、この点はどうお考えでしょう

か。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 伊藤議員の質問でございますけれども、先ほどの問題の分析等につ

きましても事務改善報告書にしっかりうたいまして、それに基づき現在担当課では進めていると

いう状態でございます。 

 それから、未収金に関しましては事務的ではございますけれども、不納欠損ということで対応

をさせていただいております。 

 今後の加入分担金になった賦課地の関係につきましても、以前からご報告させていただいてい
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ますように再度見直しをかけていくという作業をしてございます。昨日の加藤議員のご質問でも

お答えさせていただきましたとおりに、猶予地の関係については見直しを行いまして、さらに土

地の管理を適切にできるように更新申請のお願いというものを今月から始めております。今年は

神城地区を予定しておりまして、既に神城地区の受益者の皆様にはですね、徴収猶予の更新申請

の通知を出して、今それぞれまた返信をもらっているという最中でございます。それをまた私ど

もで確認しながら適切な賦課徴収ができるように、昨日も申し上げましたけれども、今後将来家

を建てるような計画がないような農地とか山林とか原野等につきましてはですね、排水区域から

除外するというようなことも検討するということは以前から申しておりますので、そのとおりに

事務を進めているところでございます。 

 引き続き適切な賦課徴収が行えるようにですね、こういった機会に書類の整備等も進めている

最中でございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 私が申し上げたのは今後のことではなくてですね、今までのことなんで

すが。前村長から引き継ぎの下水道負担金関係の内容、経過項目中の受益者負担金単位負担額の

遡及改正の不実施、単位負担額を遡及して改正すること、既に納入された負担金返金を行わない

と判断というふうに引き継ぎの中にはあるんですが、下水道事業団の検証結果によっては、ここ

も見直す意思がおありなのかということをちょっとお伺いしたいと思いますが。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） これから正式にお願いするものでございまして、その結果次第で当

然判断してまいりたいというものでございます。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） そうしましたら可能性はゼロではないということでよろしいでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） 何度も言いますけれども、検証結果をいただいた上で判断してまい

りたいというものでございます。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 昨日の同僚議員の一般質問の答弁の中で、下水道事業団に検証を依頼し、

２７年度第１回の議会でその結果を報告し、３月をめどに加入分担金制度の見直しも含めた方針

を発表する、村長の任期前半にはこの徹底解明をし、収束を図るということをお考えのことでよ

ろしいでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 昨日もその答弁をいたしましたけれども、事業団に検証結果を来年の３月定

例会に議員の皆さんにお示しをしながら、そしてまたこの対応についてはそれぞれ改善するべき
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は改善するということでしていかなければいけないというふうに思っておりますし、私の任期の

前半２年間のうちには、何とかこれを収束してまいりたいと、そういう努力をしてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） ３月の議会で同僚議員がまた事務事業改善報告書の５３ページにも受益

者負担金の滞納者は村税の滞納者と同一人物であることが多く、庁内で競合するケースがあるた

め、徴収体制の一元化について検討する旨の記述がありますが、これは現在どのようになってい

るかを伺いたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいまの伊藤議員さんの再質問でございますけれども、一元化の方向に

つきましてですね、いろいろ資料等をそろえまして、いわゆる他市町村等々の資料をそろえ、ま

た上部機関との調整の中で、その方向では考えてはおりますけれども、まだ具体的にアクション

まで起こすところまでは来ておりません。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 前回、６月の議会でですね、ちょっと違うケースなんですが、下水道問

題を私が取り上げまして、供用開始の公示にのっとり関係資料の公告、縦覧、すなわち公開をし

たのかどうかを尋ねましたところ、してあるはずだとの回答をいただきました。なので、その証

明できるものを提出していただきたい旨のお願いをいたしましたところ、了解をいたしましたと

いうふうにおっしゃっていただいたんですが、私はまだいまだにいただいておりません。ほかの

業務があり、忙しいというのはわかりますが、せめていつごろまでに用意できるといった内容の

返事をいただいてもよろしいのではないかと思いますが、水道課長いかがでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） すみません、ちょっと詳細を確認させていただきたいのですけれど

も、どういった点でしたか、もう一度確認をお願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 伊藤議員、説明をお願いします。 

第４番（伊藤まゆみ君） 前回、６月の議会なんですが、供用開始の公示というのをおやりになっ

ているはずだというふうに質問させていただきまして、公告、縦覧、要するに皆さんに公開して、

こういうところが対象区域ですよというようなことをしているのかというふうに聞きましたら、

副村長からしているはずだというふうに言われました。提出していただけますかということで了

解をいただいたかと思いますが、そのことでありますけれども。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井 洋君） すみません、もう一度詳細確認しまして、対応させていただきたい

と思います。 
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議長（横田孝穗君） 伊藤議員の質問の中で行政側には反問権がありませんので、申し添えます。

それでは答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） そうしましたら、また確認していただいて提出していただきたいと思い

ます。 

 時間もありますので、次の質問にさせていただきたいと思いますけれども、その次の質問に入

ります前にですね、下水道に関する今回の質問の最後といたしまして、賦課がえの合法性につい

て伺いたいと思います。前村長は、明確な意見を述べておられませんでしたが、副村長は合法と

主張をされておりました、前副村長であります。下川村長はこの賦課がえの合法性について、ど

のような見解をお持ちか伺いたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、伊藤議員から賦課がえについてどのように思っているかということであ

ります。先ほどのこの問題の要因の１つには、この賦課がえということが非常に問題を難しくし

ていたという状況は、私も十分理解をしているところであります。そのために非常に事務的にも

混乱をしたというような状況は否めない事実だと私は思っています。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員、質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 問題があるということは認識をされておられるわけでありますが、すみ

ません、では次の質問に移らせていただきます。 

 議会初日の村長挨拶の中でですね、昨年平成２５年度は村税の収入総額が１５億円強、前年度

比で約４，５００万円、３．１％増加と税の徴収に触れられておりました。税の取り立てが厳し

い、そんな批判がある中、税の滞納ワースト順位を下げたいと努力した税務課職員の功績と私は

思っております。しかし、２６年度末現在の収入済額は合計で前年比５５０万円余りマイナス、

特に滞納繰越分は３，４００万円、５６％のマイナスで、滞納整理に苦慮しているという状況で

あります。追い打ちをかけるような天候不順による、この夏の観光客数の入り込み減は、今後の

税収入に暗い影を落としている気がしてなりません。 

 そんな中、固定資産税評価の見直し、不均一課税の実施等を求める請願書が今議会に提出され

ました。製造、営業の経費として固定資産税を商品価格に転嫁できる大企業と違い、季節営業で、

しかも家族経営の事業者が多い当村のような状況で、都会の大企業並みの税率を払っていくこと

はかなり厳しいのは当然であります。苦しんでいる住民と手を取り合い、どのような道があるの

かを模索し、リーダーシップをとっていく、次期村長となられる方からそんな姿を見たかったと

いうのが私の思いでありました。しかし、前段でも申し上げたとおり、この固定資産税の滞納問

題についても、さきの村長選挙ではどなたも言及されていなかったという、まことに残念な結果

でありました。 

 そこで、固定資産税の滞納について１番目としまして、７月１日に八方文化会館で行われまし
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た八方振興会主催の立候補予定者演説会での固定資産税の滞納処理に関する会からの質問に、村

長はどのようにお答えになったかを確認させていただきたいと思います。 

 ２番目といたしまして、定例会初日の村長挨拶の中で滞納者の担税力を見きわめ、徴収不能事

案は執行停止処分をしていくことも必要とあります。この件に関し２つ伺いたいと思います。

１つは、どのような担税力が執行停止処分に該当するのかということであります。その指標ある

いは基準はどのようなものか。もう１つとしまして、執行停止処分に該当した場合、納税の公平

性は担保できるのかという２点のご答弁をよろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 伊藤まゆみ議員の固定資産税の滞納についてということで、２番目の質問で

あります。 

 八方振興会主催の立候補予定者演説会において、固定資産税の滞納処理に対する回答ですが、

主催いたしました八方振興会では会議録は作成していないということでありますので、私もこの

問題についてどのような答弁をしたかということは明確な記憶がありません。申しわけございま

せんけれども、よろしくお願いをしたいと思います。 

 そして、次に滞納者の担税力を見きわめ、徴収不能事案は執行停止処分をしていくことも必要

ということについて、どのような担税力が執行停止処分に該当するのか、また執行停止処分に該

当した場合、納税の公平性は担保されるかとの質問でありますが、滞納処理の執行停止は納税者

の財産と所在について調査をしても徴収することが不可能な場合、あるいは滞納処分することが

滞納者の生活を困窮させるおそれがある場合に滞納処分の執行を停止する制度であります。 

 執行停止の要件は地方税第１５条の７第１項で規定されており、「滞納処分をすることができ

る財産がないとき」、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある

とき」、「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とされてお

ります。 

 具体的に申しますと、「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、滞納者の換価可

能財産を全て換価しても、なお未納の徴収金があるときや税に優先する債権が多く、配当の見込

みが全くない場合になります。競売や破産により財産がなくなってしまった、そしてほかに換価

可能財産がないときは、これに当たるわけであります。 

 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者が個人に限られますが、生活をし

ていく上で最低限必要な財産や収入しかない場合、滞納処分を執行することで生活保護同様の状

態になるおそれがある場合になりますが、生活保護法の適用を受けている方を適用としていると

ころであります。 

 「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明のとき」とは、滞納者の所在、

財産がともに不明の場合で、指標、基準といったものは整備しておりませんが、地方税法の執行
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停止の要件により処理をしています。今後は基準を策定してまいりたいと思っております。 

 また、滞納処分を執行するに当たっては、財産調査を行い、差し押さえ、換価、配当による一

連の処分によって行い、執行停止についてもこれらの一連の処分の経過を踏まえ、法律の規定に

基づく執行をしており、公平を欠くことのないよう処理をしているところであります。 

 伊藤まゆみ議員の一般質問の固定資産の税の滞納についての答弁は以上でありますが、補足に

ついては担当課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員、質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） そうしましたら、法にのっとってやるということでよろしいかと思いま

す。この滞納問題につきましては今年の２月に弁護士の先生に来ていただきまして、「債権者破

産と納税義務の消滅について」と題しまして説明を受けました。そのときの内容では先ほど村長

がおっしゃられたように滞納処分の停止ができるのは、滞納処理を執行できる財産がないときが

１つ目ですね、２つ目が滞納処理を執行することによってその生活を著しく困窮させるおそれが

あるとき、３番目といたしまして、その所在及び滞納処理を執行することができる財産がともに

不明なときということでした。 

 今回、村長が初日の挨拶で言われているのは滞納処分の停止、この停止ということでよろしい

わけかと思います。前述の弁護士の先生によれば、執行停止をするには債権者破産という方法し

か残っていないと、そのとき私は捉えたんですけれども、今回はそれ以外に当てはまる方法とい

いますか、方がいらっしゃるということでよろしいでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田税務課長。 

税務課長（太田洋一君） 執行停止の要件として債権者破産しかないということはあり得ません。

村長が答弁で申し上げたとおり、地方税法１５条の７の１の３つの要件に当てはまれば、執行停

止の要件ということになりますので、必ずしも破産法による破産手続によるものが執行停止の要

件というわけではありません。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） そうしますと、ちょっと私が弁護士の先生から伺ったのは勘違いだった

ということでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田税務課長。 

税務課長（太田洋一君） 弁護士の先生のおっしゃったことは、破産法による破産になった場合で

すね、当然ながら換価する財産がそこでなくなってしまいますので、そういった場合は破産法に

よる手続によって、そういった処理がされた場合は換価するものがなくなりますので、こういう

ものに該当するということでおっしゃったのではないかと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） 滞納処理を執行することによりまして生活を著しく困窮させるおそれが
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あるときというのは、先ほどおっしゃられたみたいに、それによって生活保護を受けてしまうで

すとか、災害に遭われた方などが対象になるかと思いますけれども、当然現在営業をしている状

態での執行停止はあり得ないということでよろしいでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田税務課長。 

税務課長（太田洋一君） 営業をしている施設につきましては、営業をしている以上はそこに収入

があるわけで、資力があるという判断をされますので、営業している以上は執行停止については

難しいと判断しております。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） わかりました。そうしましたら、前村長のまた引き継ぎ事項なんですが、

滞納者の担税力を見きわめ、徴収の事案は執行停止処分をしていくことも必要という文面も確か

にありましたけれども、ほかに滞納整理を進めていく手法として、破産法による破産申し立ての

研究、検討が必要であるという文言もこちらの中に入っていたんですが、下川村長はどのように

お考えか見解を伺いたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。太田副村長。 

副村長（太田文敏君） 私のほうからお答え申し上げたいと思います。破産法の申し立ての関係で

ございますけれども、日本は自由主義社会ですので、いわゆる行政を除く民間の方々にとっては

法律に違反していなければ、原則としていろんなことができるわけです。公序良俗というふうに

民法とか地方自治法とかに書いてありますけれども、それに法律に違反しなければ何をやっても

いいわけなんですが、行政に関しては法律の留保といいまして、書いていないことを住民の方々

に規制するとか、お金を頂戴するとかといったことは、原則ができないということになっており

ます。 

 ただ、これはあくまでも学説でもありますしということで、法律のそういう機関を通らなけれ

ばならないことではあるんですが、今のところ法律の留保ということで決まっておりまして、例

えば滞納処分をする旅館業法でいう営業の許可をするとか、それから食品衛生法に基づいて飲食

の提供をするとか、そういった場合を行政行為というんですけれども、そういった個人の自由を

規制する場合には、必ず法律に基づけというのが法律の留保でありまして、破産法に破産の申し

立てを第三者がするというのは、果たして行政行為としていいのかどうかという純粋に法律の問

題になってきますので、そこら辺を含めて検討をするというところが大切かというふうに思って

います。ですから、あくまでも引き継ぎ書のとおり検討をするというところでの表現が正しいか

なというふうに思っています。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。伊藤議員質問はありませんか。伊藤議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） そうしましたら私は別にこれをすべきだとか、そういう立場ではありま

せんので、そういうことは申し上げられないんですが、このまま滞納が増え続けるということは、
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特に滞納繰越のほうですね、そちらのほうから回収できないというような状況が続くと、やはり

先ほど来、何というんですかね、移住だことの、定住だことのというところで、やっぱり支障が

来すのではないか、そのように思っております。 

 本年度、来年度合わせて１，３００万円もの大枚をはたきまして低迷する観光を官民そろって

底上げをしようという白馬村観光地経営計画に取り組みが始まりました。観光庁が目指している

地域観光施策は住んでよし、訪れてよしの観光地づくりで地域に住む、その地域に誇りと愛情を

持ち、その地域の日常に観光客が触れ、評価をすることによってさらに地域が磨かれる、そう

いった循環をつくり出すことが大切だとありました。 

 昨日は少子化による人口の減少を見据えての移住・定住化促進が質問に出ました。このように

不透明でわかりにくいことがなかなか解決できず、しかも情報も十分に住民に行き届かない、そ

んな地域にどれだけの人が率先し移住し、定住を望むか、どれだけの人が愛情と誇りを持てるか、

そしてどれだけの人が観光地計画に進んで参加し、協力しようと思うか非常に疑問に思うところ

であります。 

 下水道事件は、本村の運営の基本的欠陥が噴出したものと私は認識しております。この問題を

曖昧な形で解決しようとすれば、村政の改革と再生はおぼつかない、そう考えております。村長

の任期前半には住民の多くが納得する形で解決することを強く願いまして、私の一般質問を終わ

らせていただくことにいたします。ありがとうございました。 

議長（横田孝穗君） 伊藤議員の質問に対して追加答弁がありますので、答弁を求めます。平林総

務課長。 

総務課長（平林 豊君） 先ほどの伊藤議員さんから、供用開始の公告、縦覧の件でご質問をいた

だいております。６月の会議録を見ますと伊藤議員さんからは、「証明する資料を提出いただけ

ればと思います」というようなことであります。副村長のほうで返事は書いてありません。 

 基本的に議会のほうで求められる資料については、会議の中で議長から資料提出があれば提出

させていただきたいと思いますし、また伊藤議員さん個人で必要であれば、情報公開請求があり

ますので請求書を提出していただき、そこでコピーとか縦覧をしていただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 伊藤議員質問はありませんか。 

第４番（伊藤まゆみ君） ありません。 

議長（横田孝穗君） それでは、伊藤議員の質問がございませんので、第４番伊藤まゆみ議員の一

般質問を終結いたします。 

 ただいまから１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 
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議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 第６番太田伸子議員の一般質問を許します。第６番太田伸子議員。 

第６番（太田伸子君） ６番、太田伸子でございます。９月定例会の一般質問の７番目ということ

で最後の質問になります。よろしくお願いいたします。 

 村長とは、こんなにも忙しいものとは思わなかったと先日の婦人会の村長と語る会で発言され

ておりました。今の心境はどうでしょうか。通告しておりませんが、答弁の際にお聞かせいただ

ければうれしいなと思っております。 

 さて、今回の質問はユーテレ白馬について、村長の村政についての２点を伺います。 

 まず、１番目にユーテレ白馬の現在の加入状況。２番目に番組編成について番組審議委員会が

開催されていますが、委員の意見は反映されていますか。２点について伺います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 太田伸子議員の一般質問についてお答えを申し上げます。 

 まず初めに、ユーテレ白馬についてということであります。ユーテレ白馬の加入状況と番組編

成についてのご質問でありますが、平成２５年度末の加入件数は１，９０６件となっております。

平成２４年度に比べ３２件増えており、内訳は４４件加入し、１２件が解約をしております。今

年度８月末現在は１，９０８件、これは前年の同期と比べ２３件、１．２２％増加をしていると

ころであります。 

 ユーテレ白馬への加入件数につきましては、当初目標の２，０００件にはまだ及んでおりませ

んが、ここ数年２０件から３０件のペースで加入件数は増加をしております。今後とも指定管理

者と協力をしながら魅力的な番組づくりに努め、加入者をふやしていきたいと、こういうふうに

思っております。 

 次に番組編成につきましては、放送法の定めにより番組審議会の設置が義務づけられ、村にお

いても白馬村有線テレビ放送番組審議会を設置し、会議を重ねてきているところであります。会

議の中では番組の編成内容、特に番組の繰り返し放送に対する工夫ですとか、災害時の情報伝達

のあり方、住民の皆様に番組にご出演いただき、地域と協働での番組作成はできないかなど、熱

心かつ建設的なご意見をいただいているところであります。 

 本審議会におきましてケーブルテレビ運営をしている指定管理者を出席させ、委員からいただ

いたご意見に基づき、以降の放送内容、番組編成など改善に努めているところであります。 

 ユーテレ白馬への加入者を増やすためには先ほども申し上げましたとおり、いかに魅力的な番

組づくりができるかが重要であります。そのためにも番組審議会からいただく客観的なご意見は

大変貴重であり、今後とも活発に忌憚のないご意見をいただければ幸いと考えております。 

 冒頭、太田議員から村長という職はこんなに忙しいとは思わなかったというような私の発言に

対して、今の現状の意見をということでありますが、言われたとおりまだ就任して１カ月という
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ような状況の中で、非常に挨拶回りとか、そしてまた来客、そしてまた書類の検証等々あるわけ

でありますが、非常に忙しい毎日を過ごしているのが実情であります。 

 そしてまた、私は当初からいろいろな方々とお話をしたいというようなことを公約の中に申し

ているわけでございますが、いずれにいたしましても村民の皆様、そしていろいろな方から私の

村長室並びに役場へ来ていただいて、いろんな方とお話をしながら行政運営に努めてまいりたい

と、こんな思いでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田伸子議員。 

第６番（太田伸子君） 私は２年前まで審議委員会に出席させていただいておりました。そのとき

の会議の中で、やはり番組の内容が余りにも繰り返しが多いと。それから同じ時間帯に同じ番組、

１日のうちの時間帯が同じところで同じ番組が出てくるので、生活サイクルがその番組と合って

いるので、いつつけても見た番組しか出てこない、いつも同じに感じるという意見が出ておりま

した。 

 最近もそんなに状況も変わっていないと思いますし、内容が去年のものであったり、余り新し

いという感じがしないんですよね。それで何というんですかね、最近ほかの市町村の番組を借り

てきてというのも変ですけれども、が放送されている。やはり製作費というものに予算があるの

なら、もう少し新しい村の身近な情報を放送すべきではないか。２年前のころはユーテレ白馬が

まだできたばっかりでしたので、放送する何というんですかね、プログラムのものがないという

こともあったと思うんですけれども、もう３年もたっていますし、簡単な身近なことでも村の身

近な情報というものを放送すべきではないかと思いますが、村長はどういうふうにお考えになり

ますか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 太田議員からご指摘のとおりであります。私もあのケーブルテレビを毎日見

る中で同じような番組が繰り返し繰り返しというような状況は全く同感であります。 

 そんな中で何か幾らか工夫をする方法があるのではないかということは常々感じているわけで

ございますけれども、昨日来いろいろな部分で、村民に対してもっと情報を村民に出していくと

いうようなこともこのケーブルテレビを活用しながら、行政のほうでいろいろな投げかけ、行政

からの投げかけというようなものをやっていく必要があるのではないか。そういうことをするこ

とによって村民と行政との距離が非常に近くなると、こんなふうに考えておりますので、また補

足は総務課長のほうでしてもらいますけれども、いずれにいたしましても改善の余地は十分にあ

るというふうに感じておりますので、私の見解はそういったところであります。よろしくお願い

いたします。 

議長（横田孝穗君） 引き続き答弁を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 今年になってまだ審議会を開催しておりません。議員さんのほうからで
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すね、そういう提案もありますので、審議会の中で再度協議してまいりたいと思っています。 

 協議会においては指定管理者が出席します。じかに指定管理者に話して、どういう状況かもわ

かりますので、そういう形でお願いしたいと思います。また、議員さんからも１人委員さんとし

て出席していただいています。任期について一応２６年３月で終わっていますので、改めてまた

委嘱してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（横田孝穗君） 太田副村長。 

副村長（太田文敏君） ただいまの太田伸子議員さんの再質問の件なんですが、村長が申し上げた

とおりかと思うんですが、いわゆる番組の構成とかそこら辺の以前に、いわゆるその番組の見せ

方とかそこら辺のところの技術的なところ、センスというと語弊がありますが、そこら辺にも多

少問題があるんではないかというような村民からのご意見もありましたので、ちょっとそこら辺

を含めて検討していけば、よりよいものになるのではないかというふうに思っております。以上

です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） ユーテレを利用して行政の情報の発信ということで番組をつくられていて、

ごみの処理の分別の仕方とか、いろんなことを行政の係長さんとか出ておられます。そういうと

き、言えば顔見知りの人同士の番組ですので、あそこまでかたく怖い顔をして言わないで、もう

少し楽しいような、特に行政からのお知らせのときは、もう少し楽しいような内容にしていただ

ければなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 今回の白馬村の長を決める大事な選挙でしたが、３人の方が立候補されていました。立ち会い

演説会の当日は、立ち会い演説会が夜ということもあったり、雨も降っていて足元も悪くて、

ユーテレ白馬で放送されるというふうに周知されていたようです。それでユーテレでやるなら、

今日は雨も降っているし、足も痛いしっていってお年寄りの方はお出かけにならなかった方もた

くさんおられたようです。私のところにも私たちは行かせていただいたんですけれども、問い合

わせがたくさんあって、立ち会い演説会の放送が中止になったというふうに、中止というか全然

放送されなかったということがあったんですが、立ち会い演説会の放送中止の経緯について教え

ていただきたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 経緯についてはよくわかりませんが、一応やめたということで住民から

の問い合わせがあり、指定管理者のほうへ確認をしました。確認したところ、一応会社のほうで

やめることに決定したということで返事をいただいております。それ以上については、行政のほ

うとしては把握はしておりません。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） 会社にも問い合わせをされた方も結構いらっしゃって、会社の方はすみま
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せんと言うだけのことで何の理由もなかったそうです。 

 立候補を表明されて、立ち会い演説会で立ち会い演説をされた当事者でもある下川村長も当然

放送されるとはご存じだったと思うんですが、あのときにユーテレも取材に来ていましたし、あ

ると思っていたんですけれども、これが放送されなかったっていうとき、下川村長はどのように

思われましたでしょうか、伺います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、太田議員からユーテレで放送されなかったということは、私は知りませ

んでした。そして当然その立ち会い演説会をやりましたものですから、放映はしてはいるとは

思っておりましたけれども、私もちょうど選挙戦の真っただ中で、事務所にもそういった放送も

なくて、そういった知識もなくて当然やったのではないかというふうに感じております。今話を

聞いてみてやらなかったというか、そういうその放映をしなかったということを初めて聞いて

ちょっと驚いているところであります。当然放映はしてしかるべきだと思っておりますけれども。

以上です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） 過ぎたことというか、終わったことですので、いろんなこと臆測も出ると

は思うんですけれども、やはりユーテレ白馬という立場があると思いますので、ちょっと一般質

問の中で聞かせていただきました。 

 このユーテレ白馬、地域情報通信基盤整備の事業として地域間の格差を是正することにより、

地域住民の生活向上及び地域経済の活性化を図ることを目的としていますというふうに私たちは

説明を受けました。 

 高齢化が進む白馬村では、独居老人や老老世帯の見守りというものも必要になってきています。

このごろの南木曽町や広島の土石流の災害を見て、防災や福祉の面からも双方向通信の必要性を

強く感じました。下川村長も議長でいらっしゃったころに、この整備事業の説明で、システムを

整備すればそういう双方向通信も可能になる、たしかあのころあと１億円ぐらいでお年寄りのそ

ういう独居老人のおうちと双方向通信ができるようになるというような説明も受けておりました

し、ご存じと思いますが、その整備について村長のお考えを伺います。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） ただいま双方向の設備をという質問でありますけれども、確かにこのユーテ

レ白馬を導入するときに賛否両論が非常にありまして、村民の方からもいろいろご意見がござい

ました。そんな中でこのユーテレ白馬は将来的には、今はそういったことはできないけれども、

将来的には相互方向で連絡のとり合えるような、そういった施設もできるんだと、こんな話が担

当課のほうからはありました。それは私も十分承知であります。 

 今現在３年が経過する中で、件数も今漸増はしておりますけれども、いまだまだ２，０００件
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の大台を突破できないでいるというような状況の中で、そういったことが予算の関係等々がクリ

アできれば、相互方向のことは将来的にはやっていかなければいけない。そしてまた、これから

先高齢化がますます進んでくるという状況の中で、そういったことも視野に入れながら対応をし

ていかなければいけないと思いますけれども、何せ今は件数が非常にまだ増えていないというよ

うな状況があるわけでございますので、そういった中で先ほど私が村民と行政がもっと近くなる

ような、そういった放送番組をというようなお話をしたわけでございますけれども、子どもの番

組なんかを入れる中でそうすることによって、うちの子どもがあの番組に出ていたとか、うちの

娘が出ていたということになりますと、またそんな視聴者の中から、いや、これは入ったほうが

いいかなというような、そんなこともありますので、そういったことも含めて検討してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） 高齢化が進んで、民生委員さんたちもお年寄りのところへ回るにしても、

やっぱりもう範囲が決まってくると思いますし、中で鍵をかけられていて、もう出てこれないと

いうふうになったときには大変困ると思うんですよね。 

 それでさっきも番組をもう少し身近にしたり、いろんなことをして入っていただく方が多くな

れば、そういうこともできるとおっしゃるんですけれども、独居老人のところだけは予算をつけ

てでも、そういうこの整備をして、朝、テレビをつけたら一応お元気でテレビをつけられたなと

いうふうなこともわかるぐらいの、そういう整備にしていければいいかなというふうに思ってお

ります。ぜひよろしくお願いします。 

 次に、村長の政策について伺います。まず、さきに行われました村長選において村長がおっ

しゃいます停滞から前進の停滞とはどのようなところでしょうか。 

 次に、村長の村政施策を伺います。村長就任の対面式でのご挨拶では観光、教育、福祉、農業、

行政組織の活性化と伺いましたが、具体的に伺います。また、特に重点となる施策はどのように

お考えでしょうか。 

 次に、村の滞納について伺います。村税で個人、法人、固定資産税、軽自動車税合わせて６億

８，６００万円余り、また国民健康保険税が５，４００万円余りの滞納金があります。この金額

は延滞金は加算されていません。この滞納額について村長はどのようにお考えになりますか。 

 停滞から前進のところ、昨日の田中議員のところと重複しておりますが、ぜひよろしくお願い

いたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 太田伸子議員の２つ目の質問であります。停滞から前進につきましては、先

日、田中議員の一般質問でも答弁をしたとおりであります。停滞した点はさまざまな施策におい

て、また庁内においてアイデアがありながら具現化できなかった点だと思います。先ほども図書
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館の建設などの例も挙げましたが、財政的な問題があったことは確かでありますし、また外国資

本の受け入れ体制とか、急激な外国からのお客様への受け入れ対応の関係など、早いうちから対

策を講じなければならないと感じていたと思います。それに外部からの有効と思われる施策にか

かわる意見を広く聞いて、効果的と思われる意見を取り入れて、また村民の声を広く意見を取り

入れて施策に反映させることは余りできていなかったと思います。 

 さて、その原因とは何かといいますと、さまざま事件が次から次へと起きまして、そして新た

な問題を引き起こし、さらに長期化といったことが原因で、有効な手だてを講じる余裕がなかっ

たのではないかと思います。 

 そして、その関係につきましてはごみ処理の問題、そして観光局の問題、そして公共下水道の

問題、太田村長は昨日も申しましたけれども、そういった白馬を前進させるという思いで就任を

したわけでありますが、そういったことが思うようなことができなかったということで、非常に

私は残念に思っているわけでございます。やりたかったけれども、そういった要因でできなかっ

たと、こういうことがその停滞という意味であります。 

 そして、私の村政施策についてであります。特に重点となる施策はとの質問ですが、過日の第

２回臨時会でも申し上げたとおり、私は村政運営のために５つの公約を掲げました。 

 １つ目は、にぎわいのある白馬、そして四季を通じた白馬の魅力を国内外へ発信し、民間活力

を生かした観光局の改革、そしてまた松糸道路の早期建設に向けての道の駅構想、そして白馬

ルートの高規格道路。 

 そして２つ目は、安心して暮らせる白馬を目指すための保育園の増設による未満児保育の充実

とお年寄りが地域で暮らすことができる介護にかかわる環境整備を推進いたしますという公約で

あります。 

 そして３つ目は、優良農地の確保と新しい農業を目指すために、白馬ブランドを全国への情報

発信と優良農地の確保に向けて圃場整備を推進いたします。 

 そして４つ目は、豊かな教育立村を目指すために、魅力ある図書館の新設と地域高校である白

馬高校の存続。 

 そして５つ目は、行政組織の活性化を目指すための職員と一体となった住民サービスと住民の

声を行政に生かすシステムづくりの推進です。 

 その中で、特に重点となる施策は、行政組織の活性化と職員と一体となった住民サービスと住

民の声を行政に生かすシステムづくりのところであります。役場行政組織の活性化と住民の声を

行政に生かすこと、これらが全ての基礎になると思っております。 

 次に、滞納に対する考えでありますが、経済不況により白馬村ではオリンピック以降、来村す

るお客様が減少し、特にスキー産業の落ち込みの影響から滞納額が増え続けています。ここ数年、

差し押さえ、換価、配当などの滞納処分を強化してきた結果、滞納額も減少している状況であり
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ます。しかしながら、現在でも滞納額は７億円弱であります。このような状況下の中で多くの方

が納税をいただいておりますし、今後の村づくりを推進していくためにも自主財源の確保に努め

ていかなければなりません。滞納への対応については地方税法、国税徴収法等の法律にのっとり

粛々と遂行していく所存であります。適法かつ適正な滞納整理を進めることは、住民の負託に応

えることになると思っております。 

 以上で２番目の村長施策についての答弁といたします。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） 昨日の田中議員の質問の中でもいろんな問題が山積していて行政が停滞し

た。下水道、観光局、滞納の問題、ごみ処理場の問題などが山積して村政が停滞したと思えると

いうふうに発言されております。 

 前の村長が就任されたとき４億強であった基金が、昨年では１６億円９，０００万円まで基金

が増えております。また、実質公債費比率も２３％を超えて、県のほうへ計画を上げなければ補

助金等の申請ができないような状態のところから実質公債費比率も１３．２％まで引き下げ、白

馬村の財政は大変健全化しております。 

 停滞とおっしゃいますが、これらの問題を村政をやりながらもここまで基金を増やし、実質公

債費比率も下げてきて、職員の皆さんも努力されたというところでありますが、これほどまでに

財政を健全化しても停滞とおっしゃいますが、ではどこまでというか数字的なことではないんで

すが、どこまでと考えれば停滞しないで前進したというふうにお考えになるんでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、太田議員の言われるように、昨日も田中議員からの再質問でありました

基金の関係、そしてまた実質の公債費比率、これは当然連動をしてきているわけでございますけ

れども、こういった問題、そして岳の湯のデイサービス施設の改修の問題、そういったことの仕

事は十分に評価できることでありますし、特に基金の関係は今までオリンピック関連で非常に借

金が多かったというようなことでありますが、そういった中で年次別にどんどん借金も減ってき

た。そういった中で当時は県の許可を受けなければ白馬村は借金ができなというような、そう

いった状況でありましたけれども、そういった努力によって公債費比率も下がってきたと。これ

は大きな功績でありますし、これは誰もが認めるところであります。 

 また、そういった中で国の経済対策等々もありまして、実質公債費比率が下がってきたという

ようなことでありますし、今当時のオリンピック関連で、非常に白馬村は大きな投資をしたとい

うことがずっと引きずってきたわけでございますが、そんな中で努力をいただいたおかげにこう

いった実質公債費比率を下げていただき、そして基金も今は８億という数字になっているわけで

ございますが、そういったご努力は十分に成果は感じております。 

 ちょっと、実質公債費比率の関係は先ほど十何億と言ったのは、全部の基金を合わせて太田議
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員はそういうふうに言われたと思いますけれども、基金の関係については。すみません、財政調

整基金であります。当時は非常に低かったというようなことで、それが９億幾らに積み立ててい

ただいてというようなことで、総額で先ほど太田議員が言われたような積み立てをしていただい

たということであります。そのことに対しましても大変にご努力をいただいたということ。 

 そして先ほど言ったのは、いろいろのことをやりたかったんですが、先ほど言ったようないろ

いろな下水道の問題とか、ごみ処理の問題とか、そういったことにも言い方が適切かどうか知り

ませんけれども、労力を費やしたというような状況でありますので、そういったことで私は発言

をさせていただきましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） ちょっと財政も健全化した、それから岳の湯とかの福祉のほうの事業もで

きている、それから先ほどユーテレと申し上げましたが、情報基盤整備もいち早く国の交付金を

いただくところで村の完備もできた。では、停滞したというところは余り感じていらっしゃらな

いのですかね。どこをとって停滞とおっしゃるのかをお聞きしたいです。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 先ほど言ったとおりであります。いろいろなことが思うようにできなかった

ということは、そういった要因があったものですから、本来ならいろいろなことをもう少しやり

たかったということができなかったということでありますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） いろいろなことをやりたかったのは前の村長であって、今の村長ではない

ということですよね。 

村長（下川正剛君） もちろん、そうです。 

第６番（太田伸子君） 先ほど申されたいろいろな出来事、下水道やずっと積み重ねてきたオリン

ピックから後、観光業の皆さんの落ち込みというところの出てくる固定資産の滞納問題、またご

み処理場の問題というのは、前の前の村長からの問題が出てきたというところもあったと思いま

す。前の前の村長からの出来事であっても、問題であっても現村長という立場の中で粛々と公務

をこなしていくというのが、村長になられた方の行政の継続であると思っています。 

 下川村長も今現職でおられます。まだ下水道の最終結論にも至っておりませんし、また新たに

固定資産税の賦課、過徴収の案件とか、それから今回観光業とかされている方々からもいろんな

固定資産税の引き下げとか、滞納の徴収猶予の陳情とかも上がってきて、いろんな問題がまたこ

れで出てきておりますが、これらの問題に対して下川村長はどのように対処されるおつもりで

しょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 
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村長（下川正剛君） 今言われたように、いろいろな問題が山積をしているわけでございます。特

に、先ほど伊藤議員からもお話がありましたが、下水道の問題等々あるわけでございますが、先

ほど来のお話のように粛々と解決に向かって進めていきたいと、こういう感じであります。以上

です。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） ぜひ簡単に終わることでもなく、また相手もあることですので、ぜひしっ

かりと厳しい法のもとでやっていただくように、偏った村民の不公平感がなくなるようにぜひお

願いしたいと思います。 

 次に、観光局についてお伺いしたいと思います。 

 村長は、民間活力を生かした観光局の改革ということで先ほどもおっしゃっておられます。観

光局について、村長は局の抜本的見直しというふうにおっしゃっていますが、抜本的とはどのよ

うなところでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 昨日もそういった説明をしているわけでございますけれども、私はこの観光

局の関係については、今現在今年で１１期を迎えるというようなことで、この観光局の立ち位置

が今こういう形でいいのかどうか、そしてまたどんどんどんどん会員が減ってきている。そして、

各地区には常設の観光協会がある、そして村には観光課がある。そして観光局があるという、そ

ういったことも含めて、もう一度検証してみるべきことではないかというふうに思っております。 

 太田議員、ご承知のように観光局の問題については、私も議員の当時いろいろな議論がなされ

てまいりました。そうは言っても白馬村は観光で生きる村でありますし、その観光が観光局の位

置づけというものに、果たして会員の方は理解がされているのかどうかということも含めて、そ

ういったことを抜本的に考えていきたいということ。 

 そして先ほども言いましたけれども、観光局の理事長と白馬村長が同じ立ち位置でいいのかと

か、同一でいいのかどうかという、これだけ観光というすぐタイムリーに判断を下して動かな

きゃいけない状況の中で、村長の日程がとれないから会議が開けないとか、それから村長の決裁

がとれなければというような、そういうような状況の中で果たして特に観光というものに対して

何というか、リアルタイムにどんどんどんどん動いていくような、世の中がどんどん変わってお

りますので、そんな対応ができる方法がいいのではないかということを、私も理事会でそんな挨

拶をしたわけでございます。 

 当面、前理事長から今度私というようなことで、この間の臨時総会を開催され、そして来年の

５月の定例総会までということで、今職務についているわけでございますけれども、いずれにい

たしましても議会の皆様からもいろいろなご意見を頂戴しながら、そしてまた会員の皆さん、そ

して村民の皆さんから、果たしてこの今の組織がこれでいいのかどうかも含めてご意見を頂戴し
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ながら進めてまいりたいと、このように思っております。 

 そして、今年初めて白馬村観光経営計画というような、昨日、おとといですか、そういった会

議を初めて発足をされたというようなことで、これから将来的に白馬村の観光がどういう形で進

むべきか、そんなことも含めて検討をしていくという、そういった組織を立ち上げたということ

でありますので、そんなことも期待をしながら、そしてまた観光はスキーと山だけではなく、白

馬村それぞれ村ごと自然公園という、本当に白馬村のよさを掘り起こしながら、そしてみんなが

おもてなしの心を持ってお客様を迎える、こういった姿勢が大事ではないかと思います。それに

は当然農業も林業も、いろいろな歴史文化もいろいろな部分もありますけれども、そういったこ

とも勘案しながら、これからの白馬村の観光の方向性というか、計画づくりに期待をしていると

ころでございます。そんな中で、ぜひ議員の皆様方にもご意見を頂戴したいなと。 

 もうほかにはいろいろ産業はあるわけでございますけれども、そうは言っても先ほど言ったよ

うに観光と農業、これが白馬村の歴史であり、基本で基軸でありますので、そんなことを考えて

おりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） さきの観光局の代表理事の就任のところのご挨拶の中でも、村長は代表理

事を兼ねないほうがよいとおっしゃって、発言されながらも就任されております。とりあえず今

の話でしたら、とりあえずこの１１期後半の残任期間は代表理事をやるというような感じではあ

りますが、村からの補助金というか、たくさん観光局には出ております。村長もやはりその辺の

ことを認識していただいて、代表理事という立場、また観光局の何というんですかね、観光に携

わっていただきたいなというふうには思っております。 

 ちょっと時間がないですので次に進みたいと思いますが、豊かな教育立村への前進というとこ

ろで、白馬高校の存続というのが出ております。私は前の村長のときにも定例会で何度も質問さ

せていただいています。何としてでも白馬高校を存続させなければ、教育問題だけでなく、地域

経済、また人材育成の拠点として白馬高校の存在は極めて大きな課題であると考えています。 

 先日、観光地経営計画策定委員会でも松本大学の佐藤教授も地域に高校がなくなるということ

は、地域に若者が育たなくなるということであるとおっしゃっておりました。この地域に高校生

がいない、強いては白馬村に若者がいなくなるということだと思います。幸い、先ごろの県教育

委員会への要望活動の際に、県教育長から平成２７年度は普通科クラス募集の状況で存続をさせ

るとの答弁をいただいたところですが、これで存続が決まったわけではありません。 

 そこで、なぜ中条高校や犀峡高校のように１クラス募集ということにならず、白馬高校だけが

特別に２クラス募集になったのか、村長はどのようにお考えになりますか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今、太田議員から中条高校の例が出ました。いずれ中条高校もそうでありま
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すし、犀峡高校もそうでありますが、１６０人を２年続けて切った場合にはもうキャンパス化、

要するに分校ですね、分校、それから募集停止、それで最後は廃校と、この３つの道しかなかっ

たわけでありますけれども、今、宮澤県議さん、そして前村長の、松本小谷村長も含めてであり

ますけれども、ご努力によってもう１つこの白馬高校普通科と観光学科というようなことで、も

う１つの選択肢が出てきたということであります。 

 この関係については今言ったように両村長、そしてまた県議の本当のご努力だというふうに

思っておりますが、今後もどういうふうに展開していくかはわかりませんけれども、いずれにい

たしましても先ほど太田議員が言われるように、白馬村に地域に高校がないということは、もう

衰退の一途だということは十分認識をしております。そういった中で何としてもこの地域高校と

して白馬高校を存続させたい、そういった思いは今までの先輩も含めて、そして約６，０００人

が今の白馬高校のＯＢのようでありますけれども、そういった方々、そしてまた先ほど言った両

村長さん、それから宮澤県議さんのおかげに、今こうした何とか存続をしなきゃいけないという

気風になってきております。 

 そしてまた昨年は白馬、小谷で存続に向けての村民大会をして、意思の統一をしたということ

のようでありますが、いずれにいたしましても地域高校がなくなるということは、本当に将来の

子どものためにも、白馬村の将来のためにも非常に危惧をしているところであります。そんなこ

とでみんなと一緒になって、この存続に向けて推進をしてまいりたい、このように思っておりま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員の質問時間は答弁も含め、あと１２分です。

質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） ２７年度の募集は普通科２クラスというところは答弁をいただいて決まっ

たんですが、平成２８年度の募集はどのようになるのか、おわかりでしょうか。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） ２７年、来年度は県教委のほうで通常通り募集をしていただけると、こうい

う話であります。そういった中で２８年度からは県のほうの募集では１クラス、そして地域で小

谷、白馬で観光学科というような形の中で、１クラス全国募集ということで進めていきたいとい

うことで今進めているというか、そういうことで要望を県の教育委員会のほうへ先月の２８日で

すか、提出をいたしました。 

 そういった中でちょっと先ほど落としましたけれども、何で白馬高校は中条高校と犀峡と違う

んだというような、そういった質問がありましたけれども、それは先ほど言ったようなご努力の

ほかにも、白馬高校はそのキャンパス化というか定員をもう割る前にもう活動をしてきたと。太

田議員も委員会として懇話会に入っておりましたけれども、県の教育委員会でも白馬高校はもう

前からそういった活動を、存続に向けての活動をしているじゃないかと、こういったことも１つ
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の我々に元気のある言葉だというふうに受けとめておりますけれども、これからいろいろ県のほ

うとキャッチボールをする中で、いろいろなまだ暗礁があるわけでございます。 

 また、議員の皆様にも２２日ですか、全協を開いていただいて、こういった話を説明しながら

進めていきたいと思いますけれども、いずれにしても２８年度から募集ということになりますと、

もう早い段階からアクションを起こしていかなければ間に合わないという状況であります。そん

なふうに自覚をしているところでありますので、できるだけ早くアクションを起こして、もう今

からでも事務局はどうするのか、そういったことも含めて対応をしていかなければいけないとい

うふうに感じておりますので、またご理解をいただいたり、またご意見を頂戴しながら進めてま

いりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員質問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） 私のほうでも２８年度は１クラスは普通科募集、もう１クラスは県教育委

員会が学科転換を認めて、全国募集できる専門学科の募集ができるようになったというふうに聞

いています。それには高いハードルがあって、来年の６月ごろまでには全国募集のための具体的

な方針が決まっていなければ、今ごろにはもうパンフレットとかができて募集に回れるぐらいの

ことになっていないと、生徒は集まらないと思うんですよね。 

 今、教育課長のほうでは将来を考える会のほかに委員会を立ち上げないというふうに、この間

は発言されておりましたが、県と連携をとりながら白馬、小谷村が存続に向けてどのような対応

をとるかにかかっていると思っています。 

 下川村長は、先ほど事務局をどうするかとかっておっしゃっていましたが、学校運営委員会の

ようなワーキンググループの立ち上げとか、それから公営塾、土曜日とかに塾とか大学進学に向

けての公営塾とかの開催とか、村費の講師とか全国募集するためには大変個々にいろいろ進めな

ければいけない問題があると思いますが、下川村長は具体的な対応策というものは考えておられ

るのか、お伺いいたします。 

議長（横田孝穗君） 答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 今のご質問でございますけれども、新しいワーキンググループを立ち上げて

というような、そういったご質問だと思いますけれども、今まで太田議員も参画をされていたと

思いますけれども、白馬高校を育てる懇話会という組織がございまして、約４０名ですか、

４０名の組織で今まで動いてきていたわけでございますけれども、今そこから選抜をされたとい

うか、その中で両村長を含め、それから県議さんを相談役、そしてまた両村の議会の関係、それ

から両村の商工会、そしてＰＴＡ、それから同窓会等々を含めて、今そういった形で白馬高校の

将来を考える会というところで任されたというか、今窓口になって進めているところであります。 

 そしてあさってでございますけれども、２８日に県の教育委員会のほうにその要望書を出した、

その内容についてまだ考える会の委員の皆さんにまだ会議を開いてございませんので、２１日の
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あさっての日でございますけれども、経過についてご説明をすると。その後すぐ午後懇話会の皆

様方にも、こういった形で先月の２６日の日に県のほうへ要望をしてきたという話もあわせてご

了解を得ながら、今後の対応についてどうしていくかということも含めて皆さんにご説明をした

いというふうに考えておりますので、いずれにいたしましても先ほど言ったように事務局も含め

てできることから一歩でも半歩でも前へ出ていかなければならないという、もうせっぱ詰まって

おりますので、そういったことからできるだけ前へ進めたいということであります。 

 そして、このほかにワーキンググループみたいなものをつくるかということは、今後の経過の

中でそういった場合もあるかもしれませんけれども、今は窓口は将来を考える会のほうで窓口と

して進めてまいると、こんな状況でありますので、またいろいろなご意見がありましたらいろい

ろ言っていただいて、目的は白馬高校が存続できるということが一番の目的でありますし、地域

高校として、これは将来に向かって、観光であれ農業であれ何であれ、地域高校がないというこ

とになりますと、本当に元気がなくなる村になっちゃうということでありますので、一緒になっ

てぜひ進めていただければなと思っておりますので、ぜひまたご協力をお願いしたいと思います。 

議長（横田孝穗君） 答弁が終わりました。太田議員の質問時間は答弁も含め、あと３分です。質

問はありませんか。太田議員。 

第６番（太田伸子君） 私もその育てる懇話会にも出ておりましたし、今将来を考える会にも議会、

ほとんどの議員が傍聴をさせていただいております。 

 将来を考える会で、こういうふうな今の具体的なところまで持ってきていただけたというふう

に内容の濃い会議をされているのはわかっておりますが、今言っているのは今度は将来、全国募

集をするためには寮をどうするのか、また人数をどれぐらい見込んでいるのか、また寮を考えた

ときには寮長が必要ですし、全国から子どもが来るということは、親がわりの引き受けが必要だ

と思います。そういう細かなところを考えるところというところで、学校運営委員会とかワーキ

ンググループというものをもう立ち上げていかないと間に合わないのではないかというふうにお

話させていただきました。ぜひ、その辺をご検討いただいて、前向きにぜひ残せるように検討し

ていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（横田孝穗君） 太田議員の質問がありませんので、以上で太田議員の質問を終わります。第

６番太田伸子議員の一般質問を終結いたします。 

 以上で日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会第３日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日９月２０日から９月２３日までを休会とし、全員協議会等を行い、

９月２４日午前１０時から本会議を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



 

― 145 ―  

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、明日９月２０日から９月２３日までを休会と

し、全員協議会等を行い、９月２４日午前１０時から本会議を行うことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 １時５９分 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会議事日程 

平成２６年９月２４日（水）午前１０時開議 

 

（第４日目） 

１．開 議 宣 告 

   日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決 

   日程第２ 決算特別委員長報告並びに議案の採決 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会議事日程 

平成２６年９月２４日（水） 

 

（第４日目） 

  追 加 日 程 

   日程第 ３ 報告第 ７号 村道上の事故における損害賠償の専決処分報告について 

   日程第 ４ 議案第４６号 財産の取得について 

   日程第 ５ 同意第 ３号 教育委員会委員の任命について 

   日程第 ６ 発議第 ５号 集団的自衛権に関する意見書 

   日程第 ７ 発委第 ５号 私立高校への公費助成に関する意見書※国 

   日程第 ８ 発委第 ６号 私立高校への公費助成に関する意見書※県 

   日程第 ９ 発委第 ７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正など

を要請する意見書 

   日程第１０ 発委第 ８号 議会改革調査特別委員会の設置に関する決議（案）について 

   日程第１１ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

   日程第１２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

   日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

   日程第１４ 議員派遣について 
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平成２６年第３回白馬村議会定例会（第４日目） 

 

１．日  時  平成２６年９月２４日 午前１０時より 

２．場  所  白馬村議会議場 

３．応招議員 

 第 １ 番   加 藤 亮 輔 第 ７ 番   篠 﨑 久美子 

 第 ２ 番   津 滝 俊 幸 第 ８ 番   太 田   修 

 第 ３ 番   松 本 喜美人 第 ９ 番   田 中 榮 一 

 第 ４ 番   伊 藤 まゆみ 第１０番   太 谷 正 治 

 第 ５ 番   太 田 正 治 第１１番   北 澤 禎二郎 

 第 ６ 番   太 田 伸 子 第１２番   横 田 孝 穗 

４．欠席議員 

    なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

村 長  下 川 正 剛  副 村 長  太 田 文 敏 

教 育 長  横 川 宗 幸  総 務 課 長  平 林  豊 

観 光 課 長  篠 崎 孔 一  教育課長兼スポーツ課長  松 澤 忠 明 

会計管理者・室長  窪 田 高 枝  上 下 水 道 課 長  酒 井  洋 

農 政 課 長  横 山 秋 一  税 務 課 長  太 田 洋 一 

健 康 福 祉 課 長  吉 田 久 夫  建 設 課 長  山 岸 茂 幸 

住 民 課 長  矢 口 俊 樹  総務課長補佐兼総務係長  松 澤 孝 行 

６．職務のため出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長  横 川 辰 彦     

７．本日の日程 

  １）常任委員長報告並びに議案の採決 

  ２）決算特別委員長報告並びに議案の採決 

  ３）追加議案審議 

    報告第７号（村長提出議案）説明、質疑、 

    議案第４６号（村長提出議案）説明、委員会付託省略、質疑、討論 

    同意第３号（村長提出議案）説明、質疑・討論省略、採決 

    発議第５号（議員提出議案）説明、委員会付託省略、質疑、討論、採決 

    発委第５号から発委第７号（総務社会委員会提出議案）説明、委員会付託省略、質疑、

    討論、採決 

    発委第８号（議会運営委員会提出議案）説明、委員会付託省略、質疑、討論、採決 
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  ４）選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

  ５）常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

  ６）議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

  ７）議員派遣について 

８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長から提出された議案は次のとおりである。 

   ２．議案第４６号 財産の取得について 

９．地方自治法第１０９条第７項の規定により常任委員会から提出された議案は次のとおりであ

る。 

   １．発委第 ５号 私立高校への公費助成に関する意見書※国 

   ２．発委第 ６号 私立高校への公費助成に関する意見書※県 

   ３．発委第 ７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請す

る意見書 

   ４．発委第 ８号 議会改革調査特別委員会の設置に関する決議（案）について 

10．地方自治法第１１２条第１項の規定により、議員から提出された議案は次のとおりである。 

   １．発議第 ５号 集団的自衛権に関する意見書 
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開議 午前１０時００分 

１．開議宣告 

議長（横田孝穗君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより平成２６年第３回白馬村議会定例会第４日目の会議を開きます。 

２．議事日程の報告 

議長（横田孝穗君） 本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

△日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決 

議長（横田孝穗君） 日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決を行います。 

 それぞれ常任委員会に付託されました案件について、順次、各委員長より審査結果の報告を求

めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）は分割審査をしていただいて

おりますので、常任委員長報告が終了した後に、討論、採決をしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計

補正予算（第３号）は、常任委員長報告終了後に、討論、採決を行うことに決定いたしました。 

 最初に、総務社会委員長より報告を求めます。第９番田中榮一総務社会委員長。 

総務社会委員長（田中榮一君） 平成２６年第３回白馬村議会定例会の総務社会委員会審査報告を

いたします。本定例会において、総務社会委員会に付託された案件は、議案３件、請願２件、陳

情２件であります。 

 議案第４０号 白馬村福祉医療費給付条例の一部を改正する条例についてでありますが、概要

は法律名が「母子及び寡婦福祉法」から「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されたことに

より、条文中の法律名を改正するもの、改正により配偶者のない男子の定義が新設されたことに

より、規定の整備を行うものであります。 

 質疑、討論はなく、議案第４０号は委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。 

 次に、議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）についてであります。

概要は、これは歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，６６４万６，０００円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ４９億１，３７３万３，０００円とするものであります。 

 総務課関係でありますけれども、財産管理費２７０万１，０００円の増額は、そのうち

２１０万１，０００円は多目的施設空調設備などに、それから備品購入費４８万８，０００円は
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マイマイガ対策噴霧器２台の購入費であります。 

 会計管理事業２７１万４，０００円の増額は、このうち源泉所得税２４１万４，０００円であ

り、延滞税及び３０万円は個人事業主に対する支払いについて源泉徴収漏れによるものでありま

す。 

 次に、地球温暖化対策事業１０万円の増額は光熱費であり、夢白馬の充電器の電気料でありま

す。 

 質疑に入り、多目的にエアコンを入れた理由はに対して、観光局に２台、スキークラブに１台

入れた。風通しが悪く暑いために健康管理の観点から入れたものと答弁がありました。 

 急速充電器の使用頻度と設置場所を増やすべきではに対して、月平均で６０件、８月は８０件

あった。国の補助にもよるが、庁舎に設置したいという答弁がありました。 

 次に、税務課関係でありますけれども、賦課徴収費９１２万４，０００円の増額、そのうち

６２万４，０００円はハードウエア、ソフトウエアリース料であり、滞納整理システムのリース

料を追加するもので、当初計上の見積もり誤りによるものであります。 

 補償補塡及び賠償金４００万円と村税還付金及び還付加算金４５０万円は、固定資産税の住宅

用地に係る特例において軽減措置がなされていない土地があることが判明し調査したところ、

１０６件の措置漏れが見つかったため、還付に要する費用を追加するものであります。 

 なお、地方税法の規定により５年間遡及して還付するものは、村税還付金及び還付加算金に計

上し、５年を超えて１０年までのものは白馬村税等過誤納金補塡金支払い要綱に計上をするもの

であります。 

 質疑に入り、住宅用地の特例については職員の知識不足であったのかに対して、職員の認識不

足と係同士の連携不足が原因であると思うという答弁がありました。 

 今回の課税誤りは自主的に見つけたのか、納税者の指摘なのかに対して、納税者の指摘があり、

調査した結果が今回の補正であるという答弁がありました。 

 １０６件はかなり多いが、これで全てかに対して、現在把握している数であり、今年整備して

いる評価システムにより、さらに出る可能性もあるという答弁がありました。 

 還付対象者に滞納者がいた場合の還付はどうするのかに対して、基本的には滞納額に充当する

ことになるという答弁がありました。 

 意見として、この特例のように納税者に有利になるものなどは、税務課窓口などで住民に親身

になって相談に乗ってほしい。広報やホームページでの告知もいいのだが、村民と対面して話す

ことも大事なので、職員は心がけてほしい。 

 次に、今回の補正はミスによるものばかりである。滞納処分などを厳しく行っているのに課税

などでミスがあるようでは徴収に影響が出るのではないかという２つの意見がありました。 

 次に、教育委員会関係でありますけれども、学校管理費１７１万３，０００円の増額で防犯防
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災業務委託料１０４万６，０００円は、学校が特定建築物で３年に一度の定期検査委託料であり

ます。 

 文化財保護費１０９万５，０００円の増額は地権者による損壊による補修事業、それから体育

施設費７９万７，０００円の増額は、体育館やグラウンドの照明器具の取りかえであります。 

 質疑に入り、文化財は工事などで壊されたのかに対して、個人が世代交代などで認識不足のた

め損壊してしまったという答弁がありました。 

 次に、健康福祉課であります。障害者福祉費７２万８，０００円の増額は、障がい者・障がい

児日中活動増加に伴い支援するものであり、国、県から４分の３の補助があるものであります。 

 臨時福祉給付金２，２１４万２，０００円の増額は、対象者として把握できた方が

１，３５２件、未申告者が２２７名、８月末の申請件数は８８３件、決定件数が８５３件、不支

給が３０件、実際の支給対象者は１，３５７名となり、これまで１，７２４万円の支払いとなっ

た。不足と思われる額が今回の補正となったもので、当初予算に計上しなければならなかったの

が、予算編成の段階では対象者が住民税非課税世帯などで読めなかったため、今回の多額の補正

になったものであります。 

 保健予防費３４６万４，０００円の増額は１０月１日から予防接種法が変わり、水ぼうそう、

高齢者肺炎球菌が新たに定期接種となったもので、高齢者肺炎球菌接種対象者は６０歳から５歳

刻みの６３５名で、希望者となるものであります。 

 質疑に入り、臨時福祉給付金の支払いは始まっているのかに対し、始まっている。７月１日か

ら交付し、１回目は８月１７日に支払いをした。月でまとめて支払う、１０月１日までなので、

「広報はくば」や防災無線を通じて知らせている。 

 次に、申請方式での支払いかに対して、平成２６年度住民税非課税世帯となる被扶養者は対象

外である。対象者には申請者に通知してある。その対象者が本当に対象になるかは、申告状況な

どによりわからないという答弁がありました。 

 次に、消費税絡みで今回の措置だが、次年度以降はどうなるのかに対して、国では今回限りと

の説明がされているという答弁がありました。 

 次に、住民課関係であります。し尿処理費、し尿処理計画策定業務委託料４３０万円の増額は、

白馬山麓施設組合クリーンコスモ姫川の老朽化に伴い、今後施設のあり方について白馬、小谷両

村で検証作業をする、そのための業者への委託料であります。 

 質疑、意見はなく、議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の総務社

会委員会所管事項については、全て説明、質疑、意見が終了し、全体の討論はなく、議案第

４２号は委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第４３号 平成２６年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）

であります。概要は、これは歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９万８，０００円を追
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加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億３，８９７万８，０００円とするものであります。 

 一般管理費７８万８，０００円の増額で、消耗品費１１万３，０００円は医療費抑制のための

ジェネリック医薬品啓発物品シール購入費用であります。 

 電算化共同処理事業等委託料６７万５，０００円は、高額療養費の見直し、７０歳からの負担

区分の見直し等によるシステム改修によるものであります。 

 賦課徴収費３１万円の増額、そのうち２０万円は固定資産税の賦課誤りにかかわる国保税資産

割部分の更正によるもので、要綱により５年を超える５年度分についての補塡をするものであり

ます。 

 質疑、討論はなく、議案第４３号は委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定

をいたしました。 

 次に、請願第１号 活力ある白馬村を創出するための減税施策と村を守るための村税の施策を

求めるものであります。 

 平成２６年８月１１日受理、提出者は八方尾根山水会、八方尾根観光協会長 丸山星郎、八方

区長 丸山勇太郎、八方区総代 太谷亮次、八方口区長 太田勝巳、八方口総代 松澤義介、一

般財団法人八方振興会理事長 丸山仁也、八方尾根開発株式会社社長 倉田保緒、白馬観光開発

株式会社社長 髙梨光、その他２４４名であります。紹介議員は太谷正治議員。 

 概要は、行政は観光立村の白馬の根幹をなしている事業者の窮状を十分に理解し、その上で検

討化され、有効な施策を講じ、村を築き上げてきた者を守り、この地で生き続け再び生まれ変わ

るための道程を示さなければなりません。このままでは白馬村は立ち直れません。これを防ぐこ

とこそが行政がなすべき最重要施策では。 

 請願事項は、１、事業者を守るための白馬村として何らかの減税策を実施してください。２、

スキー場の差し押さえ・公売など、観光の基盤を揺るがす施策はやめてくださいというものであ

ります。 

 提出者、八方尾根観光協会長 丸山星郎、八方振興会理事長 丸山仁也、お二人に委員会に出

席をいただき請願を説明していただき、また委員の質問にも答えていただきました。 

 初めに、観光協会長より始めの挨拶をいただきました。それによりますと、毎月１回行われて

いる八方・八方口の重役で構成されるメンバー会議で、白馬の観光の経営実態を知っていただく

ために請願書をつくった。今から８年前から３５軒の宿泊施設がやめている。スキー産業にかか

わっている方々は疲れ切っているのが現状で、地域の再生が早くできないものかと区民の署名を

添えて出させていただいたとの冒頭説明でありました。 

 質疑に入り、説明者に対してですが、時効停止しないで無理なものは不納欠損しなさいという

ことであるのかに対して、時効までの５年間で最大限の努力をして、５年後には古いものをなく

していく、そういったことをしないと皆が潰れてしまう。王滝村ではそういうやり方をしている。
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納税義務者としては経営基盤の改善がなければ、過去のものを精算できる力はないというお答え

がありました。 

 ２つ目として、税の軽減をすれば、村の財政も厳しくなり、観光施設も低迷していくと思うが、

どうかに対して、村の固定資産の見直しを市場価格に合わせてほしいと思うが、そうすると税収

は減るし、国、県からの交付金に影響が出ることはわかっているというお答えがありました。 

 次に、行政に対して質疑でありますけれども、リフォームすると評価額が上がるのかに対して、

床面積が変わる場合は再評価とする場合がある、床面積が変わらない場合は家屋に付随しない設

備は償却資産として課税されるという答弁がありました。 

 差し押さえしたものは換価しなければいけないのかに対して、差し押さえしっぱなしではいけ

ないので、公売、換価が流れである。しかし、差し押さえ後に納税されれば当然解除されるとい

う答弁がありました。 

 説明者のほうで締めくくりの挨拶があり、役場に新しい観光施策を立案し、地域と連携しなが

ら一緒に改善する部署をつくってほしいというお話がありました。 

 次に意見であります。村民の意見を聞く中で、経済的に大変厳しい状態であることは理解でき

る。全てをここで判断するのは非常に厳しい。全てが固定資産税を見直せば解決するとは思えな

いので、この委員会で即結論を出すのではなく、継続的に他の議員を含め議論したらどうかとい

う意見。 

 次に、長野県税金オンブズマンの資料にもあるが、不均一課税などができるのかも少し勉強し

て、可能な道を探っていきたいという意見がありました。探っていくべき、そして継続審査がい

いと思う。ここですぐに採択というのは疑問があるという意見がありました。 

 討論はなく、採決をした結果、継続審査にすべきものと決定をいたしました。 

 次に、請願第２号 集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行

わないよう関係機関に意見書を提出することを求めるものであります。 

 平成２６年８月２１日受理で、提出者は白馬村北城９４６４の１６１、大北九条の会白馬世話

人 速水政文。紹介議員は加藤亮輔議員。 

 概要は、政府は今後、この閣議決定について年末までに「日米防衛協力のための指針」ガイド

ラインの改定を行い、来春以降、自衛隊法、ＰＫＯ法など関連する法整備を行おうとしています。

しかし、今回のような憲法の根本原理を根底から覆す閣議決定は、「憲法に反する一切の法律も

国務に関する一切の行為も効力を有しない」とする憲法９８条に照らして厳しく判断されるべき

であり、その議論を経ずしてガイドラインの見直しや関連法整備は進められるべきではありませ

ん。 

 よって、国においては集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、これにもとづく法整備は行わな

いことを強く要請するものです。 
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 請願事項は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わ

ないことを求める意見書を政府及び関係行政官庁宛てに提出をしてくださいというものです。 

 意見として、撤回すべきとの部分は賛成しかねる。一議会で結論を出すべき問題ではない。白

馬村議会として慎重に議論していただきたいという意見書を出すべきである。 

 次に、一内閣で閣議決定をすべきではない。憲法改正を経てすべきだというように思う。閣議

決定撤回は賛成である。 

 採決に入り、請願第２号は、委員長を除く委員少数の賛成により、不採択すべきものと決定を

いたしました。 

 次に、陳情第１０号 私立高校に対する公費助成をお願いする陳情書。 

 平成２６年７月２９日受理。提出者は、塩尻市広丘高出２０８１、代表中信地区私学助成推進

協議会会長 犬飼浩一。 

 概要は、２０１０年度より高校授業料無償化政策が実施され、私学に通う生徒にも私学支援金

が支給されました。しかし、昨今の低迷する厳しい経済状況の中で保護者の方々の学費負担は深

刻な状況がいまだ続いております。多くの保護者・生徒が公立高校との学費格差をなくしてほし

いと願っております。さらに特色あるカリキュラムを求めて子どもたちが通う学校には、設備の

整備、拡充を初めとする教育環境の一層の改善が強く求められており、これらへの取り組みは私

たち保護者を含む学校の自助努力だけでは対応しきれないのが現状であります。 

 今年度は、白馬村から中信地区７校へ１４名の生徒さんをお預かりしております。それぞれ自

分の夢の実現に向けて学習を初め部活動、生徒会活動に励んでおり、白馬村におかれましては、

かつて助成制度が制定されていた経緯もあります。私学に通う保護者の経済的負担に配慮してい

ただき、何とぞ復活をお願いを申し上げます。 

 陳情事項でありますけれども、１つ、私立高校に通う生徒の保護者負担を軽減するため、保護

者への直接補助を行ってください。２、国、県の関係者に対して、就学支援金制度の拡充並びに

私学助成の大幅増額のための意見書を上げてください。 

 質疑に入り、平成２３年度に補助をやめた理由はに対して、平成２２年度の当初予算に上げて

あったのが高校の無償化により、６月の補正予算で減額上程をし、可決されたものですという行

政側の答弁がありました。 

 もう１つ、池田町は継続支給、松川村は同時期にやめて２４年度に復活しているが、この辺の

経過はどうなのかということに対して、それぞれの町村の法律の中身、読み方の差が出たのでは

ないか。復活しているところが結構あるという行政側の答弁がありました。 

 討論に入り、少子化で子育てしやすい環境を整えるために近くの高校に通えない子どももいる

ので、選択肢が多いほうがいいので採択をすべき。白馬、小谷は白馬高校を残すために子どもた

ちに制限するつもりはないが、私学よりも地元の高校に目を向けてほしいので不採択という討論
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がありました。 

 裁決をした結果、私立高校に対する公費助成をお願いする陳情は、委員長を除く委員多数の賛

成により、採択すべきものと決定をいたしました。 

 次に、陳情第１１号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求めるもの。 

 平成２６年８月６日受理で、提出者は大阪府東大阪市六万寺町３の１２の３３、軽度外傷性脳

損傷仲間の会代表 藤本久美子。 

 概要は、軽度外傷性脳損傷（ＭＴＢＩ）は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷

などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経繊維組織が断裂

するなどして発症する病気です。 

 しかし、この病気はＭＲＩなどの画像検査だけは異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保

険の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるの

が現状であります。 

 受傷時の意識障害は軽度でも重傷の外傷性脳損傷を引き起こすことがある軽度外傷性脳損傷に

ついて多くの村民に周知を図っていただきたいというように思います。 

 陳情事項は、国・政府等関係機関に対し、以下の内容を要請する意見書を提出すること。 

 １．業務上の災害または通勤災害によりＭＴＢＩとなり働けない場合、労災の障害（補償）年

金が受給できるよう労災認定基準を改正すること。 

 ２．労災認定基準の改正にあたっては、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法として、他覚

的・体系的な神経学的検査法を導入すること。 

 ３．ＭＴＢＩについて、医療機関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知を図ること。 

 意見として、中学の授業に柔道があり、損傷の懸念がある。国も対策に動いていることもある

ので、採択をすべき。制度を乱用されることも懸念されるという意見もありました。 

 採決をした結果、委員長を除く委員全員の賛成により、採択すべきものと決定をいたしました。 

 以上です。 

議長（横田孝穗君） ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第４０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４０号 白馬村福祉医療費給付条例の一部を改正する条例については、委員長報告のと

おり決定するに賛成の方の起立を求めます。 
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（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第４０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第４３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４３号 白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のと

おり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第４３号は委員長報告のとおり可決されました。 

 請願第１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は継続審査です。請願第１号 活力ある白馬村を創出するための減税

施策と村を守るための村税の施策を求める請願書の件は、委員長報告のとおり継続審査とするこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、請願第１号は継続審査とすることに決定いたしまし

た。 

 請願第２号の討論に入ります。最初に原案に反対する者の討論はありませんか。第２番津滝俊

幸議員。 

第２番（津滝俊幸君） 第２番津滝俊幸です。私は請願第２号に対して反対をする討論をさせてい

ただきます。 

 集団的自衛権行使容認が閣議決定された経緯について、閣議決定の撤回と関連法案改正をしな

いように求める請願でありますが、我が国の安全保障環境が厳しさを増している中、国民の生命

や安全を確実に担保する種々の方策の必要性が高まっていることは無論のことであります。集団

的自衛権の行使に関しても、我が国の取り巻く諸事情勢に対応する中で議論、検討してきた結果

であると考えます。 

 国民的理解や憲法解釈を決定する手法について賛否両論はあるところでありますが、閣議決定

の撤回を求めるということでなく、十分な説明を求め、国会でしっかりと議論を尽くすことが重

要であると思いますので、この請願については私は反対するものであります。以上です。 

議長（横田孝穗君） 次に、原案に賛成する者の討論はありませんか。第１番加藤亮輔議員。 
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第１番（加藤亮輔君） １番加藤亮輔です。私は大北九条の会白馬支部から出された集団的自衛権

容認の閣議決定を撤回し、関連法の改正を行わないことを国会へ提出することを求めた請願書を

採択する賛成の立場で意見を述べます。 

 安倍政権は、憲法解釈を変更して集団的自衛権を容認する閣議決定をしましたが、この決定は

憲法違反です。ご存じと思いますが、集団的自衛権とは日本が攻撃されていなくても、我が国と

密接な関係にある他国に武力攻撃があったとき、一緒になって国外で戦争することです。日本は

さきの戦争の反省に立って憲法前文で国民主権、平和主義の崇高な理想と目的を達成することを

誓い、また９条で国際紛争を解決する手段としての戦争と武力行使を放棄することを明記してい

ます。つまり、集団的自衛権を用いることは認められていません。 

 また、憲法改正の手続は、９６条にきちんと明記されています。内閣は変更の提案はできます

が、決めるのは主権者である国民です。閣議決定で解釈の変更はできません。安倍内閣が憲法違

反の決定をしたため多くの国民が反対し、長野県下でも７７自治体のうち４３市町村長と４１地

方議会が解釈改憲反対、閣議決定の撤回を表明しています。この声が国を動かすのです。地方議

会も大いに意見を述べるべきです。 

 白馬議会の議員の皆さん、若者たちを危険なところへ連れていく考え方をやめよ、法整備をや

めよとのこの請願を採択することを強くお願いして、私の意見を終わります。 

議長（横田孝穗君） 他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は不採択です。したがって、原案に対して採決いたします。 

 請願第２号 集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、閣議決定に基づく法整備等を行わないよ

う関係機関に意見書を提出することを求める請願書の件は、採択することに賛成の方の起立を求

めます。 

（少 数 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立少数です。よって、請願第２号は不採択とすることに決定いたしました。 

 陳情第１０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は採択です。陳情第１０号 私立高校に対する公費助成をお願いする

陳情の件は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（多 数 起 立） 
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議長（横田孝穗君） 起立多数です。よって、陳情第１０号は採択することに決定いたしました。 

 陳情第１１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は採択です。陳情第１１号 軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基

準の改正などを求める陳情の件は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、陳情第１１号は採択することに決定いたしました。 

 続いて、産業経済委員長より報告を求めます。第７番篠﨑久美子産業経済委員長。 

産業経済委員長（篠﨑久美子君） 平成２６年第３回議会定例会、産業経済委員会の委員長報告を

申し上げます。本定例会におきまして産業経済委員会に付託されました案件は議案４件です。以

下、委員会における審議の経過と結果についてご報告します。 

 議案第４１号は、平成２５年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてです。こ

れは平成２５年度決算における白馬村水道事業会計未処分利益剰余金２，６５０万９，５３９円

のうち６００万円を減債積立金に、１，８００万円を建設改良積立金にそれぞれ積み立てるもの

です。 

 質疑、討論は特になく、採決の結果、議案第４１号は委員長を除く委員全員の賛成により、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）は分割審査ですので、当委員

会の所管事項について、課ごとにまとめてご報告します。なお、補正予算全体の金額的概要につ

いては総務委員長報告のとおりです。 

 最初に農政課関係です。主な内容として農業委員会費では２７年４月から運用を開始する農地

基本台帳システム整備に３８４万円の増額、県からの同整備事業に対する補助金を財源の一部に

予定しているものです。 

 特産品開発事業として、１０月２６日に東京銀座に新たにオープンする銀座ＮＡＧＡＮＯしあ

わせ信州シェアスペースにおいて、１１月１０日に予定されている白馬フェアの開催に当たり、

職員や当日に振る舞い予定のそばガレットをつくるクレーピエの方など十数名分の旅費や原材料

費等で１０３万３，０００円の増額。多面的機能支払交付金事業では新規に５団体が取り組みを

始めたことや既存団体の取り組み面積の増加により、対象地が約２７０ヘクタールの増加となっ

たことから、２０７万５，０００円を増額、これについては、支払金総額の２５％を村が負担し

ています。 



 

― 161 ―  

 農業基盤整備促進事業の４，１００万円の減額は県の補助金の減額のため、予定していた落倉

地区の水路改修工事を今年度は中止したことによるもので、工事が行われる場合に予定していた

村の起債も取りやめとしています。工事については、改めて来年度ほかの地区と合わせた事業と

して計画する予定であるとのことでした。 

 農地台帳システムはどのようなものであるかという質疑があり、農地基本台帳が農地台帳とな

るもので、現在ある農地基本台帳でも耕作放棄地の所在など、農地に関する情報は全て把握でき

ているが、農業委員会の所有する情報を一筆ごとに整理して、来年４月からはこれらの情報を公

開することになる。 

 また、国・県の財源補助が未確定でも行うのかという質疑があり、法定事項のため補助金財源

が確定しなくても、村の単独費で実施する予定であるということでした。 

 銀座ＮＡＧＡＮＯしあわせ信州シェアスペースの活用方法について質疑があり、イベントス

ペースについては広さの問題もあるので、オープニングイベントをして様子を見てから考えたい、

また展示スペースについては積極的に活用をしていきたいということでした。 

 続きまして、建設課関係です。主な内容として道路維持費でマイマイガの駆除作業委託料とし

て２８万円、村道維持補修工事では天候不順による工事費増加で７６１万円、地区への原材料支

給として７０万円など合計８５９万円を増額。道路新設改良費では、和田野地区の水路敷確定に

伴う測量設計委託料として５８万９，０００円の増額。都市公園費で大出公園のマイマイガ駆除

委託料として２３万５，０００円の増額です。 

 マイマイガの駆除方法と担当する課について質疑があり、今回の補正に係る駆除は幼虫に対し

ての薬剤散布によるものである。また、駆除は基本的に所管する場所や施設ごとに各担当課で

行っているということでした。 

 委員からは、対策本部があるので駆除については役場全体として一定の方向性を出して対処し

てはどうかという意見がありました。 

 道路新設改良費の財源としている国からのがんばる地域交付金、地域活性化効果実感臨時交付

金について質疑があり、これは昨年度、国で決定をした交付金で、地方単独事業の一般財源に充

当するものである。県からは完了した事業に充当するよう指導があり、今回は事業終了した蕨平

の舗装修繕工事に充当するものであるという説明がありました。 

 最後に観光課関係です。主な内容として銀座ＮＡＧＡＮＯしあわせ信州シェアスペースのオー

プニングイベント参加の観光課職員の旅費８万３，０００円、ＨＡＫＵＢＡガレットとあわせ来

年２月に開催予定のそば記念日週間をＰＲするための費用として４０万円をそれぞれ増額。雪害

による頂上宿舎、天狗山荘、避難小屋の３施設の修繕が終わり、工事費４９０万３，０００円余

りのうち当初に予算計上していた１００万円との不足分３９０万４，０００円、八方第２ケルン

公衆トイレの汚水のパイプラインの一部損傷に伴う修繕費として１７５万８，０００円、五竜遠
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見尾根トレッキングコースの案内表示板修繕費として５万８，０００円で、観光施設の修繕費合

計で５７２万円を増額です。 

 八方第２ケルン公衆トイレ汚水パイプラインについては、共用している白馬観光開発が３分の

１、村が３分の２を負担するものです。また、長野県山岳環境保全事業として白馬村が要望して

いた小遠見登山道周辺整備工事にアサヒビールからの寄附金を活用した補助金６０万円の内示が

あったことにより、同額を増額します。整備事業の委託先は白馬五竜観光協会になります。その

ほか猿倉荘の水源からの給水管の屈折損傷の修繕工事費４０万円の増額です。 

 ７月の大雨災害による中央西線の運休への緊急対策として大町市、小谷村と共同で高速バス名

古屋松本線に接続するバスを運行した経費として２５万円を増額。なお、バスについては７月

２５日から８月８日までの１５日間を運行し、事業費負担は３市村の均等割となっています。 

 ８月９日に東京お台場でのゆるキャラダンス選手権に白馬村キャラクターであるヴィクトワー

ル・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世が出場した際の職員等の旅費と着ぐるみの修繕費として合計

１３万１，０００円の増額。 

 平成１２年から毎年八方尾根自然環境保全協議会が実施している植生回復事業に対し、同協議

会から要望書の提出があり、村は総事業費の半分を負担することとし、６５万円を増額。財源は

黒崎基金を充当しています。次年度以降については予算編成会議の中で検討することということ

です。 

 ５月に発生した突風で夢白馬食品加工施設の屋根や出入り口扉のガラスが壊れたため、修繕費

として２０万１，０００円を増額。 

 質疑に入り、毎年山小屋は雪害で破損箇所が出て、修繕が必要となっている状態であるが、共

済掛金の変動はあるのか質疑があり、保険請求は毎年しているが、今のところ特に掛金への影響

はないとのことでした。 

 高山植物の植生回復事業と村のかかわりについて質疑があり、ハード事業については民間の施

設整備などに対して補助をするという施策はない。国立公園を除いた場所の保全に関しては村が

主体ではなく、地域で活動をしている団体などに村が支援しているのが現状である。今回は実施

団体からの要望を受け、村で助成することになったものであるとのことでした。 

 議案第４２号に関して上下水道課関係のものは今回ありませんでした。 

 討論はなく、採決の結果、議案第４２号の産業経済委員会の所管事項につきましては、委員長

を除く委員全員の賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 続きまして、議案第４４号は白馬村下水道事業特別会計補正予算（第１号）です。歳入歳出予

算総額にそれぞれ１０９万８，０００円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ６億

６，８６７万４，０００円とするものです。 

 公共下水道受益者負担金事務改善報告書について、外部の専門機関である日本下水道事業団に
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事務手続の点検及び見直しに関する業務を委託する費用及び滞納対策などについての職員の研修

費用として合わせて８９万６，０００円を増額。なお、この研修に関する委託については予算成

立後に契約する予定ということです。 

 下水道受益者負担金の補塡費用として２０万２，０００円の増額。これは個人から出されてい

た請求に基づき検討をしたところ、国土調査の結果を受けて道路敷面積が確定したことや所有地

について住宅用地に対する課税標準特例が受けられるものであったことが判明したことから、既

に支払われた負担金９５万５，８００円、これは平成９年に賦課されたものですが、それと減免

後の負担金とする７５万４，６００円との差額を補塡金として支払いたいとするものです。 

 受益者負担金は、都市計画法を根拠法令としているもので税金ではないため、今回の補塡に関

しては地方自治法第２３２条の２を適用してお返ししたいものとの説明がありました。 

 東部処理場内にある機器撤去工事に係る設計図書の作成委託料として１５万２，０００円を増

加し、これについては工事請負費を同額で減額するものです。 

 質疑に入り、受益者負担金の補塡金について質疑がありました。本人はこれで全て納得するも

のかという質疑があり、税務課では確認できるものは補塡するということになったので、下水道

受益者負担金についても、それに合わせるものである。本人にはこれからの交渉となるというこ

とでした。 

 また、根拠とする地方自治法２３２条の２の公益上必要であると認められるときについて、ど

れをもって公益上必要であると考えるのかという質疑があり、他の方との公平感を保つという観

点からであるとのことでした。 

 受益者負担金事務改善報告書について、日本下水道事業団以外での検証予定について質疑があ

り、今回予定している検証結果を受けてから必要があれば行うことになるということでした。 

 下水道受益者負担金問題について、今後の住民に対しての説明会予定の質疑があり、事務改善

報告書はあくまでも通過点と考えており、今後、村がどう理解し改善していくのかを説明してい

かなければならないと考えているとのことでした。 

 日本下水道事業団では、いわゆる分担金への賦課がえについての検討はあるのかという質疑が

あり、賦課がえ制度を見直すことは決定しているので、それについてもアドバイスをもらい、決

定していきたいということでした。 

 討論はなく、採決の結果、議案第４４号は委員長を除く委員多数の賛成により、原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 議案第４５号は、白馬村水道事業会計補正予算（第１号）です。収益的支出のうち水道事業費

用において１０万４，０００円を増額するものです。内容としては職員２名分の宿泊を伴う水道

事業の実務関係の研修旅費と参加費です。 

 今回補正予算に計上されてきたわけであるが、研修は年度当初から年間として予定されている
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ものではないのかという質疑があり、業務を日々遂行していく上で必要と思われる研修は年度の

途中でも参加する方向であるということでした。 

 討論はなく、採決の結果、議案第４５号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案どおり可

決すべきものと決定をいたしました。 

 以上、付託案件につきましての産業経済委員会の委員長報告といたします。 

議長（横田孝穗君） ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第４１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４１号 白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、委員長報告のとおり

決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第４１号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第４４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４４号 平成２６年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告の

とおり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（多 数 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立多数です。よって、議案第４４号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第４５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４５号 平成２６年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり

決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第４５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 常任委員会において分割審査をしていただきました議案第４２号の討論に入ります。討論はあ
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りませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４２号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第３号）は、常任委員長報告のとおり

決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第４２号は委員長報告のとおり可決されました。 

△日程第２ 決算特別委員長報告並びに議案の採決 

議長（横田孝穗君） 日程第２ 決算特別委員長報告並びに議案の採決を行います。 

 決算特別委員長より報告を求めます。第１１番北澤禎二郎決算特別委員長。 

決算特別委員長（北澤禎二郎君） 決算特別委員会の報告を申し上げます。 

 本定例会において決算特別委員会は去る９月５日から５日間と１７日の計６日間にわたり認定

第１号から認定第６号の決算認定案件６件を審査いたしました。各会計の決算書、主要な施策の

成果説明書、その他の説明資料、監査委員の決算審査意見等に基づき予算の適正かつ効率的な執

行と事業の成果を主眼に審査いたしましたので、審査の概要及び結果をご報告申し上げます。 

 最初に、認定第１号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。

決算の概要は、収入は４９億５，２０９万３，０００円で、前年度比２億１８４万９，０００円、

４．２％の増です。歳出は４７億３，４９２万５，０００円で、前年度比３．１％、１億

４，３０８万１，０００円の増となり、形式収支は２億１，７１６万８，０００円であり、翌年

度に繰り越すべき財源１，９６９万２，０００円を差し引いた実質収支は１億９，７４７万

６，０００円の黒字となったものであります。また、決算剰余金は１億１，７４７万

６，０００円を２６年度に繰り越し、地方財政法の規定により８，０００万円を財政調整基金へ

積み立てています。財政調整基金に含む全ての基金残高は１５億２，５８１万８，０００円とな

りました。 

 地方債残高は５１億３，４０４万８，０００円で、前年度比２億２，４３２万７，０００円、

４．２％の減となっております。また、実質公債費比率は３カ年平均で１３．２となり、単年度

数値では１２．４で、対前年度比０．５ポイントの減でした。公債費負担は年々改善されており

ます。 

 次に、歳入についてでありますが、村税は決算額は１５億３３０万４，０００円で、前年度に

比べ４，５００万２，０００円の増となりました。担当課の積極的な徴収や滞納処分により、徴

収率が６８．２％となり、前年度から３．６％増となっています。なお、村税が歳入に占める割

合は３０．４％でした。 
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 特別交付税までを含めた地方交付税の総額は１７億７，１５０万８，０００円で、前年度に比

べ１，２９９万円の増となりました。しかし、交付にかえて振りかえられる臨時財政対策債の額

が減額となったため、臨時財政対策債までを含めた交付総額は４５９万９，０００円の増にとど

まりました。なお、地方交付税が歳入に占める割合は３５．８％でありました。 

 国庫支出金及び県支出金においてですが、国の経済対策事業などにより国庫支出金は４億

７５８万７，０００円と前年度に比べ１億４，４９１万６，０００円の増となっております。繰

入金は５，３７０万円で、現年度と比較し２，５２５万１，０００円の増となっており、学校施

設の修繕に３，２００万円、スキー選手育成に２００万円、ふるさと白馬村を応援する基金から

８７０万円という内訳です。村債は決算額は３億２，２３０万円で、前年度比１，２３５万

６，０００円の増となっております。 

 臨時財政対策債は４，９５５万円の増、岳の湯改修事業、奈良井有効活用事業などが増となっ

ております。なお、臨時財政対策債は普通交付税の交付に振りかえて発行額が算定されるもので

あり、平成２５年度の借入限度額は２億５，０８８万３，０００円であったが、財政の運営状況

から限度額までの借り入れは起こしておりません。 

 次に、歳出でありますが、民生費１０億４４２万６，０００円で、全体の２１．２％を占めて

います。次いで土木費の８億３，８５４万１，０００円で１７．７％、続いて総務費の７億

８，４１３万３，０００円が１６．６％となっています。前年度比で増額になっているのは農林

業費が６，０２６万９，０００円の増、土木費が４，１０４万円の増となっており、減額となっ

たものは公債費が４，７７７万円の減、教育費が４，９１８万６，０００円の減となっておりま

す。 

 委員会において質疑、意見は次のとおりです。 

 総務課関係では、２款１項２目財産管理費神城駅乗車券販売委託については、今後いつまで委

託するのかと質問があり、平成２５年度をもって終了したとの答弁がありました。 

 また、２款１項１目一般管理費の職員研修について、個別研修を受講するに当たっての基準と

業務等へのフィードバックがなされているのかとの質問があり、村では長野県職員研修センター

の研修を利用しており、研修コースにより職務経験年数の基準があります。また、復命書は、当

然各課で研修内容を確認しており、それによって課内にフィードバックされている答弁がありま

した。 

 税務課関係では、２款２項２目賦課徴収費の長野県地方納税整理機構負担金に関連して、同機

構への今後の移管方法、機構と村の意見がそぐわなかった理由、負担金の算出方法について質問

があり、平成２６年度は移管する予定はない、村では捜索を中心に実施していただきたかったが、

納税誓約中心の整理であったため、１７件移管したうちの１５件を取り下げ、村で捜索等を行い

ました。負担金は均等割、処理件数割、徴収実績割があるが、決算前であるため実績は前々年度
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の実績数で計算されると答弁がありました。 

 また、昨年度検討した高額満納者への破産法適用はどうなったのかという質問に対して、破産

法の債権の中に税もあるのは事実であるが、国税徴収法の強制執行権が与えられているので、そ

の方法でやり尽くすことが先であるため、当面は行わないと答弁がありました。 

 次に農政課関係では、５款１項１目農業委員会費、農地台帳、農地パトロールについて耕作放

棄地の判定基準と面積が昨年度と変わらないことについて質問があり、赤判定は農地として再生

するのが困難、黄色判定は荒廃が進んでいるが、再生が可能な農地であり、面積は昨年度の図面

を確認して更新するので、昨年度と状況が変わっていないということである答弁がありました。 

 また、５款１項４目農地費、奈良井有効活用事業に関連して、維持管理をどう考えているのか

と質問があり、想像以上に軟弱な地盤であり、湿地に戻すようなことを考えている。管理も公園

といったものではなく、荒廃していない程度の管理を考えているとの答弁がありました。 

 次に健康福祉課関係では、３款１項２目老人福祉費特別豪雪地帯住宅除雪支援員派遣事業につ

いて、対象者と支払先について質問があり、６０歳以上の独居世帯で住民税が非課税の者が対象

になり、民生委員の紹介で審査しております。委託先は申請者の希望により個人や事業者となる

が、村と契約して村が支払っていると答弁がありました。 

 ３款１項４目社会福祉費、岳の湯改築工事費請負費に関連してデイサービスの利用状況に質問

がありました。昨年は１０月から２６年３月まで１日平均５．７人、２６年度は８月までで１日

平均９．５人であると答弁がありました。 

 ３款１項３目障害者福祉費、地域生活支援事業の巡回支援専門医について、実施した効果と実

施条件について質問があり、臨床心理士など必要に応じてスクラム・ネットに委託しており、小

中学校では１０回程度来ている。支援、相談、発達検査などを行い、とても有効な事業であるが、

スクラム・ネットは他市町村にも派遣しているため、日数が限られてしまうと答弁がありました。 

 ３款２項３目保育所費に関連して、保育園に入れない未満児はどのくらいいるのかという質問

があり、保育所入所基準は判定委員会で審査しているので、入れるのに入れないといった未満児

はいない。しかし、申込数では７から８人は基準を満たさない人がいると答弁がありました。 

 次に住民課関係では、４款１項１目環境衛生費、衛生費、公衆トイレ管理事業で管理委託料が

まちまちであるが、基準などはあるのかという質問があり、公衆トイレは建設段階で行政が建設

して管理委託するもの、地元が設置要望で建設し、地元が管理するものなど事情があるため、ば

らつきがあるが、今後は見直していきたいと答弁がありました。 

 次に、観光課関係では、６款１項２目観光施設整備費、山岳観光施設維持補修事業で登山道の

維持管理に国や県の補助はないのかという質問があり、以前は長野県単独の補助制度があったが、

今はない。企業が出資する基金事業があり、活用している。国においては国立公園の整備という

ことで環境省が直轄事業を行っている事業があると答弁がありました。 
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 ６款１項３目観光宣伝振興費、海外観光受け皿整備事業に関連して、海外観光客とのトラブル

は花火などでまだまだある。規制するばかりでなく、花火はできる限りエリアを決めてはどうか

という質問があり、昨シーズンは１０時以降はやめてほしいと広報を行いました。また、エコー

ランド地区では販売を自粛してもらっている。今年も対策会議を開く予定なので、そこで検討し

たいと答弁がありました。 

 ６款１項１目観光総務費、特産品開発促進事業負担金に関連して質問があり、ＨＡＫＵＢＡガ

レットの提携施設がなかなか増えないが、施設提供の充実はできないかと質問があり、いつでも

食べられる店がないという指摘は受けている。村と商工会では空き店舗の活用で共同出店し、

３６５日クレーピエが活動できる環境をつくれないか検討していると答弁がありました。 

 次に建設課関係では、７款２項２目道路維持費道路維持補修事業で道路上の事故の報告が毎回

出てくるが、パトロールの実施状況と予防策はとの質問があり、職員が定期的にパトロールをし

て都度補修等を行っている。昨年度事故が頻発した路線は今年度に路盤補修と舗装打ちかえを

行ったので事故件数は減ると思うと答弁がありました。 

 また、除雪事業で今冬は除雪費が３，０００万円ほど少ないが、降雪が少なかったのかという

質問があり、２４年度に比較すると稼働時間で３，０００時間ほど少なくなっている。降雪は少

なかったが、凍結があったので融雪散布委託料が増えているとの答弁がありました。 

 次に教育課では、９款４項４目文化財保護費の下水道加入負担金はどこの箇所であるかと質問

があり、歴史的民俗資料館のトイレ改修に伴い下水道に接続したものであると答弁がありました。 

 ９款１項２目事務局費教育相談員報酬、９款３項２目教育振興費の心の相談員賃金に関連して、

効果があるようであるが、相談員への相談で問題は完結しているのかという質問があり、相談員

を含めた複数の先生で話し合いながら問題を解決していると答弁がありました。 

 次にスポーツ課では、２款３項４目ナショナルトレーニングセンター事業で利用状況と指定期

間について質問があり、現段階ではナショナルチームの合宿利用が基本で、指定選手の合宿等に

使用した費用が国から交付されている。期間は３０年３月３１日までとなっていると答弁があり

ました。 

 次に上下水道課では、４款１項１目環境衛生費合併浄化槽整備事業で、浄化槽と公共下水道が

並立しているのは効率が悪いのでは、小規模な下水道事業を導入する考えはないかと質問があり、

現在の補助は公共下水道の区域になっていない地区の新築が主で、やむを得ない面もある。大き

な工事費を投じて整備するよりも、今ある分譲地はほぼ浄化槽が整備されているので、合併浄化

槽設置の補助で対応したほうが費用対効果はいい。また、小規模集落であればコミュニティプラ

ントのような小規模事業もあるが、なかなか村内で該当する地区がないと答弁がありました。 

 次に会計室では、基金の運用に関連して預入先を決定する基準について質問があり、基金を積

むときに利率見積もりを行い決定しているが、ペイオフの対策もあるので、基金残高と起債残高



 

― 169 ―  

を見ながら調整していると答弁がありました。 

 なお、全体を通しての意見としては、成果説明書は必要に応じて過年度データとの比較を入れ

たり、事業効果などのコメントを入れるよう工夫をしていただきたいと発言がありました。 

 討論はなく、採決したところ、認定第１号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のとお

り認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、認定第２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定についてであります。決算の概要ですが、歳入は１２億３，８９２万８，０００円で、前年度

比９７０万５，０００円で、０．７％の減であり、歳出は１１億８，４８９万円で、前年度比

２．４％、２，９４０万５，０００円の減で、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は

５，４０３万８，０００円でした。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、認定第２号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原

案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、認定第３号 平成２５年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてであります。 

 決算の概要ですが、歳入は６，７８１万１，０００円で、ほぼ前年並みの０．１％増の５万

４，０００円の増、歳出は６，７７６万３，０００円で、こちらも前年度並みの０．３％、

１９万５，０００円の増となりました。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は４万

７，０００円であります。歳入において徴収率１００％という数字を見て非常に新鮮でありまし

た。 

 普通徴収分の完納は督促、催促をしたのかという質問があり、電話等で納付依頼を小まめに

行ったと答弁がありました。 

 委員からは、小まめに接点を持つことが納税につながるので課長会議等、庁内でも議論をして

ほしいと意見がありました。 

 討論はなく、採決したところ、認定第３号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原案のと

おり認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

であります。決算の概要は、歳入が７億２２３万８，０００円で、前年度比１億２，３１５万

３，０００円で、２１．３％の増であり、歳出が６億８，５１５万４，０００円で、前年度比

１億１，８８７万２，０００円、２１％の増です。翌年度へ繰り越すべき財源６００万円を差し

引き実質収支額は１，１０８万４，０００円であります。 

 農業集落排水東部地区を公共下水道に統合する事業があったため、歳入では国庫補助金

５，２２６万５，０００円、村債１億５，９６０万円が増となり、歳出では工事請負費

９，９３１万９，０００円などが増額となりました。施設の長寿命化計画に伴う浄化センター更
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新事業は、平成２６年度に繰り越しとなっております。 

 委員会における主な質疑ですが、歳入において受益者負担金の不納欠損の内訳について質疑が

あり、消滅、時効によるもので、平成１５年度から１７年度の５件は時効後に徴収したもので、

未納分に充当し当該年度分の欠損処理とし、その他は平成１９年度、２０年度賦課分で、時効消

滅であると説明がありました。 

 下水道使用料と水道使用料の未納は、合わせるとどのくらいであるかという質問があり、下水

道で１，６５７万円、水道で３，４２６万円、総額５，０８３万円ほどの未収入額であり、毎年

１，０００万円ぐらいずつ未収入額を減らしているとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、認定第４号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、認定第５号 平成２５年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてであります。決算の概要は歳入が３，２９８万３，０００円で、前年度比３９４万

１，０００円で、１０．７％の減であり、歳出が３，２９３万７，０００円、前年度比２７５万

１，０００円、７．７％の減となり、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は４万

６，０００円であります。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、認定第５号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原

案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、認定第６号 平成２５年度白馬村水道事業会計決算認定についてであります。決

算の概要は、収益的収支において収入は２億８，５６５万円で、支出は２億６，２８７万

４，０００円、純利益は２，２０９万円。資本的収支において収入は９４７万４，０００円、支

出は７，７３５万４，０００円、資本的収支不足額は６，７８７万９，０００円でした。 

 企業債残高に関連して４％程度の起債があるが、借りかえはできないかという質問があり、

５％以上の起債は国の保証金免除の特例があったため、借りかえを実施した。４％以下はその制

度がないので、政府資金は保証金を支払わなければ借りかえができないので、現在はそのままに

していると答弁がありました。 

 なお、決算認定は関連議案である議案第５８号 平成２５年度白馬村水道事業会計未処分利益

剰余金処分についてが産業経済委員会に付託されていたので、委員会で審査された後、決算特別

委員会で採決することにいたしました。 

 討論はなく、採決したところ、認定第６号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で、決算特別委員会の報告を終わります。 

議長（横田孝穗君） ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（横田孝穗君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時１９分 

再開 午前１１時２５分 

議長（横田孝穗君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 認定第１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第１号 平成２５年度白馬村一般会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとお

り認定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、認定第１号は委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第２号 平成２５年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定については、

委員長報告のとおり認定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、認定第２号は委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第３号 平成２５年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、委員

長報告のとおり認定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、認定第３号は委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 
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 認定第４号 平成２５年度白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長報

告のとおり認定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、認定第４号は委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第５号 平成２５年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定については、委

員長報告のとおり認定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、認定第５号は委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第６号 平成２５年度白馬村水道事業会計決算認定については、委員長報告のとおり認定

するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、認定第６号は委員長報告のとおり認定されました。 

 村長から報告案件の申し出、議案提出の申し出、同意案件の申し出、総務社会委員長田中榮一

議員より発議の申し出、白馬村選挙管理委員会から選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が満

了になった旨の通知がありました。常任委員長より閉会中の所管事務調査についての申し出、議

会運営委員長より閉会中の所掌事務調査の申し出があり、議長において受理いたしました。 

 よって、会議規則第２２条の規定により、議事日程を変更し、追加議案を審議いたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、議事日程を変更し、追加議案を審議すること

に決定いたしました。 

 ただいまから事務局より議事日程を配付いたします。 

（議事日程配付） 

議長（横田孝穗君） 配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（横田孝穗君） 配付漏れなしと認めます。 

 これより報告事項に入ります。なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規

定により、１議員１議題につき３回まで、また会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意

見を述べることができないと定められておりますので申し添えます。 

△日程第３ 報告第７号 村道上の事故における損害賠償の専決処分報告について 

議長（横田孝穗君） 日程第３ 報告第７号 村道上の事故における損害賠償の専決処分報告につ

いての報告に入ります。 

 報告を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 報告第７号 村道上の事故における損害賠償の専決処分報告についてご

説明いたします。 

 村道上の事故における損害賠償の請求について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 別紙をご覧いただきたいと思います。平成２６年３月８日、水落氏運転の普通自動車が村道

３１４６号線を走行中、路面の穴に落ち、左側前後輪タイヤを損傷したものであります。当事者

間において示談による和解の成立により、損害賠償額を道路管理者過失相当分９０％、８万

７，６７４円と定め、平成２６年９月５日に専決処分を行いました。 

 説明は以上であります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 本件は報告事項ですので、以上で日程第３ 報告第７号は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 日程第４ 議案第４６号から日程第１０ 発委第８号までは、会議規則第３９条第３項の規定

により、委員会付託を省略したいと思いますが、これについて採決いたします。この採決は起立

によって行います。 

 日程第４ 議案第４６号から日程第１０ 発委第８号までは、会議規則第３９条第３項の規定

により委員会付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、日程第４ 議案第４６号から日程第１０ 発委第

８号までは、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することは可決されまし

た。 

 これより、議案の審議に入ります。 



 

― 174 ―  

△日程第４ 議案第４６号 財産の取得について 

議長（横田孝穗君） 日程第４ 議案第４６号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。平林総務課長。 

総務課長（平林 豊君） 議案第４６号 財産の取得についてご説明いたします。 

 財産の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は小型動力ポンプ付積載車１台で、取得金額は７３４万４，０００円、契約の相

手方は株式会社北信ポンプ長野営業所であります。 

 説明は以上であります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４６号 財産の取得については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 これより同意案件の審議に入ります。 

 お諮りいたします。 

 日程第５ 同意第３号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、採決いたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、日程第５ 同意第３号は、質疑、討論を省略

し、採決することに決定いたしました。 

△日程第５ 同意第３号 教育委員会委員の任命について 

議長（横田孝穗君） 日程第５ 同意第３号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君） 同意第３号 教育委員会委員の任命について 

 次の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
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４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

 住 所  北安曇郡白馬村大字神城６７９２番地２ 

 氏 名  西澤みどり 

 生年月日 昭和４２年１１月１日 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

議長（横田孝穗君） 採決いたします。 

 同意第３号 教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意するに賛成の方の起立を求

めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、同意第３号は原案のとおり同意されました。 

△日程第６ 発議第５号 集団的自衛権に関する意見書 

議長（横田孝穗君） 日程第６ 発議第５号 集団的自衛権に関する意見書を議題といたします。 

 趣旨説明を求めます。第９番田中榮一議員。 

第９番（田中榮一君） 集団的自衛権に関する意見書の趣旨説明をいたします。 

 政府は、従来、自衛権を「国家に対する急迫不正の侵害があった場合に、その国家が実力を

もってこれを防衛する権利」と定義をし、自衛権を発動するためには、「我が国に対する急迫不

正の侵害があること」、「これを排除するために他の適当な手段がないこと」、「必要最小限度

の実力行使にとどまるべきこと」という３要件に該当する必要があるとの解釈に基づき運用して

きたところでありますが、安倍政権は従来の憲法解釈を変更し、日本が攻撃を受けていなくても

他国への攻撃を武力で阻止する集団的自衛権の行使を容認する決定をしました。 

 集団的自衛権は国際連合憲章において明文化されているところであり、他の国家が武力攻撃を

受けた場合、これと密接な関係にある国家が非攻撃国を援助し、共同してその防衛に当たる権利

とされています。 

 私は、集団的自衛権の行使に関しての閣議決定は我が国を取り巻く諸情勢に対応する中で議論、

検討した結果であると理解はしますが、閣議決定に至るまでの経過において十分に国民的な理解

を得るに至っていない状況であると考えます。したがいまして、閣議決定の撤回ではなく、十分

な説明と議論を尽くすことがまだまだ必要と考え別紙案文のとおり、国に対して意見書を提出し

たいものであります。意見書は別紙のとおりです。 

 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛大臣です。 

 以上で趣旨説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。最初に反対する者の討論はありませんか。第１番加藤

亮輔議員。 

第１番（加藤亮輔君） １番、加藤亮輔。今、議員発議による集団的自衛権に関する意見書の提案

がありましたけど、反対する立場から一言述べたいと思います。 

 集団的自衛権については先ほど述べましたので、政治の流れから意見を述べたいと思います。

私は、さきの大戦の反省の中から憲法９条が生まれたと考えています。自衛隊員も戦後６９年、

人を殺すことも殺されることもなかったのは憲法９条のおかげだと思います。しかし、第１次安

倍内閣のとき、教育基本法を改定して独立性を奪い、国の管理を強化しました。昨年は特定秘密

保護法を強行採決して、国民の知る権利と言論、報道の自由に重大な制限を加えました。そして、

今回の集団的自衛権の行使容認です。 

 昔のように国民のための国づくりではなく、国のための国づくりが進んでいるように思われま

す。議員の皆さんも今日のＮＨＫの連ドラ「花子とアン」をご覧になったと思いますが、白蓮さ

んが戦争の愚かさ、戦争で最愛の息子を失った悲しみを述べていました。 

 個別的自衛権から集団的自衛権へ拡大すれば、自衛隊員への危険性は飛躍的に増大します。今

多くの国民は危険な集団的自衛権議論をやめることを求めています。しかし、この意見書は集団

的自衛権について理解が深まるように丁寧な説明を国に求めています。 

 よって、私はこの意見書に反対します。以上です。 

議長（横田孝穗君） 次に、賛成する者の討論はありませんか。第６番太田伸子議員。 

第６番（太田伸子君） ６番、太田伸子でございます。私は、この本意見書を提出するに当たり、

賛成の立場で討論いたします。 

 本意見書は、国に十分な国民への説明をし、国民が納得いく施策を行うように求める意見書で

あります。集団的自衛権行使容認を閣議決定するに至るまでの経過において、十分に国民的な理

解を得るに至っていない状況であります。 

 国内にはさまざまな意見が存在し、全国の地方議会においても賛否が分かれるような状況を鑑

みて、国においては集団的自衛権に関する国民的な理解が深まるように十分な議論と丁寧な説明

を実施し、国民が納得する施策を行うよう強く要請することが必要であると考えますので、この

意見書の提出に賛成するものです。 

議長（横田孝穗君） 他に討論はありませんか。第４番伊藤まゆみ議員。 

第４番（伊藤まゆみ君） ４番、伊藤まゆみです。発議第５号 集団的自衛権に関する意見書の提

出に反対の立場で討論を行います。 

 反対の理由は３つであります。まず、集団的自衛権容認の閣議決定は明らかに憲法違反であり、
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解釈変更で憲法を骨抜きにする行為は、国と国民に対する背信行為であると意見書に明記すべき

と考えます。私たち議会は行政が法に基づき政治をつかさどること、法令遵守を基本的行為とみ

なしております。同様に国に対しても法令遵守を求めることは、あるべき姿であり、国すなわち

強いものに対して態度を軟化させるような行為は、住民の代表である議員に当然あってはなりま

せん。どうしても政治的に集団的自衛権が必要なら、憲法を変えるべく提案し、国民の判断を仰

ぐべきものとすべきであります。 

 ２つ目は、憲法解釈で集団的自衛権を認める暴挙、９条の骨抜き化をすることにより、自衛隊

を唯一の軍事行動で認める個別的自衛権に必要な自衛のための必要最小限の実力を超える攻撃的

兵器を持つ可能性があります。来年１０月に実行されるかもしれない消費税の増税は社会保障で

なく、この兵器拡充に充てられることも懸念されるにもかかわらず、そのような懸念を意見書に

読み取ることはできません。 

 日本政府はこれまで自衛隊を合憲としつつも、その保有できる装備は自衛隊のための最小限度

の実力に限るとし、そのため大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母といった攻撃的兵器

については、憲法上いかなる場合においてもその保有は許されないとしてきました。しかし、集

団的自衛権の行使を容認すれば、攻撃的兵器を持つことが遠方の同盟国防衛のために必要なもの

という口実になり、極限のない軍拡を可能にしてしまうおそれをはらんでおります。そうなれば

社会保障に充てるための増税どころか、軍拡のためのさらなる税負担を強いてくることも念頭に

置かなければなりません。この点についても意見書でただすべきと考えます。 

 最後に、集団的自衛権による派兵は参戦であり、現地すなわち戦場に赴くということで、一般

市民を含め何十、何百という人を殺害するという事態に発展することは間違いなく、そのような

想定を払拭するに当たるどのような国民理解を求めるものか全く読み取れません。２００３年か

ら２０１１年のイラク戦争によって、イラクでは約５０万人の命が直接的、間接的に奪われたと

のことです。 

 今後、徴兵制は違憲ではないといった意見が国会内で蔓延するようになれば、私たちの村から

も多くの若者が派兵する事態になりかねません。私たちの税金で同胞に人を殺す行為をさせるこ

と、そしてその同胞が若者であることを考えれば、人口減に悩む我が国の国益であるはずもなく、

若者の流出により２０４０年に消滅する自治体に名を連ねる白馬の村益であるととても思えませ

ん。 

 以上、３つの理由から集団的自衛権が必要であるならば国民投票を行い、その是非を問うべき

意見書であるべきで、内容が曖昧で捉え方によっては肯定しているかのように思える集団的自衛

権に関する意見書の提出に賛成することはできません。以上です。 

議長（横田孝穗君） 他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発議第５号 集団的自衛権に関する意見書は原案のとおり決定するに賛成の方の起立を求めま

す。 

（多 数 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立多数です。よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

△日程第７ 発委第５号 私立高校への公費助成に関する意見書 

議長（横田孝穗君） 日程第７ 発委第５号 私立高校への公費助成に関する意見書を議題といた

します。 

 趣旨説明を求めます。第９番田中総務社会委員長。 

総務社会委員長（田中榮一君） 私立高校への公費助成に関する意見書。 

 陳情第１０号が採択されたことに伴い意見書を提出するものであります。意見書は別紙のとお

りであります。 

 内容は、就学支援金制度の拡充と経常経費の補助、施設整備費の補助、学納金の補助の３項目

です。 

 なお、提出先は内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣です。 

 以上で説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発委第５号 私立高校への公費助成に関する意見書は原案のとおり決定するに賛成の方の起立

を求めます。 

（多 数 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立多数です。よって、発委第５号は原案のとおり可決されました。 

△日程第８ 発委第６号 私立高校への公費助成に関する意見書 

議長（横田孝穗君） 日程第８ 発委第６号 私立高校への公費助成に関する意見書を議題といた

します。 

 趣旨説明を求めます。第９番田中総務社会委員長。 
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総務社会委員長（田中榮一君） 発委第６号 私立高校への公費助成に関する意見書。 

 陳情第１０号が採択されたことに伴い意見書を提出するものです。意見書は別紙のとおりであ

ります。文面が国への意見書と一部違っておりますが、内容は同一です。 

 なお、提出先は長野県知事、長野県総務部長であります。 

 以上で説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発委第６号 私立高校への公費助成に関する意見書は原案のとおり決定するに賛成の方の起立

を求めます。 

（多 数 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立多数です。よって、発委第６号は原案のとおり可決されました。 

△日程第８ 発委第７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請

する意見書 

議長（横田孝穗君） 日程第８ 発委第７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の

改正などを要請する意見書を議題といたします。 

 趣旨説明を求めます。第９番田中総務社会委員長。 

総務社会委員長（田中榮一君） 発委第７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の

改正などを要請する意見書。 

 陳情第１１号が採択されたことに伴い意見書を提出するものです。意見書は別紙のとおりであ

ります。 

 内容は、軽度外傷性脳損傷における労災認定基準等の改正、認定基準の改正に当たり新たな判

定方法の導入、医療機関、教育機関等への啓発・周知です。 

 なお、提出先は参議院議長、衆議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、文部科学

大臣です。 

 以上で説明を終わります。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発委第７号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請する意見書は

原案のとおり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、発委第７号は原案のとおり可決されました。 

△日程第１０ 発委第８号 議会改革調査特別委員会の設置に関する決議について 

議長（横田孝穗君） 日程第１０ 発委第８号 議会改革調査特別委員会の設置に関する決議につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。第１１番太谷議会運営委員長。 

議会運営委員長（太谷正治君） 発委第８号 議会改革特別委員会設置に関する決議について説明

を申し上げます。 

 地方時代の確立が望まれる今日、地方行政の多様化、専門化と相まって議会の責務と役割は一

層重いものとなっており、議会活動の充実と効率化が強く求められております。議会活動の充実

と効率化を一層図るためには、適正かつ円滑な議会運営が行われることが必要であります。 

 もとより、白馬村議会においては地方自治法会議規則委員会条例を定めること等に基づいて、

よりよい議会運営を求めているところでありますが、さらにより実務的な指針を定めることによ

り一層の民主的かつ効率的な運営を目指すために議会改革調査特別委員会を設置し、調査検討を

したいと考え別紙（案）を提出するものです。 

 名称は、議会改革調査特別委員会、これは地方自治法第１０９条及び白馬村議会委員会条例第

５条の規定に基づき設置するものです。調査を付託するものは、議会基本条例について及びその

他議会改革に関することについてであります。付託事件の調査が終了するまでの間を設置期間と

し、閉会中も継続調査ができるものとしたいと思います。 

 なお、委員は議長を除く議員全員を委員とし、１１名を定数としたいと考えております。よろ

しくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（横田孝穗君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 
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 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議会運営委員長から提出された発委第８号 議会改革調査特別委員会の設置に関する決議のと

おり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（横田孝穗君） 起立全員です。よって、議会運営委員長から提出された発委第８号 議会改

革調査特別委員会の設置に関する決議は可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました議会改革調査特別委員会の委員の選任については、議会委員会条例第

７条第３項の規定により、議長を除く議員全員を指名したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、議会改革調査特別委員会の委員は、議長を除

く議員全員を選任することに決定いたしました。 

△日程第１１ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙ついて 

議長（横田孝穗君） 日程第１１ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についての件を議題と

いたします。 

 この件につきましては、平成２６年８月２５日付で、白馬村選挙管理委員会委員長より、地方

自治法第１８２条第８項の規定により、選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が満了し、選挙

を行うべき事由が発生した旨の通知が議長宛てに提出されております。したがいまして、ただい

まから選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いた

しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長より指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 選挙管理委員会委員には、降旗明君、塩島登君、松田富夫君、丸山和博君、以上の方々を指名

いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長が指名した方々を選挙管理委員会の委員の当選人と定めることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました降旗明君、塩島登

君、松田富夫君、丸山和博君、以上の方々が選挙管理委員会委員に当選いたしました。 

 次に、選挙管理委員会委員補充員には、第１位中西滋君、第２位峯村定基君、第３位郷津輝男

君、第４位田中靖訓君、以上の方々を氏名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長が指名いたしました方々を選挙管理委員会委員補充員と定めることにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の方々が順序

のとおり選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

△日程第１２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

議長（横田孝穗君） 日程第１２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題といたしま

す。 

 常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります

所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。 

△日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

議長（横田孝穗君） 日程第１３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題といた

します。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります議会の運営に

関する事項について閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 
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 議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

△日程第１４ 議員派遣について 

議長（横田孝穗君） 日程第１４ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、お手元に配付してあります議員派遣の件の資料のとおり、議員を派遣するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（横田孝穗君） 異議なしと認めます。よって、お手元の資料のとおり、議員を派遣すること

に決定いたしました。 

 以上で、今定例会に付された議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで、下川村長より挨拶をしたい旨の申し出がありますので、これを許します。下川村長。 

村長（下川正剛君） 平成２６年第３回白馬村議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 議員の皆様には、今月５日に開会をして本日まで２０日間にわたり、提出いたしました全ての

案件につきまして原案どおりお認めをいただき、厚く御礼申し上げます。本会議及び委員会でい

ただきましたご意見、そしてご提言につきましては、今後の村政運営に反映させてまいりたいと

考えております。 

 このたび、個人事業主に支払った委託料にかかわる所得税の源泉徴収漏れや住宅用地に係る固

定資産税の特例措置の適用誤りによる一部誤課税があり、個人事業主の皆様、納税者の皆様及び

村民の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くおわびを申し上げます。今後、研修会

などを通して専門的知識と技術を習得し、仕事に対する責任と資質の向上に努め、再発防止に万

全を期してまいりたいと考えております。 

 さて、第２次安倍改造内閣が発足して初めての臨時国会が９月２９日に招集されます。消費税

の引き上げや集団的自衛権の行使容認などの議論を深めるとともに、地方の活性化に向けた取り

組みを本格化させるため、地方創生の理念などを定めた「まち・ひと・しごと創生法案」や広島

市で起きた土砂災害を踏まえた土砂災害防止法の改正案など提出し、成立を目指す方針でありま

す。 

 まち・ひと・しごとの創生本部では、将来に夢や希望を持てる、誰もが安心して暮らすことが

できる地域づくりを進めるため、若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現、東京一極集中の

歯どめ、地域の特性に則した地域課題の解決の３つの視点を基本とし、魅力あふれる地方を創生
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し、地方への人の流れをつくる方針であり、今後の動向に注視しながら適正な村政運営に努めて

まいりたいと思います。 

 今年は熊の目撃情報が現在のところ昨年の約３倍、５０件寄せられており、堅果類が凶作なの

か、餌を求めて人里まで行動範囲を拡大し、この１６日には熊による人身被害が南部トレーニン

グセンター北側のグラウンド付近で発生をいたしました。目撃情報を受けるたび、昼夜問わず鳥

獣被害対策実施隊がパトロールを実施しておりますが、住民の皆様におかれましても熊との遭遇

を避けるための鈴等の音のするものを身につけたり、熊の行動が活発な時間帯である明け方や夕

方の行動は避けるなど、熊との遭遇には十分注意をしていただきたいと思います。 

 来年度予算の編成に向けて、地域役員懇談会を来月の１４日から１２会場で予定をしておりま

すので、それぞれのお立場でご助言をお願いをしたいと思います。 

 議員の皆様におかれましては、朝夕めっきり寒くなりましたので健康には十分留意をされ、村

政の発展と住民福祉向上のためご活躍されますことをご祈念申し上げ、閉会に当たりまして御礼

のご挨拶といたします。まことにありがとうございました。 

議長（横田孝穗君） これをもちまして、平成２６年第３回白馬村議会定例会を閉会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

閉会 午後 ０時１０分 
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